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五
十
身
榮
未
為
晩

上
声

阮
20

五

以
上
の
考
証
に
よ
れ
ば
、「
長
恨
歌
」
は
、
演
唱
す
る
た
め
に
創

作
さ
れ
た
歌
詞
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
現
存
の

資
料
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
音
曲
は
、「
霓
裳
羽
衣
曲
」
で
あ
る
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る[

]
。
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
に
現
存
す
る
「
長
恨

10

歌
並
序
」
と
、
宋
刊
本
の
「
長
恨
歌
伝
・
長
恨
歌
」
と
の
関
係
な

ど
の
テ
キ
ス
ト
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
検
討
し
直
す
必

要
が
浮
上
す
る
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る

考
証
は
、
別
稿
に
譲
り
た
い[

]

。

11

注

[

１]

陳
翀
「
中
唐
に
お
け
る
白
居
易
『
琵
琶
引
』
享
受
の
原
風
景―

そ
の

原
本
形
態
及
び
歌
唱
形
式
に
つ
い
て

―

」
、（
『
白
居
易
研
究
年
報
第
十

三
号

特
集

琵
琶
行
―
天
涯
淪
落
の
歌
』
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二

年
）
を
参
照
。

[

２]

下
定
雅
弘
『
長
恨
歌

楊
貴
妃
の
魅
力
と
魔
力
』
（
勉
誠
出
版
、
二
〇

一
一
年
）
第
二
部
「
研
究
編
」
を
参
照
。

[

３]

川
合
康
三
訳
注
『
白
楽
天
詩
選
上
』
（
岩
波
文
庫
赤
四
四
―
一
、
二
〇

一
一
年
）
所
収
「
長
恨
歌
」
を
参
照
。

[

４]

日
中
に
お
け
る
「
長
恨
歌
」
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
『
白
居
易
年
報
第

十
一
号

特
集

長
恨
歌
―
愛
と
死
の
文
学
』
に
収
録
し
た
周
相
録
（
陳

翀
訳
）
「
中
国
に
お
け
る
『
長
恨
歌
』
研
究
」
及
び
新
間
一
美
「
わ
が

国
に
お
け
る
『
長
恨
歌
』
の
受
容
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

[

５]

『
白
氏
文
集
』
の
旧
来
の
巻
目
に
関
す
る
考
証
は
、
静
永
健
・
陳
翀

「
『
文
選
』
與
『
文
集
』
」（
『
中
国
文
学
研
究
』
第
十
九
輯
、
復
旦
大
学

出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
及
び
杜
暁
勤
（
秋
谷
幸
治
訳
）「
『
白
氏
文
集
』

前
集
の
編
纂
体
裁
と
詩
体
分
類
に
つ
い
て
―
日
本
現
存
の
旧
鈔
本
を
中

心
に
」
（
『
白
居
易
研
究
年
報
第
十
四
号

特
集

閑
適
と
隠
遁
』
、
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

[

６]

『
元
氏
長
慶
集
』
（
冀
勤
點
校
、
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
巻
二
十

三
を
参
照
。

[

７]

本
文
は
、
金
沢
本
に
従
う
。
韻
字
の
押
韻
は
、
『
大
宋
重
修
広
韻
』
に

従
う
。
な
お
、
旧
鈔
本
と
版
本
と
の
文
字
異
同
に
つ
い
て
、
神
鷹
德
治

「
紫
式
部
が
読
ん
だ
『
文
集
』
の
テ
キ
ス
ト
―
旧
鈔
本
と
刊
本
―
」（
『
古

代
学
研
究
所
紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
〇
七
年
）
及
び
静
永
健
「
日
本
・

尊
円
親
王
筆
『
長
恨
歌
』
の
本
文
に
つ
い
て
」（
『
中
国
文
学
論
集
』
第

三
十
九
号
、
二
〇
一
〇
年
、
の
ち
『
知
非
子
甲
集
』
（
二
〇
一
四
年
十

月
私
家
版
、
城
島
印
刷
株
式
会
社
）
に
収
録
）
を
参
照
。

[

８]

こ
れ
に
関
す
る
考
察
は
、
前
揭
注[

１]

拙
論
を
参
照
。

[

９]

范
成
大
『
石
湖
詩
集
』（
四
部
叢
刊
初
編
本
）
巻
一
を
参
照
。

[
]

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
藏
舊
鈔
本
『
長
恨
歌
序
』
真
偽

10
考
―
兼
論
『
長
恨
歌
』
主
題
及
其
文
本
傳
變
」（
『
域
外
漢
籍
研
究
集
刊
』

第
七
輯
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

[
]

拙
稿
「
新
発
見
の
『
長
恨
歌
伝
』
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
文
学
論
集
巻

11
四
十
三
号
、
二
〇
一
四
年
）
及
び
「
『
長
恨
歌
並
序
』
之
歌
辭
結
構
及

傳
本
考
」
（
『
域
外
漢
籍
研
究
集
刊
』
第
十
一
輯
、
中
華
書
局
、
二
〇
一

五
年
六
月
刊
行
予
定
）
を
参
照
。
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抄
本
か
ら
版
本
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
著
述
及
び
出
版
の
特
徴

―
『
唐
文
粋
』
の
編
纂
と
流
伝
の
過
程
の
考
察
―

査

屛

球
（
日
本
語
訳

渡

部

雄

之
）

は
じ
め
に

テ
キ
ス
ト
の
媒
体
と
流
伝
形
式
の
発
展
は
、
常
に
文
学
と
学
術

を
盛
ん
に
し
て
き
た
。
簡
牘
か
ら
紙
へ
の
移
行
が
漢
末
及
び
西
晋

の
文
学
の
発
展
を
促
し
た
よ
う
に
、
北
宋
前
期
に
は
、
印
刷
出
版

業
が
発
達
の
時
期
に
入
り
、
書
籍
の
流
通
が
大
い
に
加
速
し
た
。

詩
文
の
創
作
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
書
籍
の
編
纂
も
日
増
し
に
積

極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
唐
末
五
代
の
戦
乱
を
経
た
後

の
宋
人
は
、
繁
栄
を
極
め
た
唐
王
朝
に
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
お
り
、

ま
た
唐
代
の
抄
本
は
宋
初
に
は
な
お
大
量
に
伝
わ
っ
て
い
た
た
め
、

そ
う
し
た
文
献
の
整
理
と
編
纂
は
当
時
の
出
版
業
の
主
な
仕
事
と

な
っ
た
。
北
宋
前
期
に
お
け
る
こ
う
し
た
個
人
の
書
籍
編
纂
と
、

印
刷
業
が
完
全
に
商
業
化
し
た
後
の
出
版
活
動
に
は
異
な
る
部
分

が
あ
る
。
書
籍
編
纂
者
は
学
問
を
積
ん
だ
文
人
や
学
者
で
あ
る
か
、

家
の
蔵
書
が
豊
富
で
比
較
的
十
分
な
資
料
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
伝

承
す
る
と
い
う
自
覚
を
持
っ
た
者
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
出
版
活

動
を
仕
官
す
る
一
つ
の
方
法
と
考
え
て
い
る
者
で
あ
り
、
そ
う
い

っ
た
人
た
ち
に
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
商
業
的
利
益
を
あ
げ
よ
う
と
い

う
考
え
は
な
い
。
編
纂
者
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
本
を
出
版
す
る

目
的
は
文
献
の
保
存
だ
け
で
な
く
、
文
化
に
対
す
る
自
身
の
理
念

を
伝
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
姚
鉉
の
『
唐
文
粋
』
は
、
ま
さ
し
く

こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。『
唐
文
粋
』

は
テ
キ
ス
ト
の
媒
体
の
変
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
唐
代
の
文
化
や
文
学
に
対
す
る
姚
鉉
の
理
解
と
選
択
を
表
す

も
の
で
も
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
編
纂
と
流
伝
の
過
程
の
両
面
か

ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。

一

『
唐
文
粋
』
成
立
の
背
景
と
テ
キ
ス
ト
の
信
憑
性

「
唐
文
粋
序
」
に
「
大
中
祥
符
紀
号
之
四
祀
、
皇
帝
祀
汾
陰
后

土
之
月
、
呉
興
姚
鉉
集
文
粋
成
。
」
（
大
中
祥
符
紀
号
の
四
祀
、
皇

帝

汾
の
陰
に
后
土
を
祀
る
の
月
、
呉
興
の
姚
鉉
文
粋
を
集
め
て

成
る
。
）
、「
鉉
不
揆
昧
懜
、
遍
閲
群
集
、
耽
玩
研
究
、
掇
善
擷
華
、

十
年
于
茲
、
方
就
厥
志
。
」（
鉉

昧
懜
を
揆
ら
ず
、
遍
く
群
集
を

は
か

閲
し
て
、
耽
玩
研
究
し
、
善
を
掇
ひ
華
を
擷
む
こ
と
、
茲
に
十
年
、

ひ
ろ

つ

こ
こ
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方
に
厥
の
志
を
就
す
。）
と
あ
る
よ
う
に
、
本
書
の
完
成
は
大
中
祥

そ

な

符
四
年
（
一
〇
一
一
）
で
あ
り
、
十
年
掛
け
て
作
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
時
期
は
お
よ
そ
咸
平
四
、
五
年
（
一

〇
〇
一
～
二
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
宋
史
』
の
伝
［
１
］

に
よ
る

と
、
姚
鉉
は
三
十
歳
か
ら
四
十
歳
ま
で
の
間
、
河
東
転
運
使
と
知

鄆
州
で
あ
っ
た
僅
か
の
期
間
以
外
は
常
に
都
に
お
り
、
直
史
館
や

中
書
舎
人
と
い
っ
た
朝
廷
の
官
職
に
就
い
て
い
た
。
当
時
は
ま
さ

に
宋
朝
が
唐
代
の
文
献
の
収
集
と
整
理
を
盛
ん
に
行
っ
て
い
た
時

期
で
あ
り
、
『
唐
文
粋
』
の
編
纂
は
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
な
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
宋
史
』
巻
二
〇
二
「
芸
文
志
」
に

周
顕
徳
中
、
始
有
経
籍
刻
板
、
学
者
無
筆
札
之
労
、
獲
睹
古

人
全
書
。
然
乱
離
以
来
、
編
帙
散
佚
、
幸
而
存
者
、
百
無
二

三
。
宋
初
、
有
書
万
余
巻
。
其
後
削
平
諸
国
、
収
其
図
籍
、

及
下
詔
遣
使
購
求
散
亡
、
三
館
之
書
、
稍
復
増
益
。【
太
平
興

国
二
年
（
九
七
七
）
】
太
宗
始
於
左
升
龍
門
北
建
崇
文
院
、
而

徙
三
館
之
書
以
実
之
。
又
分
三
館
書
万
余
巻
、
別
為
書
庫
、

目
曰
「
秘
閣
」。
閣
成
、
親
臨
幸
観
書
、
賜
従
臣
及
直
館
宴
。

又
命
近
習
侍
衛
之
臣
、
縦
観
群
書
。
真
宗
時
、
命
三
館
写
四

部
書
二
本
、
置
禁
中
之
龍
図
閣
及
後
苑
之
太
清
楼
。
而
玉
宸

殿
、
四
門
殿
亦
各
有
書
万
余
巻
。
又
以
秘
閣
地
隘
、
分
内
蔵

西
庫
以
広
之
。
其
右
文
之
意
、
亦
云
至
矣
。
已
而
王
宮
火
［
２
］
、

延
及
崇
文
、
秘
閣
、
書
多
煨
燼
。
其
僅
存
者
、
遷
于
右
掖
門

外
、
謂
之
崇
文
外
院
、
命
重
写
書
籍
、
選
官
詳
覆
校
勘
、
常

以
参
知
政
事
一
人
領
之
。
書
成
、
帰
于
太
清
楼
。

周
の
顕
徳
中
、
始
め
て
経
籍
の
刻
板
有
り
、
学
者

筆
札
の

労
無
く
、
獲
て
古
人
の
全
書
を
睹
る
。
然
れ
ど
も
乱
離
以
来
、

え

み

編
帙
散
佚
し
、
幸
に
し
て
存
す
る
者
は
、
百
に
二
三
も
無
し
。

宋
初
、
書
万
余
巻
有
り
。
其
の
後
諸
国
を
削
平
し
、
其
の
図

籍
を
収
め
、
詔
を
下
し
使
を
遣
は
し
て
散
亡
を
購
求
せ
し
む

る
に
及
び
、
三
館
の
書
、

稍

く
復
た
増
益
す
。【
太
平
興
国
二

や
う
や

年
（
九
七
七
）
】
太
宗
始
め
左
升
龍
門
の
北
に
於
い
て
崇
文
院

を
建
て
、
而
し
て
三
館
の
書
を
徙
し
て
以
て
之
を
実
た
す
。

う
つ

み

又
た
三
館
の
書
万
余
巻
を
分
け
、
別
け
て
書
庫
を
為
り
、
目

つ
く

し
て
「
秘
閣
」
と
曰
ふ
。
閣
成
り
、

親

ら
臨
幸
し
て
書
を

み
づ
か

観
、
従
臣
及
び
直
館
に
宴
を
賜
ふ
。
又
た
近
習
侍
衛
の
臣
に

命
じ
、
群
書
を
縦
観
せ
し
む
。
真
宗
の
時
、
三
館
に
命
じ
て

四
部
の
書
二
本
を
写
し
、
禁
中
の
龍
図
閣
及
び
後
苑
の
太
清

楼
に
置
か
し
む
。
而
し
て
玉
宸
殿
、
四
門
殿
も
亦
た
各
お
の

書
万
余
巻
有
り
。
又
た
秘
閣
の
地
の
隘
き
を
以
て
、
内
蔵
の

せ
ま

西
庫
を
分
け
て
以
て
之
を
広
む
。
其
の
右
文
の
意
、
亦
た
至

れ
り
と
云
ふ
。
已
に
し
て
王
宮
に
火
あ
り
、
崇
文
、
秘
閣
に

延
及
し
、
書
多
く
煨
燼
す
。
其
の
僅
か
に
存
す
る
者
は
、
右

掖
門
外
に
遷
し
、
之
を
崇
文
外
院
と
謂
ひ
、
命
じ
て
重
ね
て

書
籍
を
写
し
、
選
官
を
し
て
詳
覆
校
勘
し
、
常
に
参
知
政
事

一
人
を
以
て
之
を
領
せ
し
む
。
書
成
り
て
、
太
清
楼
に
帰
せ

し
む
。

と
あ
り
、『
宋
会
要
輯
稿
』
職
官
七
・
龍
図
閣
学
士
直
学
士
に
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真
宗
咸
平
四
年
十
一
月
、
真
宗
禦
龍
図
閣
、
召
近
臣
観
太
宗

禦
書
及
古
今
名
画
。
自
是
多
召
近
臣
観
書
是
閣
。
嘗
語
近
臣

曰
、「
先
帝
留
意
詞
翰
。
朕
孜
孜
綴
緝
、
片
幅
寸
紙
、
不
敢
失

墜
。
因
念
古
今
図
籍
多
所
散
逸
、
購
求
甚
難
。
在
東
宮
時
、

惟
以
聚
書
為
急
、
多
方
購
求
、
亦
甚
有
所
得
。
王
継
英
備
見

其
事
。
今
已
類
成
正
本
、
除
三
館
、
秘
閣
所
蔵
外
、
又
於
後

苑
及
龍
図
閣
並
留
正
本
各
及
三
万
余
巻
。
朕
以
深
資
政
理
、

莫
如
経
術
。
故
機
務
之
暇
、
惟
以
観
書
為
楽
焉
。
」

真
宗
咸
平
四
年
十
一
月
、
真
宗

龍
図
閣
に
禦
し
、
近
臣
を

召
し
て
太
宗
の
禦
書
及
び
古
今
の
名
画
を
観
し
む
。
是
れ
自よ

り
多
く
近
臣
を
召
し
て
書
を
是
の
閣
に
観
し
む
。
嘗
て
近
臣

に
語
り
て
曰
く
、「
先
帝

意
を
詞
翰
に
留
む
。
朕
孜
孜
と
し

て
綴
緝
し
、
片
幅
寸
紙
も
、
敢
へ
て
失
墜
せ
ず
。
因
り
て
古

今
の
図
籍
の
散
逸
す
る
所
多
き
を
念
ふ
も
、
購
求
す
る
こ
と

甚
だ
難
し
。
東
宮
に
在
り
し
時
、
惟
だ
書
を
聚
む
る
を
以
て

急
と
為
し
、
多
方
に
購
求
す
る
に
、
亦
た
甚
だ
得
る
所
有
り
。

王
継
英

備

に
其
の
事
を
見
る
。
今
已
に
正
本
を
類
成
し
、

つ
ぶ
さ

三
館
、
秘
閣
の
蔵
す
る
所
を
除
き
て
の
外
、
又
た
後
苑
及
び

龍
図
閣
に
於
い
て
並
び
に
正
本
の
各
お
の
三
万
余
巻
に
及
ぶ

を
留
む
。
朕
以
へ
ら
く
深
く
政
理
に
資
す
る
こ
と
、
経
術
に

お
も

如
く
は
莫
し
と
。
故
に
機
務
の
暇
に
、
惟
だ
書
を
観
る
を
以

て
楽
し
み
と
為
す
の
み
」
と
。

と
あ
り
、
ま
た
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
に

景
徳
二
年
（
乙
巳
、
一
〇
〇
五
）
五
月
戊
辰
朔
、
幸
国
子
監

閲
書
庫
、
問
祭
酒
邢
昺
書
板
幾
何
。
昺
曰
、「
国
初
不
及
四
千
、

今
十
余
万
、
経
史
正
義
皆
具
。
臣
少
時
業
儒
、
観
学
徒
能
具

経
疏
者
百
無
一
二
。
蓋
伝
写
不
給
。
今
板
本
大
備
、
士
庶
家

皆
有
之
。
斯
乃
儒
者
逢
時
之
幸
也
。
」
上
喜
曰
、
「
国
家
雖
尚

儒
術
、
然
非
四
方
無
事
、
何
以
及
此
。
」

景
徳
二
年
五
月
戊
辰
朔
、
国
子
監
に
幸
し
て
書
庫
を
閲
し
、

祭
酒
邢
昺
に
書
板
幾
何
な
る
か
を
問
ふ
。
昺
曰
く
、「
国
初

四
千
に
及
ば
ざ
る
も
、
今
十
余
万
に
し
て
、
経
史
の
正
義
皆

具
は
る
。
臣
少
き
と
き
儒
を
業
と
し
、
学
徒
を
観
る
に
能
く

わ
か

経
疏
を
具
ふ
る
者
百
に
一
二
無
し
。
蓋
し
伝
写
給
せ
ざ
る
な

ら
ん
。
今
板
本
大
い
に
備
は
り
、
士
庶
の
家
皆
之
有
り
。
斯

れ
乃
ち
儒
者
時
の
幸
に
逢
ふ
な
り
」
と
。
上
喜
び
て
曰
く
、

「
国
家
儒
術
を
尚
ぶ
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
四
方
事
無
き
に
非

ず
ん
ば
、
何
を
以
て
か
此
に
及
ば
ん
」
と
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
印
刷
技
術
が
発
達
し
た
こ
と
に
よ

り
、
書
物
が
盛
ん
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
同
時
に
、
こ
の
時
代
に
は
書
籍
が
比
較
的
広
く
伝
わ
り
、
そ

れ
ら
が
残
る
可
能
性
が
大
い
に
高
ま
っ
た
。
真
宗
の
時
代
に
、
朝

廷
の
書
籍
は
思
わ
ぬ
災
難
に
遭
い
、
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
す
ぐ
に
ま
た
か
な
り
の
も
の
が
復
元
さ
れ
た
。
太
宗
、

真
宗
両
朝
は
、
宋
代
に
お
い
て
最
も
多
く
書
物
を
集
め
た
時
代
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
姚
鉉
は
必
ず
し
も
書
物
の
収
集
に
携
わ
っ
た
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訳
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
事
業
の
恩
恵
を
受
け
た
人
物
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。『
唐
文
粋
』
に
は
二
〇
八
五
編
、
三
五
〇
人

の
作
者
の
詩
文
を
収
め
て
い
る
が
、
一
人
の
力
で
三
百
年
近
い
一

王
朝
の
文
献
を
収
集
閲
覧
し
、
作
品
の
選
択
を
行
う
こ
と
は
、
十

分
な
資
料
無
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
と
当
時
の
豊
富
な
資
料

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
か
ら
分
か
る
。

『
宋
史
』
姚
鉉
伝
に
「
鉉
文
詞
敏
麗
、
善
筆
札
、
蔵
書
至
多
、

頗
有
異
本
。
」
（
鉉
文
詞
敏
麗
に
し
て
、
筆
札
を
善
く
し
、
蔵
書
至

り
て
多
く
、
頗
る
異
本
有
り
。
）
と
あ
る
。
彼
は
若
い
頃
廬
州
で
勉

学
に
励
ん
だ
が
、
そ
の
豊
富
な
蔵
書
の
多
く
は
都
で
官
職
に
就
い

て
い
た
時
に
集
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、

王
禹
偁
の
詩
か
ら
、
彼
と
宮
中
の
蔵
書
の
関
係
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
王
禹
偁
『
小
畜
集
』
巻
三
二
「
送
姚
著
作
之
任
宣
城
」
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

吾
君
御
極
初
選
芸

吾
が
君
御
極
し
て
初
め
て
芸
を
選
び

東
枢
二
卿
新
擢
第

東
枢
の
二
卿
新
た
に
第
に

擢

で
ら
る

ぬ
き
ん

解
褐
曾
縻
佐
郡
官

褐
を
解
き
曾
て
縻
し
て
郡
官
を
佐
け

た
す

首
得
宣
城
為
歴
試

首
め
て
宣
城
を
得
て
歴
試
を
為
す

は
じ

紫
微
田
郎
次
登
科

紫
微
の
田
郎
次
い
で
科
に
登
り

東
枢
受
代
伝
庁
事

東
枢
に
受
代
し
て
庁
事
を
伝
ふ

第
三
榜
中
第
二
人

第
三
榜
中
の
第
二
人

今
在
烏
台
為
察
視

今

烏
台
に
在
り
て
察
視
を
為
す

邇
来
通
倅
少
名
流

邇
来
倅
に
通
じ
て
少
く
し
て
名
は
流
る
る

わ
か

も

雲
泉
竹
樹
応
包
羞

雲
泉
竹
樹
に
応
に
羞
ぢ
を
包
む
べ
し

今
春
忽
命
姚
著
作

今
春
忽
ち
命
ず
姚
著
作

学
術
縦
横
才
磊
落

学
術
は
縦
横
に
し
て
才
は
磊
落
た
り

当
年
雄
揖
第
三
名

当
年

雄
揖
し
て
第
三
名
な
る
も

官
路
迍
邅
久
漂
泊

官
路
に
迍
邅
し
て
久
し
く
漂
泊
す

去
歳
献
文
重
召
試

去
歳
文
を
献
じ
て
重
ね
て
召
試
せ
ら
れ

新
恩
始
上
芸
香
閣

新
恩
あ
り
て
始
め
て
上
る
芸
香
閣

未
教
修
史
未
縯
綸

未
だ
史
を
修
め
て
未
だ
縯
綸
せ
し
め
ず

宣
城
奉
使
聊
親
民

宣
城
に
奉
使
し
て
聊
か
民
に
親
し
ま
ん

姚
著
作
は
姚
鉉
を
指
す
。
こ
こ
か
ら
、
姚
鉉
が
秘
書
監
著
作
郎
の

職
に
就
い
て
い
た
と
い
う
、『
宋
史
』
の
伝
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
宋
の
初
め
に
は
、
地
位
と
俸

禄
の
等
級
を
表
す
前
朝
の
官
職
名
が
残
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
実
際

の
職
権
を
与
え
ら
れ
て
地
方
に
派
遣
さ
れ
る
官
職
も
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
北
宋
前
期
の
役
人
は
、
し
ば
し
ば
朝
廷
の
役
職
名
を
持
っ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
著
作
郎
と
い
う
の
は
姚
鉉
に
与
え
ら
れ

た
官
位
の
名
称
で
あ
り
、
宣
州
通
判
が
彼
の
実
際
の
役
職
で
あ
っ

た
。
右
の
詩
に
は
、
姚
鉉
が
科
挙
で
第
三
位
と
な
り
、
様
々
な
官

職
を
歴
任
し
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
潭
州
湘

郷
県
の
知
事
と
簡
州
通
判
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
な
ど
を
指
す
と
思

わ
れ
る
。
姚
鉉
は
太
宗
に
文
を
献
上
し
た
こ
と
で
重
ん
じ
ら
れ
、

は
じ
め
秘
書
省
著
作
郎
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
実
際
の
仕
事
に
は
関

わ
ら
ず
、
ま
た
宣
州
通
判
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

姚
鉉
が
著
作
郎
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
全
く
意
味
の
無
い
こ
と
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だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
彼
の
学
術
的
関
心
と
一
致
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
淳
化
元
年
（
九
九
〇
）
姚
鉉
が
二
十
六
歳
の

時
、
彼
は
秘
書
省
の
蔵
書
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
［
３
］
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
禹
偁
は
自
分
よ
り
十
歳
も

年
下
の
彼
を
称
え
て
「
学
術
は
縦
横
に
し
て
才
は
磊
落
た
り
」
と

う
た
っ
た
。
ま
た
、
楊
億
『
武
夷
新
集
』
巻
二
〇
「
答
京
東
転
運

史
館
姚
起
居
啓
」
に
「
起
居
学
士
気
衝
斗
極
、
名
震
京
師
、
学
通

亡
篋
之
書
、
理
勝
論
都
之
賦
、
一
自
決
科
漢
殿
、
通
籍
周
行
、
出

頒
詔
条
、
允
洽
二
天
之
詠
、
入
奉
計
最
、
亟
延
三
接
之
恩
、
爰
飛

歩
于
亨
衢
、
久
育
材
于
近
署
、
次
宸
章
於
柏
殿
、
典
秘
記
于
蘭
台
、

諍
臣
七
人
、
夙
推
謇
諤
。
」
（
起
居
の
学
士
気
は
斗
極
を
衝
き
、
名

は
京
師
を
震
は
せ
、
学
は
亡
篋
の
書
に
通
じ
、
理
は
論
都
の
賦
に

勝
り
、
一
た
び
科
を
漢
殿
に
決
し
て
自
り
、
通
籍
周
行
し
、
詔
条

よ

を
頒
出
す
れ
ば
、
二
天
の
詠
に
允
洽
し
、
入
り
て
計
最
を
奉
れ
ば
、

亟
し
ば
三
接
の
恩
を
延
き
、
爰
に
歩
を
亨
衢
に
飛
ば
し
、
久
し
く

ひ

こ
こ

材
を
近
署
に
育
て
、
宸
章
を
柏
殿
に
次
い
で
、
秘
記
を
蘭
台
に
典

り
、
諍
臣
七
人
、
夙
し
て
謇
諤
を
推
す
。）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
十

分
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
「
亡
篋
の
書
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

す
な
わ
ち
豊
富
な
文
献
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
当
時
す
で

に
そ
の
こ
と
が
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
宋
史
』
の
伝
に
よ
る
と
、
そ
の
四
年
後
の
淳
化
五
年
（
九
九

四
）
、
姚
鉉
は
直
史
館
と
な
っ
て
い
る
［
４
］
。
北
宋
の
初
め
、
史
館

に
は
判
史
館
、
史
館
修
撰
、
直
史
館
の
三
つ
の
官
が
あ
っ
た
。
史

館
は
主
に
歴
史
書
の
編
纂
と
蔵
書
の
管
理
を
つ
か
さ
ど
り
、
王
傅

監
修
の
『
周
世
宗
実
録
』
、
『
唐
会
要
』
、
『
五
代
会
要
』
、
薛
居
正

監
修
の
『
旧
五
代
史
』
等
は
、
み
な
こ
の
史
館
で
編
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
史
官
蔵
書
は
昭
文
館
、
集
賢
院
と
と
も
に
三
館
と
称
さ

れ
、
当
時
の
朝
廷
の
蔵
書
の
中
心
で
あ
り
、
後
に
一
つ
に
ま
と
め

て
崇
文
院
と
な
っ
た
。
姚
鉉
は
著
作
郎
か
ら
そ
の
直
史
館
に
遷
っ

た
の
で
あ
る
。『
宋
会
要
輯
稿
』
選
挙
七
・
挙
士
一
三
・
親
試
に
「
真

宗
咸
平
三
年
三
月
十
七
日
、
帝
禦
崇
政
殿
試
礼
部
奏
名
進
士
。
…

…
又
命
直
昭
文
館
安
徳
祐
、
句
中
正
、
直
史
館
姚
鉉
［
５
］
、
孫
何
、

曾
致
堯
、
秘
閣
校
理
舒
雅
、
諸
王
府
翊
善
張
蔚
、
楊
澈
、
郭
成
範
、

三
司
判
官
施
護
為
考
官
、
列
于
殿
之
西
閣
。
」
（
真
宗
咸
平
三
年
三

月
十
七
日
、
帝

崇
政
殿
に
禦
し
礼
部
を
試
し
て
進
士
を
奏
名
せ

ら
る
。
…
…
又
た
直
昭
文
館
安
徳
祐
、
句
中
正
、
直
史
館
姚
鉉
、

孫
何
、
曾
致
堯
、
秘
閣
校
理
舒
雅
、
諸
王
府
翊
善
張
蔚
、
楊
澈
、

郭
成
範
、
三
司
判
官
施
護
に
命
じ
て
考
官
と
為
し
、
殿
の
西
閣
に

列
せ
し
む
。
）
と
あ
る
。
姚
鉉
は
咸
平
三
年
（
一
〇
〇
〇
）
に
は
ま

だ
直
史
館
の
官
名
を
帯
び
て
い
た
。
上
の
こ
と
と
合
わ
せ
て
見
る

と
、
姚
鉉
は
『
唐
文
粋
』
を
編
纂
す
る
前
に
、
十
年
近
く
三
館
や

秘
閣
と
い
っ
た
朝
廷
の
蔵
書
に
触
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。「
蔵
書
至
り
て
多
く
、
頗
る
異
本
有
り
」
と
い
う
の
は
、
こ

う
し
た
経
験
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
言
え

ば
、『
唐
文
粋
』
は
同
じ
頃
作
ら
れ
た
『
文
苑
英
華
』
同
様
、
太
宗
、

真
宗
の
時
代
に
唐
人
の
文
献
を
集
め
て
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
朝
廷
が
収
集
し
た
唐
人
の
抄
本
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

崇
文
院
の
火
事
は
大
中
祥
符
八
年
に
起
こ
っ
た
が
、『
文
苑
英
華
』

の
改
訂
は
景
徳
八
年
（
一
〇
〇
七
）
に
行
わ
れ
、
『
唐
文
粋
』
の
初

稿
は
大
中
祥
符
四
年
に
完
成
し
て
い
る
た
め
、
い
ず
れ
も
火
事
の
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前
で
あ
り
、
姚
鉉
と
『
文
苑
英
華
』
の
編
者
が
使
用
し
た
文
献
は
、

そ
れ
以
前
の
元
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
姚
鉉
は
『
文
苑

英
華
』
の
編
纂
に
関
わ
っ
て
お
ら
ず
［
６
］
、
ま
た
『
唐
文
粋
』
も
周

必
大
が
『
文
苑
英
華
』
の
十
分
の
一
を
取
っ
て
で
き
た
と
言
う
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
両
書
が
編
ま
れ
た
時
期
は
非
常
に
近
い
。

こ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
宋
初
に
大
量
の
唐
抄

本
の
収
集
が
行
わ
れ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
姚
鉉
は
当
時
の

『
文
苑
英
華
』
の
編
纂
者
同
様
、
そ
う
し
た
文
献
を
使
用
し
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
時
朝
廷

の
蔵
書
は
あ
る
程
度
公
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
宋

会
要
輯
稿
』
崇
儒
四
・
勘
書
に
引
く
右
正
言
呉
及
の
言
に
「
祖
宗

更
五
代
之
弊
、
設
文
館
以
待
四
方
之
士
、
而
卿
相
率
繇
此
進
。
故

号
令
風
采
、
不
減
唐
漢
。
近
年
用
内
臣
監
館
閣
書
庫
、
借
出
書
籍
、

亡
失
已
多
。
又
簡
編
脱
落
、
書
史
補
写
不
精
、
非
国
家
崇
嚮
儒
生

之
意
。
請
選
館
職
三
両
人
、
分
館
閣
人
吏
編
写
書
籍
。
其
私
借
出

与
借
之
者
、
並
以
法
坐
之
。
仍
請
重
訪
所
遺
之
書
。
」
（
祖
宗

五

代
の
弊
を
更
へ
、
文
館
を
設
け
て
以
て
四
方
の
士
を
待
ち
、
而
し

て
卿
相

率

ね
此
に

繇

ひ
て
進
む
。
故
に
号
令
風
采
、
唐
漢
に
減

お
ほ
む

し
た
が

ぜ
ず
。
近
年
内
臣
を
用
ひ
て
館
閣
の
書
庫
を
監
せ
し
む
る
に
、
書

籍
を
借
出
し
、
亡
失
す
る
こ
と

已

だ
多
し
。
又
た
簡
編
脱
落
す

は
な
は

る
も
、
書
史
の
補
写
す
る
こ
と
精
な
ら
ず
、
国
家
の
儒
生
を
崇
嚮

す
る
の
意
に
非
ず
。
請
ふ
館
職
三
両
人
を
選
び
、
館
閣
の
人
吏
を

分
け
て
書
籍
を
編
写
せ
し
め
ん
こ
と
を
。
其
の
私
か
に
借
出
す
る

と
之
を
借
る
者
と
、
並
び
に
法
を
以
て
之
を
坐
せ
し
め
ん
。
仍
り
よ

て
請
ふ
重
ね
て
遺
す
る
所
の
書
を
訪
ね
ん
こ
と
を
。）
と
あ
る
。
こ

れ
は
嘉
祐
年
間
の
記
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
館
閣
の
書

を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
当
時
姚

鉉
が
『
文
苑
英
華
』
の
編
纂
者
同
様
、
宮
廷
の
蔵
書
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

姚
鉉
は
「
唐
文
粋
序
」
に
お
い
て
「
今
歴
代
墳
籍
略
無
忘
逸
、
内

則
有
龍
図
閣
、
中
則
有
秘
書
監
、
崇
文
院
之
列
、
三
館
国
子
監
之

印
群
書
、
雖
唐
漢
之
盛
無
以
加
此
。
故
天
下
之
人
始
知
文
有
江
而

学
有
海
、
識
於
人
而
際
於
天
、
撰
述
纂
録
悉
有
依
拠
。
」
（
今
歴
代

の
墳
籍
略
忘
逸
す
る
無
く
、
内
に
は
則
ち
龍
図
閣
有
り
、
中
に
は

ほ
ぼ

則
ち
秘
書
監
、
崇
文
院
の
列
有
り
、
三
館
国
子
監
の
群
書
を
印
す

る
は
、
唐
漢
の
盛
と
雖
も
以
て
此
れ
に
加
ふ
る
無
し
。
故
に
天
下

の
人
始
め
て
文
に
江
有
り
て
学
に
海
有
り
、
人
を
識
り
て
天
に
際

し
、
撰
述
纂
録
悉
く
依
拠
す
る
有
る
を
知
る
。）
と
、
書
物
を
蔵
す

る
朝
廷
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
署
を
列
挙
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が

そ
れ
ら
の
部
署
に
収
め
ら
れ
る
書
籍
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
こ

と
や
、
彼
が
そ
う
し
た
図
書
を
利
用
す
る
条
件
を
備
え
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
当
時
の
書
籍
量
の
増
加
や
、
真

宗
の
朝
廷
の
図
書
を
開
放
す
る
と
い
う
政
策
と
関
わ
っ
て
い
る
。

姚
鉉
は
、
宋
王
朝
が
唐
人
の
文
献
を
最
も
多
く
集
め
た
頃
の
人
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
文
献
を
目
に
す
る
条
件
を
備
え
、『
唐
文

粋
』
を
編
む
何
年
も
前
か
ら
多
く
の
三
館
や
秘
閣
の
蔵
書
を
書
き

写
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
彼
の
『
唐
文
粋
』
編
纂
に
最

も
役
立
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
そ
れ
は
『
唐
文
粋
』
、
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『
文
苑
英
華
』
の
両
書
が
い
ず
れ
も
朝
廷
所
蔵
の
唐
抄
本
を
底
本

と
し
て
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
同
じ
作
品
で
多
く
の
文
字
の
異
同

が
見
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に

は
、
北
宋
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
が
抄
本
か
ら
版
本
へ
と
移
行
し
た

と
い
う
背
景
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
［
７
］

。
『
文
苑
英
華
』
は

ず
っ
と
抄
本
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
崇
文
院
が
再
建
さ
れ
た

後
に
作
ら
れ
た
蔵
書
目
録
で
あ
る
『
崇
文
総
目
』
の
中
に
依
然
と

し
て
「
『
文
苑
英
華
』
一
千
巻
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

す
で
に
い
く
つ
も
の
本
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
続

資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三
六
五
に
「
（
哲
宗
）
元
祐
元
年
（
丙
寅
、
一

〇
八
六
）
、
館
伴
高
麗
使
言
、
高
麗
人
乞
『
開
宝
正
礼
』
、
『
文
苑

英
華
』
、
『
太
平
御
覧
』
。
詔
許
賜
『
文
苑
英
華
』
。
」
（
元
祐
元
年
、

館
伴
高
麗
使
言
ふ
、
高
麗
人
『
開
宝
正
礼
』
、
『
文
苑
英
華
』
、
『
太

平
御
覧
』
を
乞
ふ
と
。
詔
し
て
『
文
苑
英
華
』
を
賜
ふ
を
許
す
。）

と
あ
る
。
高
麗
の
使
者
が
、『
文
苑
英
華
』
に
自
分
た
ち
に
贈
る
こ

と
の
で
き
る
副
本
が
あ
る
と
知
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
本
書
に

は
い
く
つ
か
の
抄
本
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
流
伝
の
状
況
は
、
必
ず
し
も
周
必
大
が
言
う
よ
う
な
「
士
大

夫
家
絶
無
而
僅
有
」（
士
大
夫
の
家
に
絶
無
に
し
て
僅
か
に
有
り
）

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
宋
朝
の
南
渡
は
混
乱
の
中

で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
計
画
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、

元
々
東
京
の
宮
中
に
あ
っ
た
物
は
多
く
が
失
わ
れ
た
。
そ
の
た
め

南
宋
の
『
文
苑
英
華
』
は
東
京
に
あ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、

改
め
て
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

周
必
大
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

臣
事
孝
宗
皇
帝
、
間
聞
聖
諭
、
欲
刻
江
鈿
『
文
海
』。
臣
奏
其

去
取
差
謬
、
不
足
観
。
帝
乃
詔
館
職
裒
集
『
宋
朝
文
鑑
』
、

臣
因
及
『
英
華
』。
雖
秘
閣
有
本
、
然
舛
誤
不
可
読
。
俄
聞
伝

旨
取
入
、
遂
経
乙
覧
。
時
禦
前
置
校
正
書
籍
一
二
十
員
。
皆

書
生
稍
習
文
墨
者
、
月
給
餐
銭
、
満
数
歳
、
補
進
武
校
尉
。

既
得
此
為
課
程
、
徃
徃
妄
加
塗
注
、
繕
写
装
飾
、
付
之
秘
閣
、

後
世
将
遂
為
定
本
。

臣

孝
宗
皇
帝
に
事
へ
、
間
聖
諭
の
、
江
鈿
『
文
海
』
を
刻

ま
ま

せ
ん
と
欲
す
る
を
聞
く
。
臣
其
の
差
謬
を
去
取
す
る
こ
と
、

観
る
に
足
ら
ざ
る
を
奏
す
。
帝
乃
ち
館
職
に
詔
し
て
『
宋
朝

文
鑑
』
を
裒
集
せ
し
め
、
臣
因
り
て
『
英
華
』
に
及
ぶ
。
秘

閣
に
本
有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
舛
誤
あ
り
て
読
む
べ
か
ら

ず
。
俄
か
に
伝
旨
を
聞
き
て
取
り
入
れ
、
遂
に
乙
覧
を
経
。

時
に
禦
前
に
校
正
書
籍
一
二
十
員
を
置
く
。
皆
書
生
の
稍
文

や
や

墨
を
習
ふ
者
に
し
て
、
月
給
餐
銭
、
数
歳
に
満
ち
、
武
校
尉

に
補
進
せ
ら
る
。
既
に
此
れ
を
得
て
課
程
と
為
し
、
往
往
妄

り
に
塗
注
を
加
へ
、
繕
写
装
飾
し
、
之
を
秘
閣
に
付
し
て
、

後
世
将
に
遂
に
定
本
と
為
さ
ん
と
す
。

こ
こ
で
は
南
宋
の
秘
閣
に
お
い
て
『
文
苑
英
華
』
を
書
き
写
し

た
過
程
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
周
必
大
は
、
書
き
写
す
者

が
い
い
加
減
に
字
の
削
除
や
挿
入
を
行
っ
た
と
述
べ
る
と
同
時
に
、

明
ら
か
な
欠
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
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臣
過
計
、
有
三
不
可
。
国
初
、
文
集
雖
写
本
、
然
讎
校
頗
精
。

後
来
浅
学
改
易
、
浸
失
本
指
。
今
乃
尽
以
印
本
易
旧
書
、
是

非
相
乱
、
一
也
。
凡
廟
諱
未
祧
、
止
当
闕
筆
、
而
校
正
者
、

於
賦
中
以
商
易
殷
、
以
洪
易
弘
、
或
値
押
韻
、
全
韻
随
之
。

至
於
唐
諱
及
本
朝
諱
、
存
改
不
定
、
二
也
。
元
闕
一
句
或
数

句
、
或
頗
用
古
詔
、
乃
以
不
知
為
知
、
擅
自
増
損
。
使
前
代

遺
文
幸
存
者
、
転
増
疵
纇
、
三
也
。

臣
過
計
す
る
に
、
三
不
可
有
り
。
国
初
、
文
集

写
本
な
り

と
雖
も
、
然
れ
ど
も
讎
校
頗
る
精
な
り
。
後
来
浅
学
改
易
し
、

本
指
を
浸
失
す
。
今
乃
ち
尽
く
印
本
を
以
て
旧
書
を
易
へ
、

是
非
相
ひ
乱
る
る
は
、
一
な
り
。
凡
そ
廟
諱
未
だ
祧
せ
ざ
れ

ば
、
止
だ
当
に
闕
筆
す
べ
き
の
み
な
る
も
、
校
正
す
る
者
、

賦
中
に
於
い
て
商
を
以
て
殷
に
易
へ
、
洪
を
以
て
弘
に
易
へ
、

或
い
は
押
韻
に
値
て
、
全
韻
之
に
随
ふ
。
唐
諱
及
び
本
朝
の

あ

諱
に
至
り
て
は
、
存
改
定
ま
ら
ざ
る
は
、
二
な
り
。
元

一

句
或
い
は
数
句
を
闕
き
、
或
い
は
頗
る
古
詔
を
用
ふ
る
に
、

乃
ち
知
ら
ざ
る
を
以
て
知
る
と
為
し
、
擅
に
自
ら
増
損
す
。

前
代
の
遺
文
の
幸
ひ
に
存
す
る
者
を
し
て
、
転
つ
て
疵
纇
を

か
へ

増
す
は
、
三
な
り
。

こ
れ
ら
三
つ
の
欠
点
の
根
本
的
な
原
因
は
、
一
点
目
に
つ
い
て
書

か
れ
た
部
分
に
見
え
る
「
印
本
を
以
て
旧
書
を
易
へ
」
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
高
宗
、
孝
宗
の
時
に
朝
廷
内
で
い
く
つ
も
作
ら
れ
た

『
文
苑
英
華
』
は
、
南
宋
の
人
が
そ
の
目
録
に
従
い
、
さ
ら
に
当

時
出
回
っ
て
い
た
唐
人
の
文
集
の
版
本
か
ら
書
き
写
し
て
で
き
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
周
必
大
が
見
た
『
文
苑
英
華
』
は
す

で
に
印
刷
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
反
映
し
て
お
り
、
元
々
の
抄
本
の

姿
を
と
ど
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
方
、『
唐
文
粋
』
の
テ
キ
ス
ト

は
北
宋
に
す
で
に
版
本
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
大
き
な
変
化
は
見

ら
れ
ず
、
よ
り
多
く
唐
代
の
抄
本
の
形
を
残
し
て
い
た
。

彭
叔
夏
は
『
文
苑
英
華
弁
証
』
に
お
い
て
両
書
を
校
勘
し
、
多

く
『
文
苑
英
華
』
に
従
っ
て
い
る
が
、『
唐
文
粋
』
の
異
文
も
ま
た

無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
、「
一
作
某
」
の
形
で
し
ば
し

ば
注
を
附
し
て
い
る
。
例
え
ば
、『
文
苑
英
華
弁
証
』
巻
四
に
「
崔

融
『
則
天
哀
冊
文
』
神
龍
元
年
歳
次
乙
巳
十
二
月
已
巳
朔
二
十
六

日
甲
午
、
『
文
粋
』
作
十
一
月
二
日
、
『
会
要
』
作
十
二
月
二
十
六

日
、『
大
詔
令
』
作
十
一
月
已
巳
朔
二
十
六
日
甲
午
、
両
『
唐
書
』
、

『
通
鑑
』
並
作
十
一
月
壬
寅
。
按
『
通
鑑
目
録
』
是
年
十
一
月
丁

丑
朔
壬
寅
即
二
十
六
日
、
則
諸
本
誤
矣
。
」（
崔
融
「
則
天
哀
冊
文
」

の
神
龍
元
年
歳
次
乙
巳
十
二
月
已
巳
朔
二
十
六
日
甲
午
、『
文
粋
』

十
一
月
二
日
に
作
り
、
『
会
要
』
十
二
月
二
十
六
日
に
作
り
、
『
大

詔
令
』
十
一
月
已
巳
朔
二
十
六
日
甲
午
に
作
り
、
両
『
唐
書
』
、『
通

鑑
』
並
び
に
十
一
月
壬
寅
に
作
る
。
『
通
鑑
目
録
』
を
按
ず
る
に
是

の
年
の
十
一
月
丁
丑
朔
壬
寅
即
ち
二
十
六
日
と
す
れ
ば
、
則
ち
諸

本
誤
れ
り
。
）
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、『
文
苑
英
華
』

が
こ
の
文
を
載
録
す
る
際
、
十
二
月
を
誤
っ
て
十
一
月
に
作
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
唐
文
粋
』
が
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
、

お
そ
ら
く
文
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
十
干
十
二
支
を
省
略

し
た
ほ
か
、
さ
ら
に
十
六
字
を
落
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
現
象

は
、
個
人
の
文
集
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
『
崇
文
総
目
』
に
「
『
崔
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融
表
集
』
四
巻
」
と
あ
る
の
が
、
お
そ
ら
く
姚
鉉
が
底
本
と
し
た

テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、「
則
天
哀
冊
文
」
に
は
ま
た
「
大

行
則
天
大
聖
皇
后
崩
于
洛
陽
宮
之
観
象
『
文
粋
』
作
仙
居
殿
、
旋
殯

于
集
仙
殿
之
西
階
。
」
、「
奇
相
月
偃
、
恵
心
淵
唐
諱
、
一
本
作
泉
塞
。
」

と
い
っ
た
校
勘
が
附
さ
れ
て
い
る
。
観
象
殿
は
、
隋
の
宮
殿
の
名

で
あ
り
、
両
『
唐
書
』
及
び
『
唐
会
要
』
、
『
資
治
通
鑑
』
、
『
太
平

御
覧
』
等
に
は
こ
の
こ
と
ば
は
見
ら
れ
な
い
。
後
に
こ
の
文
章
を

書
き
写
し
た
者
が
、
仙
居
殿
と
下
の
集
仙
殿
と
が
重
複
し
て
い
る

と
考
え
、
こ
れ
を
誤
写
で
あ
る
と
し
て
手
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

両
書
を
比
較
す
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
『
文
苑
英
華
』

を
書
き
写
し
た
者
だ
け
の
間
違
い
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な

っ
た
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
唐

人
の
避
諱
字
を
元
の
字
に
直
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
『
文

苑
英
華
』
が
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
『
唐
文
粋
』
が
拠
っ
た
も
の
よ

り
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
白
居
易
の
作
品
に
附
さ
れ
た
校
勘
を
例
に
挙
げ
る
。

故
聖
人
取
諸
「
震
」
以
発
身
、
受
以
一
作
諸
「
復
」
而
知
命
、

所
以
荘
生
一
作
子
曰
智
養
恬
。
…
…
今
之
人
知
動
之
可
以
成

功
、
不
知
非
其
時
動
必
一
作
亦
為
凶
。

（
巻
六
〇
「
動
静
交
相
養
賦
」
）

明
年
春
予
為
校
書
郎
、
始
徙
家
於
一
無
此
字
秦
中
、
卜
居
於

渭
上
。
…
…
既
美
二
公
佐
清
浄
一
作
朝
之
理
、
又
荷
二
公
垂

特
逹
之
遇
一
作
恩
、
…
…

愛
此
一
作
被
百
里
之
清
流
、
…
…
煕
煕
兮
楽
天
、
和
而
不
憂
、

曰
予
生
之
幸
一
作
年
兮
。
…
…
凡
読
儒
書
与
履
儒
行
者
率
充

賦
而
西
一
作
四
来
、
…
…
登
予
名
於
太
常
兮
一
無
此
字
、
…
…

芸
芳
菲
一
作
芳
菲
菲
兮
其
可
襲
、
…
…
毎
三
旬
而
両
一
作
一
入
。

川
有
渭
兮
山
有
華
、
澹
悠
悠
兮
一
無
此
字
其
可
賞
目
、
白
雲

兮
漱
清
流
、
且
一
作
共
或
偃
而
或
仰
、
…
…
波
灩
澹
一
作
澹
灩

兮
棹
夤
、
…
…
発
浩
嘆
一
作
歌
以
長
引
、
挙
濁
醪
而
緩
酌
。

…
…
楽
乎
楽
乎
浴
一
作
汎
于
渭
兮
詠
而
帰
。

（
巻
一
二
八
「
泛
渭
賦
幷
序
」
）

二
十
有
四
功
一
作
王
業
成
、
二
十
有
九
即
帝
位
、
三
十
有
五

致
太
平
功
、
…
…
魏
徴
夢
見
子
夜
一
作
天
子
泣
、
…
…
思
摩

奮
呼
一
作
身
乞
効
死
。

（
巻
三
三
三
「
七
徳
舞
」
）

以
上
の
校
勘
に
見
ら
れ
る
文
字
は
、『
唐
文
粋
』
と
同
じ
で
あ
り
、

ま
た
現
行
本
『
白
氏
文
集
』
と
重
な
る
部
分
も
多
い
。
た
だ
し
、

「
奮
身
」
の
二
字
だ
け
は
各
本
に
見
ら
れ
な
い
。
姚
鉉
が
見
た
テ

キ
ス
ト
に
は
現
行
本
と
異
な
る
部
分
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
彭
叔
夏
は
当
時
通
行
し
て
い
た
『
白
氏
文
集
』
を
使
っ
て
校

正
を
行
っ
た
た
め
、
彼
が
見
た
『
白
氏
文
集
』
も
現
行
本
と
異
な

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

比
較
し
て
み
る
と
、『
唐
文
粋
』
に
載
録
さ
れ
る
白
居
易
の
作
品

は
、
現
在
伝
わ
る
彼
の
文
集
の
も
の
と
だ
い
た
い
同
じ
で
あ
る
。

今
の
『
白
氏
文
集
』
は
も
と
は
五
代
後
唐
の
明
宗
の
子
李
従
栄
が

書
き
写
し
た
七
十
一
巻
本
か
ら
出
て
い
る
が
、
北
宋
の
初
め
に
は

ま
だ
七
十
五
巻
本
が
伝
わ
っ
て
い
た
。
彭
叔
夏
の
校
勘
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。
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集
『
文
苑
』
時
、
古
書
尚
多
、
又
校
讎
皆
名
士
、
近
刊
文
集

頗
経
浅
学
改
竄
。
或
当
或
否
。
安
可
例
以
為
正
。
柳
宗
元
、

白
居
易
、
李
徳
裕
等
文
偶
爾
流
伝
、
如
此
賦
内
「
文
囿
」
者
、

文
王
之
囿
也
、
集
本
作
「
天
囿
」、
大
率
類
此
［
８
］
。

『
文
苑
』
を
集
す
る
時
、
古
書
尚
ほ
多
く
、
又
た
校
讎
皆
名

士
な
る
も
、
近
刊
の
文
集
頗
る
浅
学
の
改
竄
を
経
。
或
い
は

当
た
り
或
い
は
否
な
り
。
安
く
ん
ぞ
例
し
て
以
て
正
し
と
為

す
べ
け
ん
や
。
柳
宗
元
、
白
居
易
、
李
徳
裕
等
の
文

偶
爾

に
流
伝
し
、
此
の
賦
内
の
「
文
囿
」
の
如
き
は
、
文
王
の
囿

な
る
も
、
集
本
「
天
囿
」
に
作
る
は
、
大
率
此
に
類
す
。

彭
叔
夏
は
、
当
時
出
版
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
校
勘
に
用
い
な
か
っ

た
。
彼
は
そ
う
し
た
近
時
の
版
本
よ
り
も
、
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て

い
る
古
抄
本
を
信
頼
し
て
お
り
、『
文
苑
英
華
』
は
当
時
の
古
い
抄

本
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、『
文
苑
英
華
』

と
『
唐
文
粋
』
を
校
勘
し
た
際
に
は
、
し
ば
し
ば
両
書
の
文
字
い

ず
れ
も
残
す
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
、『
唐
文

粋
』
の
底
本
は
『
文
苑
英
華
』
の
も
と
の
形
を
留
め
て
い
る
と
考

え
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

『
文
苑
英
華
』
は
多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
た

め
［
９
］
、
姚
鉉
が
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

三
館
及
び
秘
閣
の
蔵
書
は
大
変
豊
富
で
あ
る
た
め
、
同
じ
文
献
で

も
異
な
る
抄
本
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
姚
鉉
が
選
択
し
た
テ

キ
ス
ト
は
、
全
て
が
『
文
苑
英
華
』
と
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
が
、
い
ず
れ
も
当
時
の
朝
廷
内
に
あ
っ
た
豊
富
な
抄
本
の
中
か

ら
選
ん
で
い
る
。
両
書
の
テ
キ
ス
ト
の
違
い
は
、
ま
さ
し
く
そ
の

転
換
期
に
お
け
る
文
献
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
。
版
本
は
文
字
が

固
定
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
た
め
、
部
数
も
多
く
、
伝
わ
る

範
囲
も
広
い
。
そ
し
て
、
一
旦
作
ら
れ
る
と
変
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
、
初
期
の
版
本
は
そ
れ
が
拠
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
本
来
の

姿
を
よ
く
留
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
版
本
は
翻
刻
す
る

者
が
手
を
加
え
、
編
集
し
て
で
き
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
た
め
、
も

と
の
抄
本
と
全
く
同
じ
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
必
ず
翻
刻
者
の
考

え
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
抄
本
の
文
字
は
版
本
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
く
、
版
木
に
彫

る
前
に
、
印
刷
者
は
適
当
な
版
木
の
規
格
に
合
わ
せ
た
本
に
写
し

取
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
過
程
で
写
し
取
る
者
が
判

別
し
に
く
い
箇
所
や
、
そ
の
時
代
の
文
章
の
形
に
合
わ
な
い
部
分

に
手
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
章
を
写
し
取
る
者
と

出
版
者
の
能
力
や
態
度
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ

と
が
あ
る
た
め
、
抄
本
と
版
本
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
優
劣
や
文

章
の
古
い
形
を
ど
れ
だ
け
残
し
て
い
る
か
と
い
っ
た
点
を
単
純
に

は
比
較
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
版
本
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
拠
っ

た
抄
本
の
時
期
か
ら
出
版
者
の
能
力
や
態
度
と
い
っ
た
こ
と
に
ま

で
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
い
く
つ
か
の

要
素
か
ら
考
え
る
と
、『
唐
文
粋
』
が
拠
っ
た
の
は
朝
廷
内
所
蔵
の

唐
代
の
抄
本
で
あ
り
、
そ
れ
は
姚
鉉
と
い
う
学
者
に
よ
っ
て
選
択

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
頼
性
は
あ
る
と
言
え
る
。
そ

の
上
、
印
刷
さ
れ
た
の
が
比
較
的
早
く
、
抄
本
の
テ
キ
ス
ト
の
形
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も
す
ぐ
に
固
定
化
さ
れ
た
の
で
、
幾
度
か
書
き
写
さ
れ
た
『
文
苑

英
華
』
と
比
較
し
て
、
多
く
の
面
で
信
頼
度
が
高
い
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。『
文
苑
英
華
』
は
校
訂
が
済
ん
だ
後
も
、
な
か
な
か
印
刷

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、『
文
苑
英
華
』
の
テ
キ
ス

ト
が
印
刷
技
術
に
合
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め

何
度
も
整
理
が
行
わ
れ
、
百
年
以
上
経
っ
た
後
よ
う
や
く
抄
本
か

ら
版
本
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
テ

キ
ス
ト
は
す
で
に
、
後
に
印
刷
さ
れ
た
唐
人
の
文
集
の
影
響
を
受

け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

二

『
唐
文
粋
』
成
立
の
過
程

姚
鉉
「
唐
文
粋
序
」
に
「
由
是
大
中
祥
符
紀
号
之
四
祀
、
皇
帝

祀
汾
陰
后
土
之
月
、
呉
興
姚
鉉
集
文
粋
成
。
」
（
是
れ
に
由
り
大
中

祥
符
紀
号
の
四
祀
、
皇
帝

汾
の
陰
に
后
土
を
祀
る
の
月
、
呉
興

の
姚
鉉
文
粋
を
集
め
て
成
る
。
）
、
「
鉉
不
揆
昧
懜
、
遍
閲
群
集
、

耽
玩
研
究
、
掇
善
擷
華
、
十
年
于
茲
、
方
就
厥
志
。
」
（
鉉

昧
懜

を
揆
ら
ず
、
遍
く
群
集
を
閲
し
、
耽
玩
研
究
し
、
善
を
掇
ひ
華
を
擷

は
か

ひ
ろ

つ

む
こ
と
、
茲
に
十
年
、
方
に
厥
の
志
を
就
す
。
）
と
あ
る
。
『
唐
文

こ
こ

そ

な

粋
』
の
編
纂
は
景
徳
三
年
頃
か
ら
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）

ま
で
の
十
年
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
記
述
か
ら
す
る

と
、
姚
鉉
が
著
作
郎
か
ら
直
史
館
に
遷
っ
た
時
期
は
、
『
唐
文
粋
』

編
纂
の
準
備
期
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
の

他
の
資
料
を
見
る
と
、
本
書
の
編
纂
期
間
は
さ
ら
に
長
か
っ
た
こ

と
が
窺
わ
れ
る
。
晁
公
武
（
一
一
〇
五
～
一
一
八
〇
）
『
郡
斎
読
書

志
』
巻
二
〇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
文
粋
』
一
百
巻
、
右
皇
朝
姚
鉉
宝
臣
編
。
鉉
、
廬
州
人
。

太
平
興
国
初
進
士
。
文
辞
敏
麗
、
善
書
札
、
蔵
書
至
多
、
頗

有
異
本
。
累
遷
両
浙
漕
課
使
、
課
吏
写
書
、
采
唐
世
文
章
、

分
門
編
類
、
初
為
五
十
巻
。
後
復
増
広
之
。
為
薛
映
掎
其
事
、

奪
官
、
斥
連
州
、
卒
。
後
其
子
以
其
書
上
献
。
詔
蔵
内
府
、

命
以
一
官
。

『
文
粋
』
一
百
巻
、
右
皇
朝
姚
鉉
宝
臣
編
。
鉉
、
廬
州
の
人
。

太
平
興
国
初
め
の
進
士
。
文
辞
敏
麗
に
し
て
、
書
札
を
善
く

し
、
蔵
書
至
り
て
多
く
、
頗
る
異
本
有
り
。
両
浙
漕
課
使
に

累
遷
し
、
吏
に
課
し
て
書
を
写
さ
し
め
、
唐
世
の
文
章
を
采

り
、
分
門
編
類
し
て
、
初
め
て
五
十
巻
を
為
す
。
後
復
た
之

を
増
広
す
。
薛
映
の
為
に
其
の
事
を
掎
せ
ら
れ
、
官
を
奪
は

た
め

れ
、
連
州
に
斥
け
ら
れ
て
、
卒
す
。
後
其
の
子
其
の
書
を
以

て
上
献
す
。
詔
し
て
内
府
に
蔵
し
、
命
ず
る
に
一
官
を
以
て

す
。

姚
鉉
は
杭
州
に
い
た
時
、
役
人
に
『
唐
文
粋
』
に
収
録
す
る
作

品
を
書
き
写
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
書
の
編
纂
が
ま
だ
準

備
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
そ
の
規
模
は
非
常
に
大
き
な

も
の
だ
っ
た
の
で
、
と
う
と
う
政
敵
に
よ
っ
て
こ
れ
を
批
難
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
だ
が
そ
の
左
遷
に
際
し
て
は
、
人
を
雇
っ
て
集
め

た
文
献
を
運
ば
せ
た
。
そ
れ
は
書
の
編
纂
と
校
訂
が
ま
だ
済
ん
で

お
ら
ず
、
な
お
関
係
の
あ
る
書
籍
を
持
っ
て
行
く
必
要
が
あ
っ
た

た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
唐
文
粋
』
の
編
纂
は
姚
鉉
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が
杭
州
で
両
浙
転
運
使
を
務
め
て
い
た
頃
に
始
ま
り
、
連
州
に
左

遷
さ
れ
た
際
も
な
お
続
け
ら
れ
、
大
中
祥
符
年
間
に
よ
う
や
く
完

成
し
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
初
稿
で
あ
っ

て
、
決
定
稿
で
は
な
い
。
晁
公
武
に
よ
れ
ば
、『
唐
文
粋
』
は
最
初

五
十
巻
で
あ
っ
た
が
、
後
に
増
補
さ
れ
て
百
巻
と
な
っ
た
。
ま
た
、

『
崇
文
総
目
』
に
は
五
十
巻
本
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
大
中
祥
符
四
年
に
完
成
し
た
も
の
は
、
こ
の
五
十
巻
本
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
唐
文
粋
』
が
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
王
応
麟
『
玉
海
』
に
さ
ら
に
詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）
六
月
鉉
子
嗣
復
上
之
。
癸
巳
以
嗣
復

為
永
城
簿
。
」
（
天
禧
四
年
六
月
鉉
の
子
嗣
復
之
を
上
る
。
癸
巳
嗣

復
を
以
て
永
城
簿
と
為
す
。）
姚
嗣
復
は
、
父
親
の
姚
鉉
が
亡
く
な

っ
た
そ
の
年
に
、
本
書
を
朝
廷
に
献
上
し
た
。
完
成
か
ら
献
上
ま

で
の
期
間
は
七
、
八
年
で
あ
り
、
五
十
巻
の
増
補
は
お
そ
ら
く
こ

の
期
間
に
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『
唐

文
粋
』
の
編
纂
期
間
は
一
〇
〇
三
～
一
〇
二
〇
年
の
、
お
よ
そ
十

七
年
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
五
十
巻
本
は
今
は
も
う
残
っ
て

い
な
い
が
、
こ
う
し
た
増
補
の
様
子
は
現
在
伝
わ
る
百
巻
本
の
体

裁
、
分
類
、
巻
の
分
け
方
等
か
ら
窺
わ
れ
る
。

『
唐
文
粋
』
の
体
裁
や
分
類
は
、『
文
選
』
及
び
『
文
苑
英
華
』

と
大
き
な
関
係
が
あ
り
、
そ
れ
は
編
纂
当
初
に
決
め
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
最
初
の
四
巻
の
分
類
を
『
文

選
』
、
『
文
苑
英
華
』
と
比
較
す
る
と
分
か
る
。
『
唐
文
粋
』
の
賦

の
分
類
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
巻
／
古
賦
甲
（
総
三
首
）
／
聖
徳
二
／
李
華
「
含
元
殿

賦
」、
李
白
「
明
堂
賦
」
／
失
道
一
／
杜
牧
「
阿
房
宮

賦
」。

第
二
巻
／
古
賦
乙
（
総
二
首
）
／
京
都
／
李
庾
「
西
都
賦
」、

「
東
都
賦
」
。

第
三
巻
／
古
賦
丙
（
総
三
首
）
／
郊
廟
／
杜
甫
「
進
三
大
礼

賦
表
」
、
「
朝
献
太
清
宮
賦
」
、
「
朝
享
太
廟
賦
」
、
「
有

事
于
南
郊
賦
」。

第
四
巻
／
古
賦
丁
（
総
五
首
）
／
符
宝
一
／
梁
粛
「
受
命
宝

賦
」
／
象
緯
一
／
楊
炯
「
渾
天
賦
」
／
閲
武
二
／
李

白
「
大
猟
賦
」、
喬
覃
「
裴
将
軍
舞
剣
賦
」
／
誓
師
一

／
高
邁
「
済
河
焚
舟
賦
」。

配
列
は
『
唐
文
粋
』
と
『
文
苑
英
華
』
は
同
じ
で
あ
り
、
都
の
宮

殿
等
に
つ
い
て
書
い
た
長
編
の
賦
を
は
じ
め
に
置
く
『
文
選
』
の

体
裁
に
倣
い
、
主
題
も
君
主
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
。
た
だ
し
、

両
書
は
い
ず
れ
も
「
京
都
」
の
前
に
君
主
の
美
徳
に
関
わ
る
類
を

置
い
て
い
る
点
が
共
通
す
る
が
、『
文
苑
英
華
』
は
た
だ
「
帝
徳
」

の
一
類
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、『
唐
文
粋
』
は
「
聖
徳
」
と
「
失

道
」
の
二
類
に
分
け
て
お
り
、
選
ば
れ
た
作
品
も
全
く
異
な
っ
て

い
る
。『
文
苑
英
華
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
全
て
、
帝
王
の
徳

や
功
績
を
称
え
る
賦
で
あ
る
が
、
姚
鉉
の
選
ん
だ
三
編
は
み
な
宮

殿
に
関
係
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
帝
王
の
事
業
や
得
失
を
述
べ
て
い

る
。
実
際
、『
文
選
』
の
「
宮
殿
」
の
類
は
巻
頭
に
置
か
れ
て
お
り
、

三
つ
の
賦
の
う
ち
李
白
の
「
明
堂
賦
」
以
外
は
、
『
文
苑
英
華
』
巻
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四
七
～
五
二
の
「
宮
室
」
類
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
姚
鉉
は
、
君

主
の
徳
に
関
わ
る
作
品
を
は
じ
め
に
置
く
『
文
苑
英
華
』
の
体
裁

を
取
る
と
同
時
に
、
描
か
れ
る
題
材
に
よ
っ
て
類
別
す
る
『
文
選
』

の
伝
統
的
な
や
り
方
を
な
る
べ
く
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
唐
文
粋
』
巻
三
「
郊
廟
」
に
収
め
ら
れ
る
三
編
の
賦
は
、『
文
苑

英
華
』
巻
五
四
に
収
め
ら
れ
る
四
編
の
賦
の
う
ち
の
三
編
と
同
じ

も
の
で
あ
り
、
合
わ
せ
て
杜
甫
の
「
三
大
礼
賦
」
と
称
さ
れ
る
。

は
じ
め
の
四
巻
に
収
め
ら
れ
る
十
三
編
の
賦
の
う
ち
、
二
編
は
『
唐

文
粋
』
に
だ
け
見
ら
れ
、『
文
苑
英
華
』
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
が
、

八
つ
の
類
の
う
ち
「
京
都
」
の
一
類
が
共
通
す
る
他
、
さ
ら
に
「
聖

徳
」
を
巻
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
姚
鉉
は
体
裁

や
作
品
の
選
択
に
お
い
て
『
文
苑
英
華
』
を
参
照
し
た
可
能
性
が

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
ま
た
適
当
な
調
整
を
加
え
る
こ
と
で
、

で
き
る
限
り
『
文
選
』
の
伝
統
的
な
配
列
を
残
し
つ
つ
、
当
時
行

わ
れ
て
い
た
分
類
を
も
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
聖

徳
」
、
「
失
道
」
、
「
閲
武
」
、
「
誓
師
」
等
の
類
が
そ
れ
に
当
た
る
。

『
文
苑
英
華
』
の
分
類
は
『
文
選
』
に
拠
り
つ
つ
調
整
を
加
え
た

も
の
で
あ
り
、『
唐
文
粋
』
も
ま
た
『
文
苑
英
華
』
を
参
照
し
た
後
、

そ
こ
に
い
く
ら
か
手
を
加
え
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
編
纂
当
初
に

生
ま
れ
た
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

次
に
、『
唐
文
粋
』
の
分
類
の
仕
方
か
ら
分
か
る
こ
の
時
代
の
特

色
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
唐
文
粋
』
の
分
類
か
ら
は
、
真
宗
の
時
代

の
雰
囲
気
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
類
の
中

に
は
、
封
禅
、
符
命
、
祥
瑞
の
文
と
、
君
主
の
儀
礼
の
文
の
二
つ

が
多
く
見
ら
れ
る
。

第
十
九
巻
之
上
／
頌
甲
（
総
六
首
）
／
盛
徳
大
業
／
李
華
「
無

疆
頌
」
、
僧
一
行
「
起
義
堂
頌
」
、
張
説
「
開
元
正
歴

握
乾
符
頌
」
、
「
上
党
旧
宮
述
聖
頌
」
、
張
九
齢
「
龍

池
聖
徳
頌
」
、
楊
炎
「
霊
武
受
命
宮
頌
」
。

第
十
九
巻
之
下
／
頌
乙
（
銘
附
総
三
首
）
／
封
禅
／
玄
宗
「
紀

泰
山
銘
」
、
張
説
「
大
唐
封
禅
頌
」
、
蘇
頲
「
大
唐
封

東
岳
朝
覲
壇
頌
」
。

第
二
十
巻
／
頌
丙
（
総
八
首
雅
附
）
／
神
武
四
／
元
結
「
大

唐
中
興
頌
」
、
楊
炎
「
鳳
翔
出
師
紀
聖
功
頌
」
、
柳
宗

元
「
大
唐
河
西
平
胡
頌
」
、
「
平
淮
西
雅
」
／
時
政
一

／
来
鵠
「
聖
政
紀
頌
」
／
豊
年
一
／
欧
陽
詹
「
徳
勝

頌
」
／
祥
応
一
／
権
徳
輿
「
歳
星
居
心
頌
」。

第
二
十
五
巻
／
表
奏
書
疏
甲
（
総
一
十
三
首
）
／
表
／
尊
号

二
／
韓
愈
「
請
上
尊
号
表
」
、
「
賀
冊
尊
号
表
」
／
政

事
一
／
陸
贄
「
奉
天
論
延
訪
朝
臣
表
」
／
献
事
五
／

張
説
「
進
渾
儀
表
」、
高
適
「
為
東
平
薛
太
守
進
王
氏

瑞
詩
表
」
／
配
祭
一
／
賈
曾
「
論
郊
祭
合
設
皇
地
祇

表
」。

第
三
十
一
巻
／
文
甲
（
総
一
十
三
首
）
／
帝
王
／
践
祚
四
／

「
唐
高
祖
（
宗
）
神
堯
皇
帝
受
禅
告
南
郊
文
」
、
「
唐

玄
宗
明
皇
帝
受
禅
告
南
郊
文
」
、
賈
曾
「
唐
冊
玄
宗
明

皇
帝
文
」、
賈
至
「
唐
冊
粛
宗
宣
皇
帝
文
」
／
封
禅
二

／
「
唐
高
宗
天
皇
大
帝
封
禅
文
」
、
「
唐
玄
宗
明
皇
帝

封
禅
文
」
／
祝
寿
一
／
侯
喜
「
唐
徳
宗
神
武
皇
帝
降
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誕
日
献
祝
寿
文
」
／
告
謝
一
／
陸
贄
「
唐
徳
宗
神
武

皇
帝
平
朱
泚
後
告
謝
昊
天
上
帝
文
」
／
徽
号
二
／
李

徳
裕
「
唐
武
宗
昭
粛
皇
帝
会
昌
二
年
上
尊
号
玉
冊
文
」
、

「
唐
武
宗
昭
粛
皇
帝
会
昌
五
年
上
尊
号
玉
冊
文
」
。

第
三
十
四
巻
／
論
甲
（
総
一
十
三
首
）
／
封
禅
一
／
林
簡
言

「
漢
武
封
禅
論
」
。

文
章
の
芸
術
性
と
思
想
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

作
品
の
多
く
は
大
し
た
創
造
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
姚
鉉
が

そ
れ
ら
を
多
く
収
録
し
た
の
は
、
朝
廷
の
儀
式
の
際
に
作
ら
れ
る

文
章
の
模
範
を
示
し
、
翰
林
学
士
等
の
参
考
に
供
す
る
た
め
で
あ

る
。
例
え
ば
、
こ
の
中
に
は
吉
兆
に
関
わ
る
文
章
が
多
く
含
ま
れ
、

ま
た
「
符
宝
」
や
「
祥
応
」
等
の
類
が
並
ぶ
他
、
封
禅
の
文
が
五

編
も
あ
り
、
天
子
が
書
い
た
二
編
の
封
禅
文
も
す
べ
て
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
景
徳
年
間
の
初
め
、
真
宗
が
祥
瑞
に
関

わ
る
こ
と
や
封
禅
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
真
宗
は
景
徳
年
間
の
後
、
絶
え
ず
祥
瑞
に
関
わ
る
こ

と
を
行
っ
た
た
め
、
大
臣
の
王
欽
若
は
そ
の
真
宗
の
関
心
に
合
わ

せ
る
と
と
も
に
、
群
臣
を
あ
お
っ
て
し
ば
し
ば
吉
兆
を
報
告
さ
せ
、

封
禅
を
行
う
こ
と
を
求
め
さ
せ
た
。
史
家
が
「
（
景
徳
、
祥
符
年
間
）

澶
淵
既
盟
、
封
禅
事
作
、
祥
瑞
沓
臻
、
天
書
屢
降
、
導
迎
奠
安
。

一
国
君
臣
如
病
狂
然
。
」
（
澶
淵
に
既
に
盟
ひ
、
封
禅
の
事
を
作
せ

ち
か

ば
、
祥
瑞
沓
ね
て
臻
り
、
天
書
屢
し
ば
降
り
、
導
迎
奠
安
す
。
一

か
さ

い
た

国
の
君
臣

狂
を
病
む
が
如
く
然
り
。
）［
］

と
言
う
よ
う
に
、
文

10

人
た
ち
も
絶
え
ず
吉
兆
を
祝
い
、
封
禅
を
勧
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
文

を
作
っ
た
。
例
え
ば
、『
宋
史
』
巻
二
八
七
・
陳
彭
年
伝
に
「
嘗
謁

王
旦
、
旦
辞
不
見
。
翌
日
見
向
敏
中
、
敏
中
以
彭
年
所
上
文
字
示

旦
。
旦
瞑
目
不
覧
、
曰
、
『
是
不
過
興
建
符
瑞
図
進
取
耳
。
』
」
（
嘗

て
王
旦
に
謁
す
る
も
、
旦
辞
し
て
見
ず
。
翌
日
向
敏
中
を
見
、
敏

中

彭
年
の
上
る
所
の
文
字
を
以
て
旦
に
示
す
。
旦
瞑
目
し
て
覧み

ず
、
曰
く
、
「
是
れ
興
建
符
瑞
の
図
よ
り
進
取
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
の

み
」
と
。
）
と
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
『
宋
史
』
真
宗
本
紀
に
詳

し
い
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
。

大
中
祥
符
元
年
春
正
月
乙
丑
、
有
黄
帛
曳
左
承
天
門
南
鴟
尾

上
。
守
門
卒
塗
栄
告
、
有
司
以
聞
。
上
召
群
臣
拝
迎
于
朝
元

殿
啓
封
、
号
称
天
書
。（
大
中
祥
符
元
年
春
正
月
乙
丑
、
黄
帛

の
左
承
天
門
の
南
の
鴟
尾
の
上
に
曳
く
有
り
。
守
門
の
卒
塗

ひ

栄
告
げ
、
有
司
以
て
聞
す
。
上

群
臣
を
召
し
て
朝
元
殿
に

拝
迎
せ
し
め
て
封
を
啓
き
、
号
し
て
天
書
と
称
す
。）

三
月
甲
戌
、
兗
州
父
老
千
二
百
人
詣
闕
請
封
禅
。
丁
卯
、
兗

州
幷
諸
路
進
士
等
八
百
四
十
人
詣
闕
請
封
禅
。
壬
午
、
文
武

官
、
将
校
、
蛮
夷
、
耆
寿
、
僧
道
二
万
四
千
三
百
七
十
余
人

詣
闕
請
封
禅
、
不
允
。
自
是
表
凡
五
上
。（
三
月
甲
戌
、
兗
州

の
父
老
千
二
百
人

闕
に
詣
り
封
禅
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
丁

い
た

卯
、
兗
州
幷
び
に
諸
路
の
進
士
等
八
百
四
十
人

闕
に
詣
り

封
禅
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
壬
午
、
文
武
の
官
、
将
校
、
蛮
夷
、

耆
寿
、
僧
道
二
万
四
千
三
百
七
十
余
人

闕
に
詣
り
封
禅
せ

ん
こ
と
を
請
ふ
も
、
允
さ
ず
。
是
れ
自
り
表
凡
そ
五
た
び
上

ゆ
る

よ

ら
る
。
）
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曹
済
州
、
広
済
軍
耆
老
二
千
二
百
人
詣
闕
請
臨
幸
。（
曹
済
州
、

広
済
軍
の
耆
老
二
千
二
百
人

闕
に
詣
り
臨
幸
せ
ん
こ
と
を

請
ふ
。
）

五
月
壬
戌
、
王
欽
若
言
泰
山
醴
泉
出
、
錫
山
蒼
龍
見
。（
五
月

壬
戌
、
王
欽
若

泰
山
に
醴
泉
出
で
、
錫
山
に
蒼
龍
見
は
る

と
言
ふ
。）

六
月
乙
未
、
天
書
再
降
于
泰
山
醴
泉
北
。
…
…
壬
寅
、
迎
泰

山
天
書
于
含
芳
園
。
雲
五
色
見
、
俄
黄
気
如
鳳
駐
殿
上
。
…

…
辛
亥
、
群
臣
表
上
尊
号
曰
崇
文
広
武
儀
天
尊
道
宝
応
章
感

聖
明
仁
孝
皇
帝
。（
六
月
乙
未
、
天
書
再
び
泰
山
の
醴
泉
の
北

に
降
る
。
…
…
壬
寅
、
泰
山
の
天
書
を
含
芳
園
に
迎
ふ
。
雲

五
色
見
は
れ
、
俄
か
に
黄
気

鳳
の
如
く
殿
上
に
駐
ま
る
。

…
…
辛
亥
、
群
臣

尊
号
を
表
上
し
て
崇
文
広
武
儀
天
尊
道

宝
応
章
感
聖
明
仁
孝
皇
帝
と
曰
ふ
。）

〔
八
月
〕
己
酉
、
王
欽
若
献
芝
草
八
千
余
本
。
九
月
戊
午
、

令
有
司
勿
奏
大
辟
案
。
岳
州
進
三
脊
茅
。
…
…
甲
子
、
奉
天

書
告
太
廟
、
悉
陳
諸
州
所
上
芝
草
、
嘉
禾
、
瑞
木
于
仗
内
。

…
…
庚
辰
、
趙
安
仁
献
五
色
金
玉
丹
、
紫
芝
八
千
七
百
余
本
。

乙
酉
、
親
習
封
禅
儀
于
崇
徳
殿
。（
己
酉
、
王
欽
若

芝
草
八

千
余
本
を
献
ず
。
九
月
戊
午
、
有
司
を
し
て
大
辟
案
を
奏
す

る
こ
と
勿
か
ら
し
む
。
岳
州

三
脊
茅
を
進
む
。
…
…
甲
子
、

天
書
を
奉
じ
て
太
廟
に
告
げ
、
悉
く
諸
州
の
上
る
所
の
芝
草
、

嘉
禾
、
瑞
木
を
仗
内
に
陳
ぬ
。
…
…
庚
辰
、
趙
安
仁

五
色

の
金
玉
丹
、
紫
芝
八
千
七
百
余
本
を
献
ず
。
乙
酉
、
親
ら
封

禅
の
儀
を
崇
徳
殿
に
習
ふ
。）

〔
冬
十
月
〕
辛
卯
、
車
駕
発
京
師
、
扶
侍
使
奉
天
書
先
道
。

…
…
戊
申
、
王
欽
若
等
献
泰
山
芝
草
三
万
八
千
余
本
。
…
…

辛
亥
、
享
昊
天
上
帝
于
圜
台
、
陳
天
書
于
左
、
以
太
祖
、
太

宗
配
。
帝
袞
冕
奠
献
、
慶
雲
繞
壇
、
月
光
有
黄
光
。
命
群
臣

享
五
方
帝
諸
神
于
山
下
封
祀
壇
。
上
下
伝
呼
万
歳
、
振
動
山

谷
。
…
…
十
一
月
丁
丑
、
帝
至
自
泰
山
、
奉
天
書
還
宮
。（
辛

卯
、
車
駕

京
師
を
発
し
、
扶
侍
使

天
書
を
奉
じ
て
先
道

す
。
…
…
戊
申
、
王
欽
若
等

泰
山
の
芝
草
三
万
八
千
余
本

を
献
ず
。
…
…
辛
亥
、
昊
天
の
上
帝
を
圜
台
に
享
め
、
天
書

す
す

を
左
に
陳
ね
、
太
祖
、
太
宗
を
以
て
配
す
。
帝
の
袞
冕
を
奠

献
す
る
に
、
慶
雲

壇
を
繞
り
、
月
光
に
黄
光
有
り
。
群
臣

に
命
じ
て
五
方
の
帝
諸
神
を
山
下
に
享
め
祀
壇
に
封
ず
。
上

下

万
歳
を
伝
呼
し
、
山
谷
を
振
動
す
。
…
…
十
一
月
丁
丑
、

帝
泰
山
自
り
至
り
、
天
書
を
奉
じ
て
宮
に
還
る
。
）

こ
う
し
た
滑
稽
な
こ
と
は
一
年
近
く
も
行
わ
れ
、
そ
の
影
響
は
全

国
に
及
ん
だ
。
そ
し
て
こ
の
一
年
の
間
、
祥
瑞
が
現
れ
る
た
び
に

群
臣
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
徳
を
称
え
る
文
を
献
上
し
た
。
ま

た
、
翌
年
の
汾
河
を
祭
っ
た
記
事
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
大
中
祥
符
三
年
〕
八
月
丁
未
朔
、
詔
明
年
春
有
事
于
汾
陰
。

…
…
〔
九
月
癸
未
〕
華
州
言
父
老
二
千
余
人
請
幸
西
岳
。
…

…
冬
十
月
庚
申
、
丁
謂
等
上
「
大
中
祥
符
封
禅
記
」
。
（
八
月

丁
未
朔
、
詔
あ
り
明
年
春

事
汾
陰
に
有
ら
ん
と
。
…
…
華

州
言
ふ
父
老
二
千
余
人

西
岳
に
幸
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
と
。



- 37 -

…
…
冬
十
月
庚
申
、
丁
謂
等
「
大
中
祥
符
封
禅
記
」
を
上
る
。
）

〔
十
一
月
〕
庚
戌
、
集
賢
校
理
晏
殊
献
「
河
清
頌
」。
…
…
丙

申
、
詔
以
六
月
六
日
天
書
再
降
日
為
天
貺
節
。
丁
酉
、
奉
天

書
発
京
師
。
…
…
丁
巳
、
黄
雲
随
天
書
輦
。
次
宝
鼎
県
奉
祇

宮
。
戊
午
、
登
後
圃
延
慶
亭
。
己
未
、
潘
泉
涌
、
有
光
如
燭
。

辛
酉
、
祀
后
土
地
祇
。
是
夜
、
月
重
輪
、
還
奉
祇
宮
、
紫
気

四
塞
。
幸
開
元
寺
、
作
大
寧
宮
。
壬
戌
、
甘
州
回
鶻
、
蒲
端
、

三
麻
蘭
、
勿
巡
、
蒲
婆
、
大
食
国
、
吐
蕃
諸
族
来
貢
。
…
…

賜
天
下
酺
三
日
。
大
宴
群
臣
于
穆
清
殿
、
賜
父
老
酒
食
衣
幣
。

作
「
汾
陰
配
饗
銘
」
、
「
河
瀆
四
海
賛
」
。
〔
三
月
〕
己
卯
、
次

西
京
。
…
…
夏
四
月
甲
辰
朔
、
上
至
自
汾
陰
。
…
…
乙
丑
、

刻
禦
制
「
大
中
祥
符
頌
」
于
左
承
天
祥
符
門
。（
庚
戌
、
集
賢

校
理
晏
殊
「
河
清
頌
」
を
献
ず
。
…
…
丙
申
、
詔
し
て
六
月

六
日
天
書
再
び
降
る
の
日
を
以
て
天
貺
節
と
為
す
。
丁
酉
、

天
書
を
奉
じ
て
京
師
を
発
す
。
…
…
丁
巳
、
黄
雲

天
書
の

輦
に
随
ふ
。
宝
鼎
県
の
奉
祇
宮
に
次
す
。
戊
午
、
後
圃
の
延

慶
亭
に
登
る
。
己
未
、
潘
泉
涌
き
、
光
有
り
燭
の
如
し
。
辛

酉
、
后
土
地
祇
を
祀
る
。
是
の
夜
、
月

輪
を
重
ね
、
奉
祇

宮
に
還
る
に
、
紫
気
四
塞
す
。
開
元
寺
に
幸
し
、
大
寧
宮
と
作な

す
。
壬
戌
、
甘
州
の
回
鶻
、
蒲
端
、
三
麻
蘭
、
勿
巡
、
蒲
婆
、

大
食
国
、
吐
蕃
の
諸
族
来
貢
す
。
…
…
天
下
に
賜
ひ
て
酺
す

る
こ
と
三
日
。
大
い
に
群
臣
を
穆
清
殿
に
宴
せ
し
め
、
父
老

に
酒
食
衣
幣
を
賜
ふ
。
「
汾
陰
配
饗
銘
」
、
「
河
瀆
四
海
賛
」

を
作
す
。
…
…
己
卯
、
西
京
に
次
す
。
…
…
夏
四
月
甲
辰
朔
、

上

汾
陰
自
り
至
る
。
…
…
乙
丑
、
禦
制
の
「
大
中
祥
符
頌
」

を
左
承
天
祥
符
門
に
刻
す
。）

汾
河
で
の
祭
祀
も
ま
た
、
半
年
以
上
に
わ
た
っ
て
広
く
行
わ
れ
た
。

真
宗
は
自
ら
頌
を
作
り
、
群
臣
も
こ
れ
に
関
わ
っ
た
。
真
宗
が
始

め
た
こ
う
し
た
神
事
に
お
い
て
は
、
そ
の
功
績
や
徳
行
を
褒
め
称

え
る
文
が
最
も
よ
く
作
ら
れ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
唐
人
の
文

を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。『
唐
文
粋
』
に
は
宋
人
が
参

照
し
た
そ
う
し
た
作
品
が
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
間
違
い
な
く

当
時
の
風
潮
に
影
響
さ
れ
て
い
る
。
「
唐
文
粋
序
」
に
「
大
中
祥
符

紀
号
之
四
祀
、
皇
帝
祀
汾
陰
后
土
之
月
、
呉
興
姚
鉉
集
文
粋
成
。」

（
大
中
祥
符
紀
号
の
四
祀
、
皇
帝

汾
の
陰
に
后
土
を
祀
る
の
月
、

呉
興
の
姚
鉉
文
粋
を
集
め
て
成
る
。
）
と
あ
る
よ
う
に
、
姚
鉉
は
わ

ざ
わ
ざ
こ
の
時
汾
河
の
祭
祀
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
、
本
書

と
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
皇
帝
の
功
績
や

徳
行
を
褒
め
称
え
る
文
は
こ
の
時
期
に
選
ば
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

『
唐
文
粋
』
と
真
宗
の
時
代
の
風
潮
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

も
う
一
種
類
の
文
か
ら
も
分
か
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。第

二
十
七
巻
／
奏
表
書
疏
丁
（
総
一
十
三
首
）
／
罷
兵
四
／

徐
賢
妃
「
請
太
宗
息
兵
罷
役
疏
」
、
王
方
慶
「
諫
孟

春
講
武
疏
」、
狄
仁
桀
「
請
罷
百
姓
西
征
疏
勒
等
四

鎮
疏
」
、
呂
向
「
請
玄
宗
不
令
突
厥
入
仗
馳
射
疏
」
。

姚
鉉
は
疏
の
中
に
「
罷
兵
」
の
一
類
を
設
け
、
四
編
の
文
章
を
選
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ん
だ
。
こ
の
一
類
が
置
か
れ
た
こ
と
は
、
真
宗
朝
の
特
徴
を
表
し

て
い
る
。
真
宗
は
景
徳
元
年
の
澶
淵
の
盟
の
後
、
休
戦
を
国
家
の

基
本
方
針
と
し
た
。
例
え
ば
、
『
宋
会
要
輯
稿
』
兵
一
・
郷
兵
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

〔
真
宗
咸
平
五
年
〕
五
月
、
詔
集
近
京
諸
州
丁
壮
選
隷
軍
籍
。

是
時
、
西
北
辺
屢
請
益
兵
云
。
輔
臣
請
以
河
北
強
壮
選
充
。

帝
曰
、
「
河
北
、
河
東
之
民
取
而
為
兵
、
数
已
甚
衆
。
前
年
置

強
壮
、
時
諭
以
永
不
充
軍
。
今
一
旦
籍
之
、
是
失
信
也
。
」

呂
蒙
正
等
言
、「
闕
兵
非
取
於
民
不
可
得
。
請
於
河
南
諸
州
籍

丁
壮
、
量
数
抽
取
。
」
帝
乃
曰
、
「
如
此
、
必
有
騒
動
。
然
戍

兵
未
充
、
衛
士
尚
少
。
不
得
已
也
。
」
卒
従
之
。
（
五
月
、
近

京
諸
州
の
丁
壮
を
詔
集
し
選
び
て
軍
籍
に
隷
せ
し
む
。
是
の

時
、
西
北
の
辺
屢
し
ば
兵
を
益
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
と
云
ふ
。

輔
臣

河
北
の
強
壮
を
以
て
選
び
て
充
て
ん
こ
と
を
請
ふ
。

帝
曰
く
、「
河
北
、
河
東
の
民
取
り
て
兵
と
為
し
、
数
已
に
甚

だ
衆
し
。
前
年

強
壮
を
置
き
、
時
に
諭
す
る
に
永
く
軍
に

お
ほ

充
て
ざ
る
を
以
て
す
。
今
一
旦
之
を
籍
せ
ば
、
是
れ
信
を
失

ふ
な
り
」
と
。
呂
蒙
正
等
言
ふ
、「
闕
兵

民
よ
り
取
る
に
非

ず
ん
ば
得
べ
か
ら
ず
。
請
ふ
河
南
諸
州
に
於
い
て
丁
壮
を
籍

し
、
数
を
量
り
て
抽
取
せ
ん
こ
と
を
」
と
。
帝
乃
ち
曰
く
、

「
此
く
の
如
く
ん
ば
、
必
ず
騒
動
有
ら
ん
。
然
れ
ど
も
戍
兵

未
だ
充
た
ず
、
衛
士
尚
ほ
少
な
し
。
已
む
を
得
ざ
る
な
り
」

と
。
卒
に
之
に
従
ふ
。）

〔
大
中
祥
符
〕
六
年
、
帝
謂
枢
密
院
王
欽
若
等
曰
、「
河
北
校

閲
強
壮
、
自
北
鄙
罷
兵
之
後
、
尋
令
逐
州
並
依
常
於
農
閑
時

教
閲
。
蓋
不
忘
兵
戦
而
使
其
習
以
為
常
。
若
絶
而
復
行
、
契

丹
必
生
疑
慮
。
昨
日
見
趙
州
奏
称
准
宣
命
教
閲
、
可
密
諭
此

意
、
及
詰
其
不
奉
詔
之
由
。
」
（
六
年
、
帝

枢
密
院
王
欽
若

等
に
謂
ひ
て
曰
く
、
「
河
北

強
壮
を
校
閲
し
、
北
鄙

兵
を

罷
め
て
自
り
の
後
、
尋
い
で
州
を
逐
ひ
て
並
び
に
常
に
依
り

よ

農
閑
の
時
に
於
い
て
教
閲
せ
し
む
。
蓋
し
兵
戦
を
忘
れ
ず
し

て
其
の
習
ひ
を
し
て
以
て
常
と
為
さ
し
む
る
な
ら
ん
。
若
し
も

絶
え
て
復
た
行
は
ば
、
契
丹
必
ず
疑
慮
を
生
ぜ
ん
。
昨
日
趙

州
の
宣
命
教
閲
を
准
し
、
此
の
意
を
密
諭
す
べ
く
、
其
の
詔

ゆ
る

を
奉
ぜ
ざ
る
を
詰
む
る
に
及
ぶ
の
由
を
奏
す
る
を
見
る
」と
。
）

真
宗
が
目
指
し
た
の
は
国
家
の
安
泰
で
あ
っ
た
。
『
宋
史
』
真
宗
本

紀
に
「
邵
曄
上
邕
州
至
交
阯
水
陸
路
及
控
制
宜
州
山
川
等
図
。
帝

曰
、『
祖
宗
闢
土
広
大
、
唯
当
慎
守
、
不
必
貪
無
用
地
、
苦
労
兵
力
。
』
」

（
邵
曄

邕
州
よ
り
交
阯
に
至
る
ま
で
の
水
陸
路
及
び
控
制
す
る

宜
州
の
山
川
等
の
図
を
上
る
。
帝
曰
く
、
「
祖
宗

土
を
闢
く
こ

ひ
ら

と
広
大
な
れ
ば
、
唯
だ
当
に
慎
守
す
べ
き
の
み
に
し
て
、
必
ず
し

も
無
用
の
地
を
貪
り
、
兵
力
を
苦
労
せ
し
め
ず
」
と
。
）
と
あ
り
、

当
時
は
役
人
も
ま
た
戦
争
を
や
め
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
文
を
作

っ
た
。
姚
鉉
が
そ
う
い
う
類
の
作
品
を
選
ん
だ
の
は
、
時
代
の
要

求
に
応
え
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

『
唐
文
粋
』
巻
七
八
は
「
箴
誡
銘
」
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
「
銘

箴
」
一
類
に
は
二
十
五
編
の
作
品
が
選
ば
れ
て
い
る
。
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第
七
十
八
巻
／
箴
誡
銘
（
総
四
十
一
首
）
／
銘
箴
二
十
五
／

張
蘊
古
「
大
宝
箴
」
、
李
徳
裕
「
丹
扆
箴
六
首
幷
序
」
、

孫
樸
「
瑞
箴
」
、
梁
粛
「
兵
箴
」
、
李
商
隠
「
太
倉

箴
」
、
張
説
「
獄
箴
」
、
古
之
奇
「
県
令
箴
」
、
元

結
「
県
令
箴
」
、
韓
愈
「
五
箴
幷
序
」
、
皮
日
休
「
動

静
二
箴
」
、
姚
元
崇
「
口
箴
」、
沈
顔
「
視
聴
箴
」、

元
結
「
自
箴
」
、
李
翺
「
行
已
箴
」
、
欧
陽
詹
「
暗

室
箴
」。

姚
鉉
が
こ
の
よ
う
に
箴
体
の
文
を
重
ん
じ
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

当
時
の
あ
る
出
来
事
と
関
係
が
あ
る
。『
宋
史
』
巻
二
八
七
・
陳
彭

年
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

彭
年
素
貧
窶
、
居
喪
免
職
、
頼
僕
人
傭
販
以
済
。
真
宗
即
位
、

復
為
秘
書
郎
。
喬
惟
岳
刺
史
海
州
、
及
知
蘇
、
寿
二
州
、
並

表
彭
年
通
判
州
事
。
咸
平
三
年
、
屢
上
疏
言
事
、
召
試
学
士

院
、
遷
秘
書
丞
、
知
閬
州
。
未
行
、
改
金
州
。
…
…
会
詔
挙

賢
良
方
正
。
翰
林
学
士
朱
昂
以
彭
年
聞
、
召
之
、
辞
以
貧
乏
、

請
終
秩
。
景
徳
初
、
代
還
、
直
秘
閣
。
杜
鎬
、
刁
衎
薦
其
該

博
、
命
直
史
館
兼
崇
文
院
検
討
。
又
代
潘
慎
修
起
居
注
、
賜

緋
魚
。
献
「
大
宝
箴
」
曰
、「
二
儀
之
内
、
最
霊
者
人
。
生
民

之
中
、
至
大
者
君
。
民
既
可
畏
、
天
亦
無
親
。
所
輔
者
徳
、

所
帰
者
仁
。
…
…
由
茲
率
土
、
永
戴
先
天
。
巍
巍
洪
業
、
億

万
斯
年
。
」
頃
之
、
預
修
『
冊
府
元
亀
』
。
三
年
、
遷
右
正
言
、

充
龍
図
閣
待
制
、
賜
金
紫
。

彭
年
素
よ
り
貧
窶
に
し
て
、
喪
に
居
り
職
を
免
ぜ
ら
る
る
に
、

僕
人
傭
販
に
頼
り
て
以
て
済
す
。
真
宗
即
位
し
、
復
た
秘
書

郎
と
為
る
。
喬
惟
岳

海
州
に
刺
史
た
り
、
及
び
蘇
、
寿
二

州
に
知
た
り
し
と
き
、
並
び
に
彭
年
を
し
て
州
事
を
通
判
せ

し
め
ん
こ
と
を
表
す
。
咸
平
三
年
、
屢
し
ば
上
疏
し
て
事
を

言
ひ
、
学
士
院
に
召
試
せ
ら
れ
、
秘
書
丞
、
知
閬
州
に
遷
る
。

未
だ
行
か
ず
し
て
、
金
州
に
改
め
ら
る
。
…
…
会
た
ま
詔
あ

り
て
賢
良
方
正
を
挙
ぐ
。
翰
林
学
士
朱
昂

彭
年
の
聞
こ
ゆ

る
を
以
て
、
之
を
召
す
も
、
辞
す
る
に
貧
乏
を
以
て
し
、
終

秩
を
請
ふ
。
景
徳
の
初
、
代
還
し
、
秘
閣
に
直
す
。
杜
鎬
、

刁
衎
其
の
該
博
な
る
を
薦
め
、
直
史
館
兼
崇
文
院
検
討
に
命

ぜ
ら
る
。
又
た
潘
慎
に
代
は
り
て
起
居
注
を
修
め
、
緋
魚
を

賜
は
る
。
「
大
宝
箴
」
を
献
じ
て
曰
く
、
「
二
儀
の
内
、
最
も

霊
な
る
は
人
。
生
民
の
中
、
至
り
て
大
な
る
は
君
。
民
は
既

に
畏
る
べ
く
し
て
、
天
は
亦
た
親
無
し
。
輔
く
る
所
の
者
は

た
す

徳
、
帰
す
る
所
の
者
は
仁
。
…
…
茲
の
率
土
由
り
、
永
く
先

こ

天
を
戴
く
。
巍
巍
た
る
洪
業
、
億
万
斯
年
な
ら
ん
こ
と
を
」

と
。
之
を

頃

く
し
て
、『
冊
府
元
亀
』
を
修
む
る
に
預
か
る
。

し
ば
ら

三
年
、
右
正
言
に
遷
り
、
龍
図
閣
待
制
に
充
て
ら
れ
、
金
紫

を
賜
は
る
。

陳
彭
年
は
長
い
間
低
い
地
位
に
お
り
、
出
世
の
た
め
に
様
々
な
こ

と
を
行
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
大
し
た
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、「
大
宝
箴
」
を
献
上
し
た
途
端
、
運
命
が
大
き
く
変
わ
り
、

龍
図
閣
待
制
か
ら
直
学
士
に
ま
で
の
ぼ
っ
た
。
こ
れ
は
次
に
引
く
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『
旧
唐
書
』
巻
一
九
〇
・
張
蘊
古
伝
の
記
事
と
似
て
い
る
。

張
蘊
古
、
相
州
洹
水
人
也
。
性
聡
敏
、
博
渉
書
伝
、
善
綴
文
、

能
背
碑
覆
局
。
尤
暁
時
務
、
為
州
閭
所
称
。
自
幽
州
総
管
府

記
室
直
中
書
省
。
太
宗
初
即
位
、
上
「
大
宝
箴
」
以
諷
。
其

詞
曰
、
「
今
来
古
往
、
俯
察
仰
観
、
惟
辟
作
福
、
為
君
実
難
。

…
…
吾
王
撥
乱
、
戡
以
智
力
、
民
懼
其
威
、
未
懐
其
徳
。
我

皇
撫
運
、
扇
以
淳
風
、
民
懐
其
始
、
未
保
其
終
。
爰
述
金
鏡
、

窮
神
尽
聖
。
使
人
以
心
、
応
言
以
行
。
包
括
治
体
、
抑
揚
詞

令
、
天
下
為
公
、
一
人
有
慶
。
開
羅
起
祝
、
援
琴
命
詩
、
一

日
二
日
、
念
茲
在
茲
。
唯
人
所
召
、
自
天
祐
之
。
争
臣
司
直
、

敢
告
前
疑
。」
太
宗
嘉
之
、
賜
以
束
帛
、
除
大
理
丞
。

張
蘊
古
は
、
相
州
洹
水
の
人
な
り
。
性
聡
敏
、
書
伝
を
博
渉

し
、
善
く
文
を
綴
り
、
能
く
碑
を
背
し
局
を
覆
す
。
尤
も
時

務
を
暁
り
、
州
閭
の
称
す
る
所
と
為
る
。
幽
州
総
管
府
記
室
自よ

り
中
書
省
に
直
す
。
太
宗
初
め
て
即
位
し
、
「
大
宝
箴
」
を
上

り
て
以
て
諷
す
。
其
の
詞
に
曰
く
、「
今
来
古
往
、
俯
察
仰
観

す
る
に
、
惟
だ
辟
の
み
福
を
作
す
も
、
君
為
る
こ
と
実
に
難

な

た

し
。
…
…
吾
が
王

乱
を
撥
め
、
戡
す
る
に
智
力
を
以
て
す

を
さ

る
も
、
民
其
の
威
を
懼
れ
、
未
だ
其
の
徳
に
懐
か
ず
。
我
が

皇

運
を
撫
し
、
扇
す
る
に
淳
風
を
以
て
す
れ
ば
、
民
其
の

始
に
懐
く
も
、
未
だ
其
の
終
を
保
た
ず
。
爰
に
金
鏡
を
述
べ
、

こ
こ

神
を
窮
め
聖
を
尽
く
さ
ん
。
人
を
使
ふ
に
心
を
以
て
し
、
言

に
応
ず
る
に
行
ひ
を
以
て
す
。
治
体
を
包
括
し
、
詞
令
を
抑

揚
し
、
天
下
を
公
と
為
し
、
一
人
慶
有
り
。
羅
を
開
き
て
起

ち
て
祝
し
、
琴
を
援
き
て
詩
を
命
じ
、
一
日
二
日
、
茲
を
念

ひ

ひ
茲
に
在
り
。
唯
だ
人
の
召
す
所
、
自
ら
天
之
を
祐
く
。
争

た
す

臣
司
直
、
敢
へ
て
前
疑
に
告
ぐ
」
と
。
太
宗
之
を
嘉
し
、
賜

ふ
に
束
帛
を
以
て
し
、
大
理
丞
に
除
す
。

『
唐
文
粋
』
の
「
箴
」
類
で
最
初
に
選
ば
れ
て
い
る
の
は
張
蘊
古

の
「
大
宝
箴
」
で
あ
る
。
陳
彭
年
が
真
宗
に
「
大
宝
箴
」
を
献
上

し
た
の
は
張
蘊
古
に
倣
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
ま
た
真
宗
に

唐
の
太
宗
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
陳
彭
年
は
、

真
宗
に
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
陳
彭
年
が
「
大
宝
箴
」
を
献
上

し
た
の
は
景
徳
の
初
め
で
あ
る
が
、
当
時
姚
鉉
は
開
封
で
官
職
に

就
い
て
い
た
の
で
、
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。『
文
苑
英
華
』
が
こ
の
作
品
を
収
録
し
て
い
な
い
の
に
対
し
、

『
唐
文
粋
』
に
は
そ
れ
が
あ
る
の
は
、
こ
の
出
来
事
に
影
響
さ
れ

た
か
ら
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
ま
た
、『
唐
文
粋
』
で
は
左
遷
に
遭
っ
た
者
の
文
が
大
変

多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
姚
鉉
が
長
き
に
渡
り
左

遷
を
経
験
し
て
き
た
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。『
宋
史
』
の
伝
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

〔
薛
〕
映
摭
鉉
罪
状
数
条
、
密
以
聞
、
〔
景
徳
三
年
（
一
〇
〇

六
）〕
詔
使
劾
之
、
当
奪
一
官
、
特
除
名
。
貶
連
州
文
学
。
吉

州
之
万
安
抵
虔
江
有
贛
石
、
舟
行
其
中
湍
険
万
状
、
鉉
過
感

而
賦
之
以
自
況
。
大
中
祥
符
五
年
（
一
〇
一
二
）
会
赦
、
移

岳
州
、
又
移
舒
州
、
俄
授
本
州
団
練
副
使
。
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映

鉉
の
罪
状
数
条
を
摭
ひ
て
、
密
か
に
以
て
聞
す
る
に
、

ひ
ろ

詔
し
て
之
を
劾
せ
し
め
、
当
に
一
官
を
奪
ひ
、
特
に
除
名
す

べ
し
と
。
連
州
の
文
学
に
貶
せ
ら
る
。
吉
州
の
万
安
よ
り
虔

に
抵
る
ま
で
江
に
贛
石
有
り
、
舟
其
の
中
の
湍
険
万
状
た
る

い
た

を
行
き
、
鉉
過
感
し
て
之
を
賦
し
て
以
て
自
況
す
。
大
中
祥

符
五
年

赦
に
会
ひ
、
岳
州
に
移
り
、
又
た
舒
州
に
移
り
、

俄
か
に
本
州
団
練
副
使
を
授
け
ら
る
。

姚
鉉
は
貶
謫
の
途
上
、
自
身
の
失
意
を
賦
に
し
た
。
こ
う
し
た
経

験
は
、『
唐
文
粋
』
の
分
類
や
作
品
の
選
択
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
賦
に
は
「
哀
楽
愁
思
」（
欧
陽
詹
「
懐
忠
賦
」
、
張
説
「
江

上
愁
心
賦
」
）
が
、
詩
に
は
「
失
意
」（
竇
参
「
遷
謫
江
表
久
未
帰
」
、

孟
郊
「
失
志
夜
坐
思
帰
楚
江
」
）
が
、
文
に
は
「
傷
悼
」
（
柳
宗
元

「
祀
呂
衡
州
化
光
文
」
、
韓
愈
「
祭
柳
子
厚
文
」
、
皇
甫
湜
「
祭
柳

柳
州
文
」
）
が
、
書
に
は
「
激
発
」
、「
哀
鳴
」
、「
忿
恚
」（
劉
軻
「
上

韋
右
丞
書
」
、
柳
宗
元
「
上
李
門
下
書
」
、
駱
賓
王
「
上
吏
部
裴
侍

郎
書
」
、
劉
軻
「
代
荀
卿
与
楚
相
春
申
君
書
」
、
陳
章
甫
「
与
吏
部

孫
員
外
書
」
等
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
多
く
は
失
意
を
表

現
し
た
も
の
で
、
姚
鉉
の
「
過
虔
江
賦
」
と
テ
ー
マ
が
類
似
し
て

い
る
。
そ
の
中
に
柳
宗
元
が
呂
温
を
祭
っ
た
文
や
、
韓
愈
と
皇
甫

湜
が
そ
れ
ぞ
れ
柳
宗
元
を
祭
っ
た
文
、
韓
愈
の
「
柳
子
厚
墓
誌
銘
」
、

「
柳
州
羅
池
廟
碑
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

姚
鉉
が
左
遷
さ
れ
た
連
州
は
、
八
司
馬
の
一
人
劉
禹
錫
が
流
さ
れ

た
土
地
で
あ
る
た
め
、『
唐
文
粋
』
に
は
劉
禹
錫
の
作
品
が
四
十
一

編
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
収
録
数
は
、
全
作
者
中
の
十
番
目
の
多

さ
で
あ
る
。
ま
た
、
連
州
と
柳
宗
元
の
左
遷
先
で
あ
る
永
州
は
隣

り
合
っ
て
お
り
、
姚
鉉
は
柳
宗
元
の
悲
劇
的
な
人
生
に
大
変
共
感

を
覚
え
た
。
彼
は
柳
宗
元
の
作
品
か
ら
、
全
作
者
中
の
六
番
目
（
文

に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
韓
愈
よ
り
も
少
な
い
）
の
多
さ
で
あ
る
五

十
七
編
を
選
ん
だ
だ
け
で
な
く
、
柳
宗
元
が
悲
劇
的
な
人
生
を
送

っ
た
こ
と
を
嘆
じ
た
作
品
に
も
格
別
の
注
意
を
払
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
う
し
た
作
品
の
多
く
は
彼
の
左
遷
後
か
な
り
経
っ
て
か

ら
選
ば
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
「
唐
文
粋
序
」
及
び
巻
ご
と
の
体
裁
か
ら
も
、
本
書
の

成
立
の
過
程
が
窺
わ
れ
る
。
姚
鉉
は
序
の
中
で
本
書
の
分
類
に
つ

い
て
「
得
古
賦
、
楽
章
、
歌
詩
、
賛
頌
、
碑
銘
、
文
論
、
箴
議
、

表
奏
、
伝
録
、
書
序
凡
為
一
百
巻
。
」
（
古
賦
、
楽
章
、
歌
詩
、
賛

頌
、
碑
銘
、
文
論
、
箴
議
、
表
奏
、
伝
録
、
書
序
を
得
て
凡
そ
一

百
巻
と
為
す
。
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
存
す
る
『
唐

文
粋
』
に
は
議
、
古
文
、
記
の
三
類
が
多
く
見
ら
れ
、
順
序
も
一

部
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
序
が
書
か
れ
た
後
、
姚
鉉

は
本
書
全
体
に
手
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

う
ち
、
記
（
巻
七
一
～
七
七
）
の
七
巻
、
古
文
（
巻
四
二
か
ら
四

九
）
の
八
巻
、
議
（
巻
三
九
か
ら
四
二
）
の
四
巻
、
合
わ
せ
て
十

九
巻
が
、
新
た
に
増
補
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
、

『
唐
文
粋
』
の
類
は
し
ば
し
ば
十
干
に
よ
っ
て
順
序
を
表
し
て
い

る
が
、
そ
の
数
を
超
え
た
い
く
つ
か
の
類
は
、
十
一
、
十
二
…
…

と
い
っ
た
具
合
に
、
数
字
に
よ
っ
て
順
序
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
、
詩
に
は
十
一
か
ら
十
八
の
八
巻
が
あ
り
、
碑
に
は
十
一

か
ら
十
七
の
七
巻
が
あ
る
。
こ
う
し
た
体
裁
と
な
っ
た
の
は
お
そ

- 42 -

ら
く
、
当
初
予
定
し
て
い
た
類
ご
と
の
巻
数
は
十
巻
を
超
え
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
巻
十
以
降
の
部
分
は
後
に
増
補

さ
れ
た
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
増
補
さ
れ
た
部
分

は
、
全
部
で
十
五
巻
あ
る
。
以
上
二
種
類
の
増
補
の
部
分
を
合
わ

せ
る
と
、
三
十
四
巻
に
な
る
。
こ
れ
は
数
と
し
て
は
ま
だ
合
わ
な

い
も
の
の
、
五
十
巻
か
ら
百
巻
へ
の
増
補
の
過
程
を
あ
る
程
度
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
推
論
に
対
し
て
、
解
決
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題

が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
唐
文
粋
序
」
が
本
書
が
完
成
し
た
年
を

大
中
祥
符
四
年
と
し
、
ま
た
そ
の
巻
数
を
百
巻
と
し
て
い
る
の
を

ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
思
う
に
、

百
巻
本
は
姚
鉉
の
子
が
父
親
の
死
後
に
献
上
し
た
も
の
で
あ
る
た

め
、
姚
鉉
自
身
は
百
巻
本
に
序
を
附
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
子

あ
る
い
は
本
書
を
刊
行
し
た
者
が
、
五
十
巻
本
に
附
さ
れ
た
序
の

中
の
巻
数
の
部
分
を
、
百
巻
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
宋
人
が
本
序

文
を
引
用
し
た
資
料
か
ら
考
え
る
と
、
現
在
の
序
も
ま
た
、
当
初

の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
王
得
臣
『
麈
史
』
や

王
応
麟
『
玉
海
』
は
そ
の
う
ち
の
類
を
列
挙
し
た
部
分
を
引
用
し
、

い
ず
れ
も
「
古
賦
、
楽
章
、
歌
詩
、
讃
頌
、
碑
銘
、
文
論
、
箴
表
、

伝
録
、
書
序
」
と
し
て
い
る
が
、
現
在
伝
わ
る
明
嘉
靖
本
、
四
庫

全
書
本
は
「
古
賦
、
楽
章
、
歌
詩
、
讃
頌
、
碑
銘
、
文
論
、
箴
議
、

表
奏
、
伝
録
、
書
序
」
と
な
っ
て
お
り
、「
箴
表
」
を
二
つ
に
分
け
、

巻
数
が
比
較
的
多
い
「
議
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
ま

た
ま
間
違
っ
た
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
後
の
編
者
か
出
版
者
が

分
類
に
従
っ
て
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
洪
邁
『
容
斎
五
筆
』
巻
七

に
「
姚
鉉
以
大
中
祥
符
四
年
集
『
唐
文
粋
』
。
其
序
有
云
『
況
今
歴

代
文
籍
略
無
亡
逸
』
。
観
鉉
所
類
文
集
、
蓋
亦
多
不
存
、
誠
為
可
歎
。
」

（
姚
鉉
以
て
大
中
祥
符
四
年
に
『
唐
文
粋
』
を
集
す
。
其
の
序
に

「
況
ん
や
今
歴
代
の
文
籍
略
亡
逸
す
る
無
き
を
や
」
と
云
ふ
有
り
。

ほ
ぼ

鉉
の
類
す
る
所
の
文
集
を
観
る
に
、
蓋
し
亦
た
多
く
存
せ
ざ
る
は
、

誠
に
歎
ず
べ
し
と
為
す
。
）
と
あ
り
、
洪
邁
が
見
た
序
文
は
現
在
の

も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
容
斎
五
筆
』
は
洪
邁
が

没
し
た
一
二
〇
二
年
よ
り
少
し
前
に
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
陳
振
孫

『
直
斎
書
録
解
題
』
に
記
載
さ
れ
る
『
唐
文
粋
』
は
百
巻
本
で
あ

り
、
五
十
巻
本
の
存
在
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
其

自
為
序
称
呉
興
姚
鉉
者
、
蓋
本
郡
望
也
。
」
（
其
れ
自
ら
序
を
為
し

て
呉
興
姚
鉉
と
称
す
る
は
、
蓋
し
郡
望
に
本
づ
く
な
ら
ん
。）
と
あ

る
よ
う
に
、
姚
鉉
が
自
ら
の
名
前
を
記
し
た
部
分
は
現
在
見
ら
れ

る
序
文
と
一
致
す
る
。
陳
振
孫
は
一
二
三
八
年
頃
『
直
斎
書
録
解

題
』
を
著
し
た
が
、
そ
れ
は
『
郡
斎
読
書
志
』（
紹
興
二
十
一
年
（
一

一
五
一
）
完
成
）
よ
り
も
八
十
年
ほ
ど
後
で
あ
る
。
晁
公
武
は
姚

鉉
の
序
に
は
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
現
在
伝
わ
る
百
巻
本
の
序

文
は
、『
郡
斎
読
書
志
』
が
著
さ
れ
た
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
こ
と
が

分
か
る
。
『
唐
文
粋
』
は
そ
の
成
立
の
過
程
で
、
『
文
苑
英
華
』
が

体
裁
を
改
め
た
点
を
参
考
に
し
、
ま
た
景
徳
、
大
中
祥
符
年
間
の

風
潮
に
影
響
さ
れ
、
さ
ら
に
著
者
で
あ
る
姚
鉉
個
人
の
経
験
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
。
百
巻
本
の
中
か
ら

五
十
巻
本
を
復
元
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
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そ
の
編
纂
の
過
程
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

三

『
唐
文
粋
』
の
宋
代
に
お
け
る
流
行

慶
暦
元
年
（
一
〇
四
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
崇
文
総
目
』
巻
一

一
に
「
『
文
粋
』
五
十
巻
」
と
あ
り
、
『
文
苑
英
華
』
の
後
に
置
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
姚
鉉
の
『
唐
文
粋
』
を
指
し
て
お

り
、
現
存
す
る
目
録
の
中
で
最
も
早
い
『
唐
文
粋
』
の
記
録
で
あ

る
。
姚
鉉
の
子
は
一
〇
一
八
年
に
す
で
に
百
巻
本
『
唐
文
粋
』
を

朝
廷
に
献
上
し
て
い
る
が
、『
崇
文
総
目
』
が
記
録
し
て
い
る
の
は

姚
鉉
の
没
後
に
献
上
さ
れ
た
こ
の
百
巻
本
で
は
な
く
、
大
中
祥
符

四
年
に
完
成
し
た
五
十
巻
本
で
あ
る
。
で
は
、
姚
鉉
の
子
は
『
崇

文
総
目
』
が
完
成
す
る
二
十
年
以
上
も
前
に
百
巻
本
の
献
上
を
行

っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
『
崇
文
総
目
』
に
は
五
十
巻
本
し
か
記
録

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
に

解
釈
す
る
こ
と
で
、『
唐
文
粋
』
の
流
伝
の
過
程
が
よ
り
は
っ
き
り

と
分
か
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
抄
本
か
ら
版
本
へ
移
行
す
る
過
程

も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

曾
慥
（
？
～
一
一
五
五
）『
類
説
』
巻
一
九
・
文
粋
に
次
の
よ
う

に
あ
る
。

姚
鉉
責
居
連
州
、
嘗
写
所
著
『
文
粋
』
一
百
巻
。
好
事
者
於

県
楼
貯
之
、
官
属
多
遣
吏
写
録
。
吏
写
為
苦
、
以
塩
水
噀
之
、

冀
其
速
壊
、
後
縦
火
焚
楼
。

姚
鉉
責
め
ら
れ
て
連
州
に
居
り
、
嘗
て
著
す
所
の
『
文
粋
』

一
百
巻
を
写
す
。
好
事
の
者
県
楼
に
於
い
て
之
を
貯
へ
、
官

属
多
く
吏
を
遣
は
し
て
写
録
せ
し
む
。
吏

写
す
を
苦
と
為

し
、
塩
水
を
以
て
之
を
噀
し
、
其
の
速
く
壊
れ
ん
こ
と
を
冀

ひ
、
火
を
縦
ち
て
楼
を
焚
く
。

は
な

『
類
説
』
は
紹
興
六
年
に
書
か
れ
た
書
で
あ
り
、
記
事
は
北
宋
に

関
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
百
巻
本
に
ま
つ
わ
る
こ
の
話

は
そ
れ
以
前
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
先
に
論
じ
た
よ
う

に
、
姚
鉉
が
大
中
祥
符
四
年
に
連
州
で
作
っ
た
の
は
五
十
巻
本
で

あ
り
、
ま
た
こ
の
時
百
巻
本
の
編
纂
が
始
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
連
州
で
書
き
写
さ
れ
た
の
は
五
十
巻
本
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
官
僚
が
下
級
の
役
人
に
こ
れ
を
書
き
写
し
に
行
か
せ
た
の
は
、

州
の
文
学
の
身
分
に
よ
っ
て
抄
本
を
発
行
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

当
時
、
連
州
の
よ
う
な
役
所
に
は
ま
だ
書
籍
を
出
版
す
る
だ
け
の

金
は
無
か
っ
た
た
め
、
本
書
は
そ
の
土
地
で
抄
本
と
い
う
形
で
発

行
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
だ
が
、
書
き
写
す
量
が
や
や
多
か
っ
た

た
め
に
、
役
人
は
苦
痛
に
感
じ
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
使
っ
て
そ
の

場
所
を
壊
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
多
く
の
発
行
部
数

が
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
本
書
が
都
に
伝
わ
り
、
崇
文
院
に
収
め
ら

れ
た
可
能
性
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
一
方
で
、
姚
鉉
が
序
文
で

真
宗
の
汾
河
で
の
祭
祀
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ
言
及
し
、
ま
た
真
宗

朝
に
書
籍
が
大
い
に
備
わ
っ
た
功
績
や
、
真
宗
の
考
え
が
非
常
に

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
称
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
五
十
巻
本
が
完

成
し
た
後
献
上
が
行
わ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
彼

は
当
時
左
遷
さ
れ
た
役
人
で
あ
り
、
ま
だ
朝
廷
に
重
ん
じ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
、
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
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姚
鉉
の
息
子
姚
嗣
復
が
献
上
し
た
百
巻
本
も
ま
た
、
当
然
抄
本
の

は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
が
最
初
に
流
伝
し
た
際
の
形
で
あ
っ
た
。
『
唐

文
粋
』
の
献
上
は
『
崇
文
総
目
』
が
作
ら
れ
る
二
十
年
前
の
こ
と

で
あ
り
、
姚
嗣
復
が
父
親
の
書
を
献
上
し
て
官
位
を
得
た
こ
と
は
、

当
時
広
く
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
晁
公
武
は
特

に
こ
の
こ
と
を
書
き
記
し
、
王
応
麟
の
『
玉
海
』
で
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
献
上
の
こ
と
が
当
時
こ
う
し
た
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
は
、
あ
る
い
は
夏
竦
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
夏
竦
は
幼
い

時
姚
鉉
に
学
び
［

］
、
真
宗
朝
で
は
礼
部
員
外
郎
、
知
制
誥
と
な
っ

11

て
い
た
た
め
、
自
分
の
師
の
息
子
を
助
け
て
書
の
献
上
を
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
。

で
は
な
ぜ
『
崇
文
総
目
』
に
は
五
十
巻
本
し
か
記
録
さ
れ
て
い

な
い
の
か
。
『
郡
斎
読
書
志
』
に
は
、
書
が
献
上
さ
れ
た
後
「
詔
し

て
内
府
に
蔵
し
」
た
と
あ
る
。
内
府
と
は
、
太
清
楼
な
ど
の
皇
帝

が
書
物
を
閲
覧
す
る
た
め
の
場
所
で
あ
る
。『
宋
史
』
芸
文
志
に
「
真

宗
時
、
命
三
館
写
四
部
書
二
本
、
置
禁
中
之
龍
図
閣
及
後
苑
之
太

清
楼
、
以
便
観
覧
。
而
玉
宸
殿
、
四
門
殿
各
有
蔵
書
万
余
巻
。
」（
真

宗
の
時
、
三
館
に
命
じ
四
部
の
書
二
本
を
写
し
、
禁
中
の
龍
図
閣

及
び
後
苑
の
太
清
楼
に
置
き
、
以
て
観
覧
に
便
な
ら
し
む
。
而
し

て
玉
宸
殿
、
四
門
殿
各
お
の
蔵
書
万
余
巻
有
り
。
）
と
あ
る
。
内
府

の
蔵
書
は
非
常
に
豊
富
で
、
多
く
は
外
府
の
図
書
を
複
写
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
全
く
同
じ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
景
徳
元
年
に
は

『
太
清
楼
書
目
』
と
『
咸
平
館
閣
書
目
』
が
編
ま
れ
、
併
用
さ
れ

た
。
百
巻
本
は
内
府
で
あ
る
太
清
楼
に
収
め
ら
れ
、
外
府
で
あ
る

崇
文
院
に
は
五
十
巻
本
だ
け
が
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

他
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
大
中
祥
符

八
年
（
一
〇
一
五
）、
火
災
に
よ
っ
て
崇
文
院
の
書
籍
は
多
く
が
失

わ
れ
、
残
っ
た
本
は
崇
文
外
院
に
収
め
ら
れ
た
。
『
崇
文
総
目
』
が

慶
暦
元
年
（
一
〇
四
一
）
に
完
成
し
た
時
、
宮
中
の
百
巻
本
は
お

そ
ら
く
す
で
に
焼
け
て
し
ま
い
、
五
十
巻
本
だ
け
が
残
っ
て
い
た
。

『
崇
文
総
目
』
は
こ
れ
に
拠
っ
て
記
録
し
た
。
こ
の
時
百
巻
本
は

す
で
に
印
刷
さ
れ
て
世
の
中
に
出
回
っ
て
い
た
が
、
崇
文
院
で
は

そ
れ
を
記
録
し
な
か
っ
た
。
後
に
百
巻
本
の
方
が
広
く
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
五
十
巻
本
に
は
目
が
向
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
［

］
。
し
た
が
っ
て
、
『
唐
文
粋
』
が
朝
廷

12

に
献
上
さ
れ
た
際
に
も
、
五
十
巻
本
か
ら
百
巻
本
へ
の
変
化
、
そ

し
て
抄
本
か
ら
版
本
へ
の
変
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
唐
文
粋
』
の
印
刷
は
姚
鉉
が
没
し
て
か
ら
二
十
年
後
、
仁
宗

の
宝
元
二
年
（
一
〇
三
九
）
に
孟
琪
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
施
昌

言
「
唐
文
粋
後
序
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

故
姚
右
使
纂
唐
賢
之
文
百
巻
、
用
意
精
博
、
世
尤
重
之
。
然

巻
帙
繁
浩
、
人
欲
伝
録
、
未
易
為
力
。
臨
安
進
士
孟
琪
、
代

襲
儒
素
、
家
富
文
史
、
爰
是
摹
印
、
以
広
流
布
。
観
其
校
之

是
、
写
之
工
、
鏤
之
善
、
勤
亦
至
矣
。
噫
、
古
之
蔵
書
者
必

芟
竹
鏟
木
、
殫
絙
竭
毫
、
盛
其
蘊
宏
、
其
載
乃
有
之
。
今
是

書
也
、
積
之
不
盈
幾
、
秘
之
不
満
笥
、
無
煩
簡
札
而
坐
獲
至

宝
。
士
君
子
有
志
于
学
、
其
将
舎
諸
。
若
夫
述
作
之
旨
悉
于

前
序
、
此
不
復
云
。
宝
元
二
年
嘉
平
月
、
殿
中
侍
御
史
呉
興

施
昌
言
序
。
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故
姚
右
使

唐
賢
の
文
百
巻
を
纂
め
、
意
を
用
ふ
る
こ
と
精

あ
つ

博
に
し
て
、
世
尤
も
之
を
重
ん
ず
。
然
れ
ど
も
巻
帙
繁
浩
に

し
て
、
人

伝
録
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
未
だ
力
を
為
す
こ
と

易
か
ら
ず
。
臨
安
の
進
士
孟
琪
、
儒
素
を
代
襲
し
、
家

文

史
に
富
み
、
爰
に
是
れ
摹
印
し
、
以
て
広
く
流
布
す
。
其
の

こ
こ

校
す
る
の
是
、
写
す
の
工
、
鏤
る
の
善
を
観
る
に
、
勤
む
る

ゑ

こ
と
亦
た
至
れ
り
。
噫
、
古
の
書
を
蔵
す
る
者
必
ず
竹
を
芟か

り
木
を
鏟
し
、
絙
を
殫
く
し
毫
を
竭
く
し
、
其
の
蘊
宏
を
盛

つ

ん
に
し
て
、
其
の
載
す
る
こ
と
乃
ち
之
有
り
。
今
是
の
書
や
、

之
を
積
む
こ
と
幾
に
盈
た
ず
、
之
を
秘
む
る
こ
と
笥
を
満
た

さ
ず
、
簡
札
に
煩
は
さ
る
る
無
く
し
て
坐
し
て
至
宝
を
獲
。

士
君
子
の
学
に
志
す
有
れ
ば
、
其
れ
将
に
諸
を
舎
て
ん
と
す
。

こ
れ

す

夫
の
述
作
の
旨
の
若
き
は
前
序
に
悉
せ
ば
、
此
に
復
た
云
は

ご
と

つ
く

ず
。
宝
元
二
年
嘉
平
の
月
、
殿
中
侍
御
史
呉
興
施
昌
言
序
す
。

施
昌
言
が
見
た
の
は
『
唐
文
粋
』
の
初
刻
本
で
あ
り
、
書
名
は
『
文

粋
』
で
、
百
巻
で
あ
っ
た
［

］
。
「
夫
の
述
作
の
旨
の
若
き
は
前
序

ご
と

13

に
悉
」
す
と
あ
る
の
は
、
姚
鉉
が
書
い
た
序
の
こ
と
で
あ
る
。
施

つ
く

昌
言
は
姚
鉉
と
同
時
代
の
人
で
、『
宋
史
』
巻
二
九
九
に
伝
が
あ
る
。

施
昌
言
字
正
臣
、
通
州
静
海
人
。
挙
進
士
高
第
、
授
将
作
監

丞
、
通
判
滁
州
。
後
以
太
常
博
士
召
試
館
職
、
不
中
選
、
遷

尚
書
屯
田
員
外
郎
、
知
太
平
州
。
上
「
政
論
」
三
十
篇
、
入

為
殿
中
侍
御
史
、
開
封
府
判
官
。
安
撫
淮
南
、
還
、
以
礼
部

員
外
郎
兼
侍
御
史
知
雑
事
、
遷
三
司
度
支
副
使
、
除
天
章
閣

待
制
、
河
北
都
転
運
使
。
…
…
徙
江
、
淮
発
運
使
、
加
龍
図

閣
直
学
士
、
知
応
天
府
、
又
知
延
州
。
…
…
又
知
杭
州
、
加

龍
図
閣
学
士
、
復
知
滑
州
。
以
老
求
罷
、
乃
以
知
越
州
。
至

京
師
、
卒
。

施
昌
言
字
は
正
臣
、
通
州
静
海
の
人
。
進
士
高
第
に
挙
げ
ら

れ
、
将
作
監
丞
を
授
け
ら
れ
、
滁
州
に
通
判
た
り
。
後

太

常
博
士
を
以
て
館
職
に
召
試
せ
ら
る
る
も
、
選
に
中
た
ら
ず
、

尚
書
屯
田
員
外
郎
に
遷
り
、
太
平
州
に
知
た
り
。
「
政
論
」
三

十
篇
を
上
り
、
入
り
て
殿
中
侍
御
史
、
開
封
府
判
官
と
為
る
。

淮
南
を
安
撫
し
、
還
り
て
、
礼
部
員
外
郎
兼
侍
御
史
を
以
て

雑
事
を
知
し
、
三
司
度
支
副
使
に
遷
り
、
天
章
閣
待
制
、
河

北
都
転
運
使
に
除
せ
ら
る
。
…
…
江
、
淮
の
発
運
使
に
徙
り
、

龍
図
閣
直
学
士
を
加
へ
ら
れ
、
応
天
府
に
知
た
り
て
、
又
た

延
州
に
知
た
り
。
…
…
又
た
杭
州
に
知
た
り
て
、
龍
図
閣
学

士
を
加
へ
ら
れ
、
復
た
滑
州
に
知
た
り
。
老
ゆ
る
を
以
て
罷

め
ん
こ
と
を
求
め
、
乃
ち
以
て
越
州
に
知
た
り
。
京
師
に
至

り
、
卒
す
。

序
の
末
尾
で
職
名
を
殿
中
侍
御
使
と
し
て
い
る
の
は
、
伝
の
記
述

と
一
致
す
る
。
こ
れ
は
施
昌
言
が
官
僚
と
な
っ
て
か
ら
三
番
目
の

職
で
あ
り
、
彼
が
四
十
歳
前
後
の
こ
と
で
あ
る
。
施
昌
言
は
『
唐

文
粋
』
に
つ
い
て
「
世
尤
も
之
を
重
ん
ず
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ

の
抄
本
が
当
時
す
で
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
臨
安
の
進
士
孟
琪
の
経
歴
は
よ
く
分
か
ら
な
い
［

］

が
、

14

施
昌
言
が
「
家

文
史
に
富
み
」
と
述
べ
、
ま
た
そ
の
校
閲
、
筆
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写
、
板
刻
を
褒
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
は
孟
琪
個
人
が
出
版

し
た
本
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
場
合
、
当
然
商
業
的
利
益
が
重
視

さ
れ
る
た
め
、
彼
は
後
序
の
中
で
版
本
の
利
便
性
と
、
そ
こ
に
明

ら
か
な
売
ら
ん
か
な
の
態
度
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
当

時
、
杭
州
は
出
版
の
盛
ん
な
地
域
で
、
崇
文
院
の
本
の
い
く
ら
か

も
杭
州
で
印
刷
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
唐
文
粋
』
は
こ
の
杭
州
で

刊
行
さ
れ
た
た
め
、
写
本
よ
り
も
遥
か
に
広
く
伝
わ
っ
た
。
こ
う

し
て
、
こ
の
個
人
に
よ
る
大
型
の
唐
人
の
総
集
は
抄
本
か
ら
版
本

へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
広
ま
る
速
度
と
範
囲
は
大
き
く

増
し
た
。
本
書
の
目
録
か
ら
は
古
文
を
復
興
せ
ん
と
す
る
態
度
が

は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
、
ま
た
当
時
主
流
で
あ
っ
た
律
詩
と
四
六

駢
儷
文
を
意
識
し
て
避
け
た
大
部
な
著
作
で
あ
っ
た
が
、
出
版
の

技
術
と
商
業
の
効
率
的
な
販
売
に
よ
っ
て
、
本
書
は
う
ま
く
広
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

『
唐
文
粋
』
は
北
宋
の
時
す
で
に
多
く
の
人
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
石
介
（
一
〇
〇
五
～
一
〇
四
五
）『
徂
徠
集
』
巻

一
二
「
上
趙
先
生
書
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

介
閑
居
、
嘗
読
『
唐
文
粋
』
及
『
昌
黎
集
』
。
観
其
述
作
炳
然
、

有
三
代
両
漢
遺
風
。
殊
不
類
今
之
文
、
曰
詩
賦
者
、
曰
碑
頌

者
、
曰
銘
賛
者
、
或
序
記
、
或
書
箴
、
必
本
於
教
化
仁
義
、

根
於
礼
楽
刑
政
、
而
後
為
之
。
辞
大
者
駆
引
帝
王
之
道
、
施

於
国
家
、
及
於
人
民
、
以
佐
神
霊
、
以
浸
虫
魚
。
次
者
正
百

度
、
叙
百
官
、
和
陰
陽
、
平
四
時
、
以
舒
暢
元
化
、
緝
安
四

方
。

介
閑
居
し
、
嘗
て
『
唐
文
粋
』
及
び
『
昌
黎
集
』
を
読
む
。

其
の
述
作
の
炳
然
た
る
を
観
る
に
、
三
代
両
漢
の
遺
風
有
り
。

殊
に
今
の
文
に
類
せ
ず
、
詩
賦
と
曰
ふ
者
、
碑
頌
と
曰
ふ
者
、

銘
賛
と
曰
ふ
者
、
或
い
は
序
記
、
或
い
は
書
箴
、
必
ず
教
化

仁
義
に
本
づ
き
、
礼
楽
刑
政
に
根
ざ
し
て
、
而
る
後
之
を
為

す
。
辞

大
な
る
者
は
駆
け
て
帝
王
の
道
に
引
き
、
国
家
に

施
し
、
人
民
に
及
ぼ
し
、
以
て
神
霊
を
佐
け
、
以
て
虫
魚
を

浸
す
。
次
な
る
者
は
百
度
を
正
し
、
百
巻
を
叙
で
、
陰
陽
を

つ
い

和
し
、
四
時
を
平
ら
げ
、
以
て
元
化
を
舒
暢
し
、
四
方
を
緝

安
す
。

趙
先
生
は
趙
師
民
の
こ
と
で
あ
る
［

］
。
石
介
が
先
生
と
呼
ん
で
い

15

た
の
は
、
趙
師
民
が
役
人
と
な
る
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ

の
書
簡
は
石
介
が
三
十
歳
（
一
〇
三
五
）
の
頃
に
書
か
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
［

］
。
石
介
が
『
唐
文
粋
』
を
読
ん
だ
の
は
、
本
書
が
杭

16

州
で
刊
行
さ
れ
る
前
で
あ
る
か
ら
、
抄
本
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
五
十
巻
本
で
あ
っ
た
の
か
百
巻
本
で
あ
っ
た
の
か
は

断
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
書
簡
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
記
」

類
に
つ
い
て
は
、
第
二
節
で
の
分
析
か
ら
百
巻
本
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。『
唐
文
粋
』
を
韓
愈
の
文
集
と
と
も
に
並
べ
、『
唐
文
粋
』

か
ら
窺
え
る
姚
鉉
の
文
学
に
対
す
る
考
え
方
と
共
通
し
た
こ
と
が

ら
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
介
の
よ
う
な
古
文
家
の
眼
に
は
、

本
書
は
韓
愈
の
文
集
同
様
、
模
範
と
す
べ
き
も
の
と
映
っ
て
い
た
。

『
唐
文
粋
』
は
そ
の
完
成
か
ら
わ
ず
か
二
十
数
年
で
、
か
く
も
重

視
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
石
介
ら
に
と
っ
て
、
姚
鉉
は
古
文
復
興
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に
お
け
る
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
姚
鉉
が
『
唐
文
粋
』
の
中
に
示
し

た
考
え
は
、
彼
ら
の
進
む
べ
き
方
向
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
王
得
臣
（
一
〇
三
六
～
一
一
一
六
）『
麈
史
』
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。

呉
興
姚
鉉
集
唐
人
所
為
古
賦
、
楽
章
、
歌
詩
、
賛
頌
、
碑
銘
、

文
論
、
箴
表
、
伝
録
、
書
序
凡
百
巻
、
名
『
文
粋
』。
予
在
開

封
時
、
長
渝
遊
相
国
寺
、
得
唐
漳
州
刺
史
張
登
文
集
一
策
六

巻
。
権
文
公
為
之
序
、
其
略
曰
、「
所
著
詩
賦
之
外
、
書
啓
、

誌
記
、
序
述
、
銘
誄
合
為
一
百
二
十
篇
。
」
又
、「
如
『
求
居
』
、

『
寄
別
』
、『
懐
人
』
三
賦
、
与
『
証
相
』
一
経
、
意
有
所
激
、

鏘
然
玉
振
。
倘
有
継
昭
明
之
為
者
、
斯
不
可
遺
也
。」
然
所
得

書
肆
鏤
本
、
纔
六
十
六
篇
。
蓋
已
亡
其
半
。
抑
観
『
文
萃
』

並
不
編
載
。
由
是
知
姚
亦
有
未
見
者
。
予
続
『
文
粋
』
之
外
、

登
之
文
以
至
金
石
所
伝
裒
而
録
之
、
以
広
前
集
、
今
病
矣
、

不
酬
其
志
。

呉
興
の
姚
鉉

唐
人
の
為
る
所
の
古
賦
、
楽
章
、
歌
詩
、
賛

つ
く

頌
、
碑
銘
、
文
論
、
箴
表
、
伝
録
、
書
序
凡
そ
百
巻
を
集
し
、

『
文
粋
』
と
名
づ
く
。
予
開
封
に
在
り
し
時
、
長
渝

相
国

寺
に
遊
び
、
唐
の
漳
州
刺
史
張
登
の
文
集
一
策
六
巻
を
得
。

権
文
公
之
が
序
を
為
り
、
其
の
略
に
曰
く
、
「
著
は
す
所
の
詩

賦
の
外
、
書
啓
、
誌
記
、
序
述
、
銘
誄
合
は
せ
て
一
百
二
十

篇
と
為
す
」
と
。
又
た
、
「
『
求
居
』
、
『
寄
別
』
、
『
懐
人
』
三

賦
と
、
『
証
相
』
一
経
と
の
如
き
は
、
意
に
激
す
る
所
有
り
、

鏘
然
玉
振
た
り
。
倘
し
昭
明
の
為
す
を
継
ぐ
者
有
ら
ば
、
斯
遺

も

こ
れ

す

つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
然
れ
ど
も
得
る
所
の
書
肆
の
鏤

本
、
纔
か
六
十
六
篇
の
み
。
蓋
し
已
に
其
の
半
ば
を

亡

は

う
し
な

ん
。
抑
そ
も
『
文
萃
』
を
観
る
に
並
び
に
編
載
せ
ず
。
是
れ

に
由
り
姚
も
亦
た
未
だ
見
ざ
る
者
有
る
を
知
る
。
予
『
文
粋
』

の
外
を
続
ぐ
に
、
登
の
文
以
て
金
石
の
伝
裒
す
る
所
に
至
る

ま
で
之
を
録
し
、
以
て
前
集
を
広
め
ん
と
す
る
も
、
今
病
み

た
り
、
其
の
志
に
酬
い
ず
。

王
得
臣
は
嘉
祐
四
年
（
一
〇
五
九
）
の
進
士
で
あ
り
、
岳
州
巴
陵

の
長
官
、
管
幹
京
西
漕
司
文
字
を
経
て
、
秘
書
丞
、
提
挙
開
封
府

界
常
平
等
事
、
開
封
府
判
官
等
に
な
り
［

］
、
そ
の
後
は
さ
ま
ざ
ま

17

な
地
方
の
官
を
歴
任
し
た
。
彼
が
開
封
に
い
た
の
は
、
元
祐
二
年

（
一
〇
八
七
）
の
前
か
、
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
に
任
を
終
え

る
前
で
あ
り
、
そ
の
時
目
に
し
た
『
唐
文
粋
』
は
孟
琪
が
印
刷
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王
得
臣
は
『
唐
文
粋
』
の
中
に

張
登
の
作
品
が
見
ら
れ
な
か
い
こ
と
で
該
書
の
収
録
が
十
分
で
な

い
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
が
『
唐
文
粋
』
を
唐

代
の
文
を
最
も
よ
く
収
め
た
書
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
彼
は
『
続
文
粋
』
を
作
る
こ
と
を
計
画
し
た
。

さ
ら
に
、
曾
鞏
（
一
〇
一
九
～
一
〇
八
三
）「
鮑
溶
詩
集
目
録
序
」

（
『
元
豊
類
稿
』
巻
一
一
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
鮑
溶
詩
集
』
六
巻
、
史
館
書
旧
題
云
『
鮑
防
集
』
五
巻
。

『
崇
文
総
目
』
叙
別
集
亦
然
。
知
制
誥
宋
敏
求
為
臣
言
、「
此

集
詩
見
『
文
粋
』
、
『
唐
詩
類
選
』
者
、
皆
称
鮑
溶
作
。
又
防
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之
『
雑
感
詩
』
最
顕
、
而
此
集
無
之
、
知
此
詩
非
防
作
也
。」

臣
以
『
文
粋
』
、
『
類
選
』
及
防
「
雑
感
詩
」
考
之
、
敏
求
言

皆
是
。
又
得
参
知
政
事
欧
陽
修
所
蔵
『
鮑
溶
集
』
与
此
集
同
。

然
後
知
為
溶
集
決
也
。

『
鮑
溶
詩
集
』
六
巻
、
史
館
の
書
の
旧
題
に
『
鮑
防
集
』
五

巻
と
云
ふ
。『
崇
文
総
目
』
に
叙
ぶ
る
別
集
も
亦
た
然
り
。
知

制
誥
宋
敏
求

臣
の
為
に
言
ふ
、「
此
の
集
の
詩
の
『
文
粋
』
、

た
め

『
唐
詩
類
選
』
に
見
る
は
、
皆
鮑
溶
の
作
と
称
す
。
又
た
防

の
『
雑
感
詩
』
最
も
顕
ら
か
に
し
て
、
此
の
集
に
之
無
く
、

あ
き

此
の
詩

防
の
作
に
非
ざ
る
を
知
る
な
り
」
と
。
臣
『
文
粋
』
、

『
類
選
』
及
び
防
の
「
雑
感
詩
」
を
以
て
之
を
考
ふ
る
に
、

敏
求
の
言
皆
是
な
り
。
又
た
参
知
政
事
欧
陽
修
の
蔵
す
る
所

の
『
鮑
溶
集
』
を
得
る
に
此
の
集
と
同
じ
。
然
る
後

溶
集
為た

る
こ
と
決
す
る
を
知
る
な
り
。

こ
の
資
料
か
ら
、
北
宋
の
中
期
に
は
す
で
に
宋
敏
求
、
曾
鞏
が
『
唐

文
粋
』
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
趙
明
誠
（
一

〇
八
一
～
一
一
二
九
）『
金
石
録
』
巻
二
八
「
唐
滑
台
新
駅
記
」
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

右
「
唐
滑
台
新
駅
記
」、
李
勉
撰
、
李
陽
冰
篆
。
其
陰
有
銘
、

欧
陽
公
云
、「
不
知
作
者
為
誰
。
」
余
嘗
考
之
、
乃
舒
元
輿
「
玉

箸
篆
志
後
賛
」
也
。
其
文
載
於
『
唐
文
粋
』
及
元
輿
集
中
。

欧
陽
公
偶
未
嘗
見
之
爾
。

右
「
唐
滑
台
新
駅
記
」、
李
勉
撰
、
李
陽
冰
篆
。
其
の
陰
に
銘

有
り
、
欧
陽
公
云
ふ
、「
作
者
誰
為
る
か
を
知
ら
ず
」
と
。
余

嘗
て
之
を
考
ふ
る
に
、
乃
ち
舒
元
輿
「
玉
箸
篆
志
後
賛
」
な

り
。
そ
の
文
『
唐
文
粋
』
及
び
元
輿
の
集
中
に
載
す
。
欧
陽

公
偶
た
ま
未
だ
嘗
て
之
を
見
ざ
る
の
み
。

こ
こ
で
は
、
本
書
は
『
唐
文
粋
』
と
書
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

李
清
照
が
南
へ
移
っ
た
後
に
補
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
後
人
に
よ

っ
て
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
石
介
、
王
得
臣
、
曾
鞏
、
趙
明

誠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仁
宗
朝
か
ら
北
宋
末
期
に
か
け
て
の
人
物
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
『
唐
文
粋
』
が
出
版
さ
れ
た
後
七
八
十
年
か

け
て
本
書
は
次
第
に
広
ま
り
、
人
々
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ

と
が
分
か
る
。
石
介
以
外
の
三
人
は
、
本
書
を
文
献
資
料
と
し
て

扱
っ
て
い
る
。
た
だ
、
欧
陽
脩
や
王
安
石
、
三
蘇
と
い
っ
た
著
名

な
文
人
の
著
作
に
本
書
に
言
及
し
た
資
料
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
彼
ら
の
時
代
に
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
と
は
い
え
、『
類
説
』
に
記
述
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
考
え
れ
ば
、
本
書
が
文
人
た
ち
に
与
え
る
影
響
は
次
第
に

大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

南
宋
の
初
め
に
、
百
巻
本
『
唐
文
粋
』
は
再
び
印
刷
さ
れ
た
。

こ
れ
が
紹
興
九
年
臨
安
府
刊
本
で
あ
り
、
晁
公
武
『
郡
斎
読
書
志
』
、

尤
袤
『
遂
初
堂
書
目
』、
陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
』
に
記
載
さ
れ

る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
本
で
あ
る
。
こ
の
版
本
は
現
在
も
伝
わ

っ
て
お
り
、
傅
増
湘
『
蔵
園
群
書
経
眼
録
』
の
『
文
粋
』
の
条
に

附
さ
れ
た
解
題
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
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宋
紹
興
九
年
臨
安
府
刊
本
、
半
葉
十
五
行
、
行
二
十
四
至
二

十
七
字
不
等
。
白
口
、
左
右
双
欄
、
版
心
魚
尾
下
記
「
粋
」

幾
、
下
記
葉
数
、
最
下
記
刊
工
姓
名
。
有
王
成
、
王
允
成
、

王
因
、
王
受
、
牛
実
、
弓
成
、
朱
祥
、
朱
礼
、
阮
于
、
何
全
、

胡
杏
、
呉
邵
、
沈
紹
、
陳
然
、
徐
真
、
董
明
等
。
前
有
序
、

半
葉
十
三
行
、
行
二
十
二
至
二
十
四
字
、
後
有
宝
元
二
年
呉

興
施
昌
言
序
、
半
葉
十
三
行
、
行
十
八
九
字
不
等
。
巻
末
有

紹
興
九
年
臨
安
府
開
雕
幷
銜
名
。
録
如
下
、
「
臨
安
府
今
重
行

開
雕
唐
『
文
粋
』
一
部
、
計
二
十
策
。
已
委
官
校
正
訖
。
紹

興
九
年
正
月
日
。」

四
部
叢
刊
本
（
明
嘉
靖
刊
本
影
印
）
に
附
さ
れ
た
張
元
済
の
校
勘

記
に
「
江
校
宋
本
、
巻
末
有
校
正
銜
名
十
四
行
、
今
附
録
於
左
。」

（
江

宋
本
を
校
す
る
に
、
巻
末
に
校
正
の
銜
名
十
四
行
有
り
、

今
左
に
附
録
す
。）
と
あ
り
、
以
下
そ
の
十
四
行
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。

臨
安
府

今
重
行
開
雕
唐
文
粋
壱
部
計
弐
拾
策
已
委
官
校
正
訖

紹
興
九
年
正
月

日

右
文
林
郎
臨
安
府
観
察
推
官
林
常

左
承
直
郎
寧
海
軍
節
度
推
官
周
公
才

右
承
直
郎
臨
安
府
観
察
判
官
蘇
彦
忠
監
雕

左
従
事
郎
浙
西
安
撫
司
准
備
差
遣
劉
嶸
重
校

左
従
事
郎
臨
安
府
府
学
教
授
陳
之
淵
重
校

右
承
奉
郎
特
添
差
簽
書
寧
海
軍
節
度
判
官
庁
公
事
王
遜

左
承
事
郎
添
差
臨
安
府
府
学
教
授
周
孚
先
重
校

右
朝
散
大
夫
簽
書
寧
海
軍
節
度
判
官
庁
公
事
梁
宏
祖

左
宣
義
郎
通
判
臨
安
軍
府
事
朱
敦
儒

右
朝
散
大
夫
通
判
臨
安
軍
府
事
王
榕

右
朝
議
大
夫
充
徽
猷
閣
待
制
知
臨
安
軍
府
事
両
浙
西
路
安
撫

使
馬
歩
軍
都
総
管
張
澄

右
の
附
記
を
見
れ
ば
、
こ
れ
が
州
府
の
役
所
で
刊
行
さ
れ
た
本
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
「
重
行
開
雕
」（
重
ね
て
開
雕
を
行

ふ
）
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
孟
琪
が
出
版
し
た
本
を
指

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
北
宋
の
時
早
く
か
ら
杭
州
府
で
官
版
が

作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
附
記
に
は
宋
代
の
州
府

に
よ
る
書
籍
出
版
の
情
報
が
し
っ
か
り
と
残
さ
れ
て
い
る
。
事
業

の
参
加
者
は
全
部
で
十
人
で
あ
り
、
監
雕
、
重
校
、
校
正
の
三
つ

に
分
か
れ
て
い
る
。
参
加
者
は
皆
州
府
の
中
下
級
官
僚
や
府
学
の

教
授
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
劉
嶸
は
紹
興
八
年
の
進
士
で
、
後
に
太

常
博
士
、
福
建
提
挙
と
な
っ
た
［

］
。
陳
之
淵
に
つ
い
て
は
、
『
南

18

宋
館
閣
録
』
巻
七
に
「
字
宗
卿
、
毘
陵
人
。
張
九
成
榜
進
士
出
身
、

治
『
春
秋
』
兼
詩
賦
。
紹
興
十
一
年
為
秘
閣
校
書
郎
、
十
二
年
為

饒
州
通
判
、
三
十
一
年
以
吏
部
員
外
郎
兼
権
館
閣
少
監
、
三
十
二

年
為
起
居
舎
人
。
」
（
字
は
宗
卿
、
毘
陵
の
人
。
張
九
成
の
榜
の
進

士
出
身
に
し
て
、『
春
秋
』
兼
ね
て
詩
賦
を
治
む
。
紹
興
十
一
年
秘

閣
校
書
郎
と
為
り
、
十
二
年
饒
州
通
判
と
為
り
、
三
十
一
年
吏
部

員
外
郎
を
以
て
権
館
閣
少
監
を
兼
ね
、
三
十
二
年
起
居
舎
人
と
為
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る
。
）
と
あ
る
［

］
。
周
孚
先
に
つ
い
て
は
、『
建
炎
以
来
繫
年
要
録
』

19

巻
九
五
に
「
右
迪
功
郎
監
明
州
鶴
鳴
買
納
塩
場
周
孚
先
賜
同
進
士

出
身
、
添
差
臨
安
府
府
学
教
授
。
孚
先
、
臨
晋
人
、
常
従
程
頤
学
。

既
用
積
挙
得
官
、
著
作
佐
郎
張
九
成
等
言
、
『
孚
先
問
学
淵
源
、
操

履
方
正
、
久
游
庠
序
、
士
論
推
服
。
欲
望
朝
廷
処
以
師
儒
之
職
、

使
為
後
学
矜
式
、
庶
幾
尽
其
所
長
、
少
補
教
化
。
』
故
有
是
命
。
」

（
右
迪
功
郎
監
明
州
鶴
鳴
買
納
塩
場
周
孚
先

同
進
士
出
身
を
賜

は
り
、
添
差
臨
安
府
府
学
教
授
た
り
。
孚
先
、
臨
晋
の
人
、
常
て

か
つ

程
頤
に
従
ひ
て
学
ぶ
。
既
に
挙
を
積
む
を
用
て
官
を
得
、
著
作
佐

郎
張
九
成
等
言
ふ
、「
孚
先
は
問
学
淵
源
、
操
履
方
正
に
し
て
、
久

し
く
庠
序
に
游
び
、
士
論
推
服
す
。
朝
廷

処
す
る
に
師
儒
の
職

を
以
て
し
、
後
学
の
矜
式
と
為
ら
し
め
ん
こ
と
を
欲
望
し
、
其
の

長
ず
る
所
を
尽
く
し
、
少
し
く
教
化
を
補
は
ん
こ
と
を
庶
幾
ふ
」

と
。
故
に
是
の
命
有
り
。
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
紹
興
五
年
の
記
事
で

あ
り
、
こ
の
頃
か
ら
彼
は
学
界
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
他

王
榕
、
張
澄
に
つ
い
て
は
、
劉
一
止
『
苕
渓
集
』
巻
四
二
「
蔣
璨

両
浙
運
副
梁
沢
民
江
西
運
判
米
友
仁
浙
西
提
挙
茶
塩
鄭
僑
年
江
東

提
挙
茶
塩
王
榕
江
西
提
挙
茶
塩
」、
巻
三
九
「
張
澄
除
徽
猷
閣
直
学

士
依
旧
知
臨
安
府
」
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。
朱
敦
儒
も
ま
た
文
壇

で
重
き
を
な
し
た
人
物
で
あ
り
、『
宋
史
』
巻
四
四
五
の
伝
に
「
〔
紹

興
二
年
〕
賜
進
士
出
身
、
為
秘
書
省
正
字
。
俄
兼
兵
部
郎
官
、
遷

両
浙
東
路
提
点
刑
獄
。
」
（
進
士
出
身
を
賜
は
り
、
秘
書
省
正
字
と

為
る
。
俄
か
に
兵
部
郎
官
を
兼
ね
、
両
浙
東
路
提
点
刑
獄
に
遷
る
。
）

と
あ
る
。
伝
に
は
杭
州
府
の
通
判
と
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
無
い

た
め
、
こ
の
資
料
は
朱
敦
儒
の
経
歴
が
分
か
る
重
要
な
も
の
で
あ

る
。
官
版
『
唐
文
粋
』
出
版
の
事
業
に
携
わ
っ
た
人
々
の
こ
う
し

た
経
歴
か
ら
、
彼
ら
が
比
較
的
高
度
な
学
問
を
備
え
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
た
め
、
本
書
の
質
の
高
さ
が
想
像
さ
れ
る
。
南
宋
の
臨

安
府
は
、
当
時
最
も
出
版
が
盛
ん
な
場
所
で
あ
り
、
そ
の
力
を
借

り
て
、
こ
の
版
本
は
広
く
伝
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
現
存
す
る
中

で
最
も
古
く
、
整
っ
た
『
唐
文
粋
』
の
版
本
は
こ
れ
で
あ
る
［

］
。

20

こ
れ
以
後
、
『
唐
文
粋
』
は
代
々
刊
行
さ
れ
て
世
に
出
さ
れ
た
が
、

そ
の
多
く
は
こ
の
版
本
と
関
係
が
あ
る
［

］
。

21

南
宋
以
降
、
ま
た
別
の
版
本
が
現
れ
た
。
周
必
大
（
一
一
二
六

～
一
二
〇
七
）
「
題
裴
晋
公
撰
李
西
平
神
道
碑
」
（
『
文
忠
集
』
巻

四
七
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

右
裴
晋
公
撰
「
李
西
平
神
道
碑
」、
以
校
江
、
浙
、
閩
『
唐
文

粋
』
本
、
大
率
伝
写
脱
謬
、
且
経
改
易
、
不
暇
遍
挙
。
姑
言

其
甚
者
、
「
乾
元
初
立
功
武
都
、
邦
人
咸
服
、
具
以
状
聞
。
」

而
諸
本
尽
作
「
具
状
以
聞
」
、
何
俗
弱
也
。「
乗
墉
壑
如
通
道
」
、

殆
有
二
義
、
当
謂
士
卒
賈
勇
升
高
陟
険
如
履
平
。
不
然
、
以

「
而
」
為
「
如
」
、
猶
『
春
秋
』
、
『
書
』
「
星
隕
如
雨
」
也
。

今
衆
本
直
改
作
「
而
通
道
」
、
或
増
一
字
為
「
軌
道
」
。
于
是

下
句
「
硩
梟
鏡
而
清
宮
」
亦
添
一
「
禁
」
字
。
按
『
周
礼
』

秋
官
、
「
硩
蔟
氏
掌
覆
夭
鳥
之
巣
」
、
鄭
氏
読
如
擿
。
碑
蓋
用

此
「
硩
」
字
、
而
諸
本
尽
改
為
「
磔
」
、
尤
更
浅
陋
。
古
書
日

壊
、
俗
本
日
多
。
此
予
所
以
撫
巻
三
嘆
也
。
慶
元
丙
辰
十
一

月
己
卯
。

右
裴
晋
公
撰
「
李
西
平
神
道
碑
」、
以
て
江
、
浙
、
閩
の
『
唐
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文
粋
』
の
本
を
校
す
る
に
、
大
率
伝
写
脱
謬
し
、
且
つ
改
易

お
ほ
む
ね

を
経
、
遍
く
挙
ぐ
る
に
暇
あ
ら
ず
。
姑
く
其
の
甚
だ
し
き
者

を
言
へ
ば
、
「
乾
元
の
初

功
を
武
都
に
立
て
、
邦
人
咸
服

み
な

し
、
具
に
状
を
以
て
聞
す
」
と
。
而
る
に
諸
本
尽
く
「
具
に

状
も
て
以
て
聞
す
」
に
作
る
は
、
何
ぞ
俗
弱
な
る
。「
墉
壑
に

乗
る
こ
と
道
を
通
る
が
如
し
」
は
、
殆
ど
二
義
有
る
も
、
当

に
士
卒
の
賈
勇
高
き
に
升
り
険
を
陟
る
こ
と
平
を
履
む
が
如

の
ぼ

し
と
謂
ふ
べ
し
。
然
ら
ず
ん
ば
、「
而
」
を
以
て
「
如
」
と
為

す
こ
と
、
猶
ほ
『
春
秋
』
、
『
書
』
の
「
星
の
隕
つ
る
こ
と
雨

お

の
如
し
」
の
ご
と
き
な
り
。
今
衆
本
直
改
め
て
「
道
を
通
る

た
だ

が
而
し
」
に
作
り
、
或
い
は
一
字
を
増
し
て
「
軌
道
」
と
為

ご
と

す
。
是
に
于
い
て
下
句
の
「
梟
鏡
を
硩
し
て
宮
を
清
む
」
も

亦
た
一
「
禁
」
字
を
添
ふ
。『
周
礼
』
秋
官
を
按
ず
る
に
、「
硩

蔟
氏

夭
鳥
の
巣
を
覆
す
を
掌
る
」
は
、
鄭
氏
読
む
こ
と
擿

の
如
し
。
碑
蓋
し
此
の
「
硩
」
字
を
用
ふ
る
も
、
諸
本
尽
く

改
め
て
「
磔
」
と
為
す
は
、
尤
も
更
に
浅
陋
な
り
。
古
書
日

に
壊
れ
、
俗
本
日
に
多
し
。
此
れ
予
の
巻
を
撫
し
て
三
嘆
す

る
所
以
な
り
。
慶
元
丙
辰
十
一
月
己
卯
。

周
必
大
が
正
す
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
字
は
、
現
存
す
る
『
唐

文
粋
』
の
各
種
の
版
本
の
中
に
見
ら
れ
る
。
右
の
文
中
で
、
周
必

大
は
江
、
浙
、
閩
の
三
種
類
の
版
本
を
挙
げ
て
お
り
、
ま
た
「
文

苑
英
華
序
」
で
は
「
〔
『
唐
文
粋
』
〕
由
簡
故
精
、
所
以
盛
行
」
（
故

精
を
簡
ぶ
に
由
り
て
、
盛
行
す
る
所
以
な
り
）［
］

と
述
べ
て
い
る
。

え
ら

22

こ
う
し
た
各
種
の
版
本
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、『
唐
文
粋
』
が
確
か

に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
の

は
浙
本
だ
け
で
あ
り
、
江
、
閩
二
種
類
の
版
本
は
す
で
に
佚
し
た
。

周
必
大
が
指
摘
し
た
文
字
の
誤
り
は
各
版
本
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ

る
た
め
、
こ
れ
ら
は
同
じ
系
統
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
楊
万
里
（
一
一
二
七
～
一
二
〇
六
）
は
「
答
福
州
帥
張
子

儀
尚
書
」（
『
誠
斎
集
』
巻
一
一
〇
）
で
次
の
よ
う
に
記
す
。

伝
聞
三
山
公
帑
有
『
唐
文
粋
』
大
字
板
本
。
嘗
求
一
編
以
遮

老
眼
、
未
拝
賜
、
何
也
。
得
寄
王
応
衍
秀
才
、
許
無
沈
浮
耳
。

伝
へ
聞
く
三
山
の
公
帑
に
『
唐
文
粋
』
の
大
字
板
本
有
り
と
。

嘗
て
一
編
を
求
め
て
以
て
老
眼
を
遮
ら
ん
と
す
る
も
、
未
だ

拝
賜
せ
ざ
る
は
、
何
ぞ
や
。
王
応
衍
秀
才
に
寄
す
る
を
得
る

も
、
沈
浮
無
き
を
許
さ
る
る
の
み
。

「
三
山
」
は
福
州
を
、「
公
帑
」
は
公
金
を
指
す
。
こ
こ
で
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
大
字
版
『
唐
文
粋
』
は
、
福
州
で
公
金
を
使
っ
て

刊
行
さ
れ
た
版
本
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
臨
安
府
で
刊
行
さ
れ
た
版

本
と
は
版
式
が
異
な
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
周
必
大
の
言
う
閩
本

の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
［

］
。
宋
代
の
地
方
官
は
、
し
ば
し
ば
公
金

23

を
使
っ
て
書
籍
を
刊
行
し
た
。
そ
れ
は
文
献
を
広
く
伝
え
る
と
い

う
こ
と
の
他
に
、
よ
く
読
ま
れ
る
本
や
稀
覯
本
を
選
ん
で
出
版
す

る
こ
と
で
、
地
方
の
収
入
を
増
や
す
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
。
大

字
版
の
出
版
は
、
当
時
書
籍
の
市
場
で
『
唐
文
粋
』
の
需
要
が
大

変
大
き
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
楊
万
里
が
大
字
版
を
求

め
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
版
本
も
ま
た
確
か
に
文
人
た
ち
に
歓
迎
さ
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れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
南
宋
の
時
の
本
の
値
段
は
、
一
冊
に

つ
き
お
よ
そ
四
百
か
ら
五
百
文
で
あ
っ
た
［

］
。
宋
刊
本
『
唐
文
粋
』

24

の
多
く
は
全
二
十
冊
で
あ
っ
た
［

］

た
め
、
お
よ
そ
一
万
文
、
つ

25

ま
り
銀
一
両
く
ら
い
で
売
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
六
品

の
官
僚
の
年
俸
は
百
六
十
両
、
九
品
は
六
十
両
で
あ
り
、
下
級
の

役
人
は
五
両
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
般

的
な
読
書
人
に
と
っ
て
一
両
と
い
う
値
段
は
負
担
の
な
い
額
で
あ

っ
た
と
は
い
え
、『
唐
文
粋
』
が
確
か
に
広
く
読
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

南
宋
で
再
刊
さ
れ
て
か
ら
、
『
唐
文
粋
』
は
よ
り
広
く
読
ま
れ
る

よ
う
に
な
り
、
文
人
、
学
士
た
ち
の
常
用
の
書
と
な
っ
た
。
周
必

大
、
彭
叔
夏
は
『
文
苑
英
華
』
の
校
勘
を
行
う
際
、『
唐
文
粋
』
を

し
ば
し
ば
参
照
し
た
。
例
え
ば
、
周
必
大
は
「
七
言
三
首
」
其
一

で
「
昕
陛
延
賢
日
徹
曛
、
金
蓮
閲
奏
夜
常
分
。
余
間
手
点
唐
文
粋
、

春
昼
長
時
分
外
勤
」（
昕
陛

賢
を
延
し
て
日

曛
に
徹
し
、
金
蓮

に
奏
を
閲
し
て
夜
常
に
分
か
つ
。
余
間
に

手

ら
点
す
唐
文
粋
、

て
づ
か

春
昼
の
長
時
分
外
に
勤
む
）［
］

と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
彼
の
本
書

26

に
対
す
る
評
価
は
比
較
的
高
く
、
「
如
『
文
選
』
、
『
文
粋
』
者
皆

以
精
択
為
義
。
」
（
『
文
選
』
、
『
文
粋
』
の
如
き
は
皆
精
し
く
択
ぶ

く
は

え
ら

を
以
て
義
と
為
す
。
）
と
述
べ
て
い
る
［

］
。
こ
の
よ
う
に
、
南
宋

27

で
は
、『
唐
文
粋
』
は
し
ば
し
ば
『
文
選
』
と
と
も
に
取
り
上
げ
ら

れ
た
。
ま
た
、
王
応
麟
は
『
玉
海
』
で
四
十
回
以
上
も
『
唐
文
粋
』

に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
巻
五
四
で
は
「
祥
符
唐
文
粋
」
と
「
景

徳
西
崑
酬
唱
集
」
を
並
べ
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

当
時
の
文
学
を
考
え
る
上
で
大
変
重
要
で
あ
る
。
王
応
麟
は
ま
た
、

文
章
を
学
ぶ
際
の
本
書
の
良
さ
に
つ
い
て
同
時
代
の
真
徳
秀
が
述

べ
た
こ
と
ば
を
引
い
て
い
る
。
『
玉
海
』
巻
二
〇
四
「
辞
学
指
南
」

箴
・
論
周
虞
人
箴
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

西
山
先
生
曰
、
箴
銘
賛
頌
、
雖
均
韻
語
、
然
体
各
不
同
。
箴

乃
規
諷
之
文
、
貴
乎
有
警
戒
切
劘
之
意
。『
詩
』「
庭
燎
」
、「
沔

水
」
等
篇
、
左
氏
「
虞
人
箴
」
、
揚
子
雲
「
百
官
箴
」
、
張
茂

先
「
女
史
箴
」
、
白
居
易
「
続
虞
人
箴
」
、
柳
公
綽
「
太
医
箴
」
、

王
元
之
「
端
拱
箴
」
、
『
文
粋
』
中
諸
箴
、
可
写
作
一
帙
。
時

時
反
復
熟
誦
、
便
知
体
式
。

西
山
先
生
曰
く
、
箴
銘
賛
頌
は
、
均
し
く
韻
語
な
り
と
雖
も
、

ひ
と

然
れ
ど
も
体
各
お
の
同
じ
か
ら
ず
。
箴
は
乃
ち
規
諷
の
文
に

し
て
、
警
戒
切
劘
の
意
有
る
を
貴
ぶ
。
『
詩
』
の
「
庭
燎
」
、

「
沔
水
」
等
の
篇
、
左
氏
の
「
虞
人
箴
」
、
揚
子
雲
「
百
官
箴
」
、

張
茂
先
「
女
史
箴
」
、
白
居
易
「
続
虞
人
箴
」
、
柳
公
綽
「
太

医
箴
」
、
王
元
之
「
端
拱
箴
」
、
『
文
粋
』
中
の
諸
箴
は
、
写

し
て
一
帙
と
作
す
べ
し
。
時
時
反
復
し
て
熟
誦
す
れ
ば
、
便

ち
体
式
を
知
る
と
。

こ
こ
で
真
徳
秀
は
、『
唐
文
粋
』
を
選
集
の
重
要
な
も
の
と
し
て
挙

げ
て
お
り
、
本
書
に
載
録
さ
れ
る
作
品
に
習
熟
す
る
こ
と
で
、
文

章
の
型
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
書
が
文
人
た

ち
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
か
く
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
そ
の
作
品
の

選
択
の
善
し
悪
し
に
つ
い
て
も
議
論
が
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
張

淏
『
雲
谷
雑
紀
』
巻
二
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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韓
退
之
、
段
成
式
皆
有
「
送
窮
文
」
。
退
之
之
作
固
不
下
成
式
、

姚
鉉
編
『
文
粋
』
、
録
成
式
而
不
取
退
之
。
「
平
淮
西
碑
」
亦

只
載
成
式
父
文
昌
所
作
。
鉉
自
謂
所
編
「
掇
菁
擷
華
」、
得
唐

人
文
章
之
精
粋
。
挙
此
一
端
則
謂
得
唐
文
之
精
粋
可
乎
。

韓
退
之
、
段
成
式
皆
「
送
窮
文
」
有
り
。
退
之
の
作
固
よ
り

成
式
に
下
ら
ざ
る
も
、
姚
鉉
『
文
粋
』
を
編
む
に
、
成
式
を

録
し
て
退
之
を
取
ら
ず
。
「
平
淮
西
碑
」
も
亦
た
只
だ
成
式
の

父
文
昌
の
作
る
所
を
載
す
る
の
み
。
鉉
自
ら
謂
ふ
編
す
る
所

は
「
菁
を
掇
ひ
華
を
擷
」
み
、
唐
人
の
文
章
の
精
粋
を
得
と
。

ひ
ろ

つ

此
の
一
端
を
挙
げ
て
則
ち
唐
文
の
精
粋
を
得
と
謂
ふ
は
可
な

る
か
。

張
淏
は
寧
宗
朝
の
人
で
あ
り
、
韓
愈
を
尊
ぶ
時
代
の
影
響
を
受
け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
が
『
唐
文
粋
』
の
文
章
の
選
択
に
対
し

て
批
判
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
本
書
に
対
す
る
理
解
の
深

さ
が
窺
え
る
。
張
淏
は
『
会
稽
続
志
』
巻
七
で
「
幼
読
『
文
粋
』

得
唐
盧
肇
所
賦
、
已
知
其
疎
貧
、
不
能
尽
見
天
下
書
。
」
（
幼
く
し

て
『
文
粋
』
を
読
み
唐
の
盧
肇
の
賦
す
る
所
を
得
、
已
に
其
の
疎

貧
に
し
て
、
尽
く
は
天
下
の
書
を
見
る
能
は
ざ
る
を
知
る
。）
と
述

べ
て
い
る
。
『
唐
文
粋
』
は
南
宋
の
時
す
で
に
文
章
を
学
ぶ
者
に
と

っ
て
重
要
な
書
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
幼
少
の
頃
か
ら
こ
れ
を
学

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
代
で
は
、
例
え
ば
程
端
礼
が
『
読

書
分
年
日
程
』
巻
二
で
「
大
率
近
世
文
章
視
古
漸
弱
、
其
運
意
則

縝
密
於
前
。
但
於
『
文
選
』
、
『
文
粋
』
、
『
文
鑑
』
、
観
之
便
見
欲

学
古
体
制
誥
章
表
。
」（
大
率
近
世
の
文
章
は
古
を
視
て
漸
く
弱
く
、

お
ほ
よ
そ

其
れ
意
を
運
ら
せ
ば
則
ち
前
よ
り
縝
密
な
り
。
但
だ
『
文
選
』
、『
文

粋
』
、
『
文
鑑
』
に
於
い
て
は
、
之
を
観
れ
ば
便
ち
学
ば
ん
と
欲
す

る
古
体
の
制
誥
章
表
を
見
ん
。
）
と
述
べ
て
い
る
。
宋
以
後
、
『
唐

文
粋
』
は
前
の
『
文
選
』
、
後
の
『
宋
文
鑑
』
と
と
も
に
、
文
章
を

学
ぶ
者
の
必
読
の
書
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四

『
唐
文
粋
』
「
古
文
」
類
に
関
す
る
考
察

『
唐
文
粋
』
は
駢
儷
文
や
近
体
詩
が
外
さ
れ
る
と
い
っ
た
古
文

を
勧
め
る
傾
向
が
、
作
品
の
選
択
に
お
い
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
な

く
、
類
の
立
て
方
に
も
現
れ
て
い
る
。
先
に
引
い
た
石
介
の
話
は
、

当
時
の
人
が
す
で
に
本
書
の
そ
う
し
た
傾
向
に
気
付
い
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
『
唐
文
粋
』
の
か
か
る
傾
向
は
、
「
古
文
」
類

に
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。「
古
文
」
を
一
つ
の
類
と
し
て
立
て
る

こ
と
は
、
姚
鉉
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
唐
の
蕭
穎
士
、
李
華
、

韓
愈
以
来
、
人
々
は
古
文
の
復
興
を
文
体
改
革
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と

し
て
い
た
が
、
当
時
の
古
文
と
い
う
こ
と
ば
は
し
ば
し
ば
時
文
と

対
立
す
る
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
程
は
っ
き
り
と

し
た
文
体
上
の
特
徴
が
意
識
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
例

え
ば
韓
愈
の
「
題
哀
辞
後
」
に
「
愈
之
為
古
文
、
豈
独
取
其
句
読

不
類
于
今
者
耶
。
思
古
人
而
不
得
見
、
学
古
道
、
則
欲
兼
通
其
辞
。

通
其
辞
者
、
本
志
乎
古
道
者
也
。
」
（
愈
の
古
文
を
為
す
こ
と
、
豈

に
独
り
其
の
句
読
の
今
に
類
せ
ざ
る
者
を
取
る
の
み
な
ら
ん
や
。

古
人
を
思
ふ
も
見
る
を
得
ず
、
古
道
を
学
べ
ば
、
則
ち
兼
ね
て
其

の
辞
に
通
ぜ
ん
と
欲
す
。
其
の
辞
に
通
ず
る
者
は
、
本
古
道
に
志

も
と
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す
者
な
り
。
）
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
古
文
と
時
文
を
句
読
の
違
い

だ
け
で
な
く
、
古
の
道
を
志
向
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
区

別
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
韓
愈
が
体
裁
に
よ
っ
て
古
文
を
見

て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
当
時
の
人
は
、
駢
文

と
対
立
す
る
文
体
と
し
て
は
っ
き
り
と
古
文
を
位
置
付
け
て
い
た

訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
唐
代
宗
「
密
厳
経
序
」

に
「
夫
翻
訳
之
来
、
抑
有
由
矣
。
雖
方
言
有
異
、
而
本
質
須
存
。

此
経
梵
書
、
幷
是
偈
頌
。
先
之
訳
者
、
多
作
散
文
。
蛇
化
為
龍
、

何
必
変
于
鱗
介
。
家
成
於
国
、
寧
即
改
乎
姓
氏
。
」
（
夫
れ
翻
訳
の

来
た
る
は
、
抑
そ
も
由
有
り
。
方
言
に
異
な
る
有
り
と
雖
も
、
本

質
は
須
ら
く
存
す
べ
し
。
此
の
経
は
梵
書
に
し
て
、
並
び
に
是
れ

偈
頌
な
り
。
先
の
訳
者
、
多
く
散
文
を
作
る
。
蛇
化
し
て
龍
と
為

る
も
、
何
ぞ
必
ず
し
も
鱗
介
に
変
ぜ
ん
。
家

国
と
成
る
も
、
寧

ん
ぞ
即
ち
姓
氏
を
改
め
ん
。
）［
］

と
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
、
散
文
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と
古
文
が
同
義
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
宋
初
に
至

る
と
、
姚
鉉
以
前
の
柳
開
、
王
禹
偁
と
い
っ
た
人
々
も
ま
た
古
文

の
復
興
を
掲
げ
、
韓
愈
の
古
文
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
だ
し
た
。

例
え
ば
柳
開
は
「
古
文
者
、
非
若
辞
渋
言
苦
、
使
人
難
誦
読
之
、

在
於
古
其
理
、
高
其
意
、
随
言
短
長
、
応
変
作
制
、
同
古
人
之
行

事
、
是
謂
古
文
也
。
」
（
古
文
は
、
辞
渋
言
苦
に
し
て
、
人
を
し
て

之
を
誦
読
す
る
こ
と
難
か
ら
し
む
る
が
若
き
に
非
ず
、
其
の
理
を

ご
と

古
に
し
、
其
の
意
を
高
く
す
る
に
在
り
て
、
言
に
随
ひ
て
短
調
し
、

変
に
応
じ
て
作
制
し
、
古
人
の
行
事
に
同
じ
く
す
、
是
れ
を
古
文

と
謂
ふ
な
り
。
）［
］

と
い
う
よ
う
に
、
特
に
内
容
面
か
ら
古
文
の
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特
徴
を
述
べ
て
お
り
、
形
式
に
つ
い
て
は
、「
言
に
随
ひ
て
短
調
し
、

変
に
応
じ
て
作
制
」
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
姚
鉉
は
彼
ら
と

同
時
代
の
人
で
あ
り
、
彼
が
立
て
た
「
古
文
」
類
は
、
ま
さ
し
く

こ
う
し
た
古
文
の
概
念
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
姚
鉉
は
こ
の

「
古
文
」
類
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
そ

の
選
択
し
た
作
品
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
古
文
に
対
す
る

考
え
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
、
姚
鉉
が
選
ん

だ
作
品
か
ら
、「
古
文
」
類
の
意
味
や
こ
れ
が
含
む
範
囲
に
つ
い
て

分
析
し
て
み
よ
う
。「
古
文
」
類
は
全
部
で
八
巻
、
選
ば
れ
た
作
品

は
百
八
十
九
編
あ
る
。
そ
の
分
類
と
作
品
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

第
四
十
三
巻
／
古
文
甲
（
総
一
十
五
首
）
／
五
原
／
韓
愈
「
原

道
」
、
「
原
性
」
、
「
原
毀
」
、
「
原
鬼
」
、
「
原
人
」
／

三
原
／
皮
日
休
「
原
化
」
、「
原
親
」、
牛
僧
孺
「
原

仁
」
／
五
規
／
元
結
「
出
規
」
、「
処
規
」
、「
戯
規
」
、

「
心
規
」
、「
時
規
」
／
二
悪
／
元
結
「
悪
円
」
、「
悪

曲
」。

第
四
十
四
巻
上
／
古
文
乙
（
総
四
篇
）
／
李
翺
「
復
性
書
三

篇
」
、「
平
賦
書
一
篇
」。

第
四
十
四
巻
下
／
古
文
丙
（
総
六
十
七
篇
）
／
皮
日
休
「
鹿

門
隠
書
六
十
篇
」
、
劉
蛻
「
古
漁
父
四
篇
」
、
元
結

「
時
議
三
篇
」
。

第
四
十
五
巻
／
古
文
丁
（
総
二
十
一
首
）
／
言
語
対
答
十
八

／
李
翺
「
拝
禹
言
」
、
陳
黯
「
拝
岳
言
」
、
陸
亀
蒙

「
冶
家
子
言
」
、
袁
皓
「
斉
処
士
言
」
、
羅
隠
「
英

雄
之
言
」
、
李
華
「
言
医
」
、
牛
僧
孺
「
斉
誅
阿
大
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夫
語
」
、
程
晏
「
設
毛
延
寿
自
解
語
」
、
韓
愈
「
対

禹
問
」
、
李
甘
「
済
為
瀆
問
」
、
陸
亀
蒙
「
寒
泉
子

対
秦
恵
王
」
、
程
晏
「
斉
司
寇
対
」
、
盛
均
「
真
龍

対
」、
柳
宗
元
「
愚
渓
対
」、
楊
虁
「
紀
梁
公
対
」、

陳
黯
「
答
問
諫
者
」
／
経
旨
五
／
尚
衡
「
文
道
元

亀
」
、
陳
黯
「
禹
誥
」
、
白
居
易
「
補
逸
書
」
、
司

空
図
「
疑
経
」
、
皮
日
休
「
正
尸
祭
」
。

第
四
十
六
巻
／
古
文
戊
（
総
二
十
四
首
）
／
読
四
／
韓
愈
「
読

荀
」
、
「
読
墨
子
」
、
来
鵠
「
読
鬼
谷
子
」
、
皮
日
休

「
読
司
馬
法
」
／
弁
九
／
韓
愈
「
諱
弁
」、
独
孤
郁

「
弁
文
」
、
陳
黯
「
弁
謀
」
、
羅
隠
「
弁
害
」
、
沈

顔
「
時
弁
」
、
杜
牧
「
三
子
言
性
弁
」
、
陸
亀
蒙
「
象

耕
鳥
耘
弁
」
、
王
涯
「
太
畢
仙
掌
弁
」
、
盧
潘
「
盧

江
四
弁
」
／
解
十
一
／
韓
愈
「
進
学
解
」
、
盛
均
「
仲

尼
不
歴
聘
解
」
、
韋
籌
「
文
之
章
解
」
、
韓
愈
「
獲

麟
解
」
、
李
華
「
国
之
興
亡
解
」
、
沈
顔
「
象
刑
解
」
、

程
晏
「
工
器
解
」
、
盛
均
「
人
旱
解
」
、
朱
閲
「
帰

解
」
、
李
翺
「
書
彭
陽
公
碑
陰
命
解
」
、
李
甘
「
叛

解
」。

第
四
十
七
巻
／
古
文
己
（
総
二
十
六
首
）
／
説
二
十
四
訂
一

附
／
柳
宗
元
「
天
説
」
、
「
朝
日
説
」
、
「
䄍
説
」
、

韓
愈
「
師
説
」
、
来
鵠
「
倹
不
至
説
」
、
元
結
「
水

楽
説
」
、
「
訂
司
楽
氏
」
、
柳
宗
元
「
捕
蛇
説
」
、
来

鵠
「
猫
虎
説
」
、
柳
宗
元
「
説
鶻
」
、
羅
隠
「
説
天

鶏
」
、
羅
袞
「
田
説
」
、
李
甘
「
竄
利
説
」
、
楊
虁

「
原
晋
乱
説
」
、
袁
皓
「
呉
相
客
説
」
、
陸
亀
蒙
「
雑

説
五
首
」
、
韓
愈
「
雑
説
四
首
」
／
評
二
／
程
晏
「
祀

黄
熊
評
」
、
張
彧
「
漢
史
賛
桑
弘
羊
評
」。

第
四
十
八
巻
／
古
文
庚
（
総
一
十
五
首
）
／
符
命
一
／
柳
宗

元
「
貞
符
」
／
兵
／
杜
牧
「
罪
言
」
、「
原
十
六
衛
」

／
折
微
十
二
／
李
翺
「
帝
王
所
尚
問
」
、
羅
隠
「
漢

武
山
呼
」
、
「
子
高
之
譲
」
、
「
蒙
叟
遺
意
」
、
陳
黯

「
詰
鳳
」
、
沈
顔
「
登
華
旨
」、
程
晏
「
窮
達
志
」、

劉
蛻
「
禹
書
上
」
、
「
禹
書
下
」
、
李
商
隠
「
断
非

聖
人
事
」
、
「
譲
非
賢
人
事
」
、
房
千
里
「
知
道
」
。

第
四
十
九
巻
／
古
文
辛
（
総
一
十
七
首
）
／
毀
誉
五
／
皇
甫

湜
「
明
分
」
、
沈
顔
「
讒
国
」
、
段
成
式
「
毀
」
、

王
藹
「
諷
詐
」
、
程
晏
「
内
夷
檄
」
／
時
事
四
／
孫

樵
「
読
開
元
雑
報
」
、「
書
褒
城
駅
」、
柳
宗
元
「
鞭

賈
」
／
変
化
八
／
羅
隠
「
荊
巫
」
、
牛
僧
孺
「
象
化
」
、

司
空
図
「
移
雨
神
」
、
羅
隠
「
風
雨
対
」
、
元
結
「
浪

翁
観
化
」
、「
時
化
」
、「
世
化
」
、
陸
亀
蒙
「
蠧
化
」
、

「
蟹
志
」
。

ま
ず
、
『
唐
文
粋
』
の
類
の
立
て
方
か
ら
見
る
と
、
「
文
」
類
が

全
部
で
四
巻
（
三
十
一
、
三
十
二
、
三
十
三
上
、
三
十
三
下
）
存

在
す
る
。
そ
れ
ら
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

第
三
十
一
巻
／
文
甲
（
総
一
十
三
首
）
／
帝
王
／
践
祚
四
／

「
唐
高
祖
（
宗
）
神
堯
皇
帝
受
禅
告
南
郊
文
」
、「
唐
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玄
宗
明
皇
帝
受
禅
告
南
郊
文
」、
賈
曾
「
唐
冊
玄
宗

明
皇
帝
文
」、
賈
至
「
唐
冊
粛
宗
宣
皇
帝
文
」
／
封

禅
二
／
「
唐
高
宗
天
皇
大
帝
封
禅
文
」
、
「
唐
玄
宗

明
皇
帝
封
禅
文
」
／
祝
寿
一
／
侯
喜
「
唐
徳
宗
神

武
皇
帝
降
誕
日
献
祝
寿
文
」
／
告
謝
一
／
陸
贄
「
唐

徳
宗
神
武
皇
帝
平
朱
泚
後
告
謝
昊
天
上
帝
文
」
／

徽
号
二
／
李
徳
裕
「
唐
武
宗
昭
粛
皇
帝
会
昌
二
年

上
尊
号
玉
冊
文
」
、
「
唐
武
宗
昭
粛
皇
帝
会
昌
五
年

上
尊
号
玉
冊
文
」
／
肆
赦
一
／
陸
贄
「
唐
徳
宗
神

武
皇
帝
奉
天
改
年
大
赦
文
」
／
戒
励
一
／
元
稹
「
唐

穆
宗
文
恵
皇
帝
戒
励
風
俗
徳
音
文
」
／
恕
死
一
／

陸
贄
「
唐
徳
宗
神
武
皇
帝
賜
李
納
田
悦
王
武
俊
鉄

券
文
」。

第
三
十
二
巻
／
文
乙
（
総
一
十
三
首
）
／
帝
王
／
謚
冊
二
／

蘇
頲
「
唐
中
宗
孝
和
皇
帝
謚
冊
文
」、
権
徳
輿
「
唐

徳
宗
神
武
皇
帝
謚
冊
文
」
／
哀
冊
六
／
虞
世
南
「
唐

高
祖
神
堯
皇
帝
哀
冊
文
」、
褚
遂
良
「
唐
太
宗
文
武

皇
帝
哀
冊
文
」
、
徐
彦
伯
「
唐
中
宗
孝
和
皇
帝
哀
冊

文
」
、
蘇
頲
「
唐
睿
宗
玄
真
皇
帝
哀
冊
文
」
、
王
縉

「
唐
玄
宗
明
皇
帝
哀
冊
文
」
、
令
狐
楚
「
唐
憲
宗
章

武
皇
帝
哀
冊
文
」
／
后
妃
五
／
謚
冊
二
／
権
徳
輿

「
唐
順
宗
荘
憲
皇
后
謚
冊
文
」、
夏
侯
孜
「
唐
懿
宗

元
昭
皇
太
后
謚
冊
文
」
／
哀
冊
三
／
虞
世
南
「
唐

太
宗
文
徳
皇
后
哀
冊
文
」、
崔
融
「
唐
高
宗
則
天
皇

后
哀
冊
文
」
、
常
袞
「
唐
代
宗
貞
懿
皇
后
哀
冊
文
」
。

第
三
十
三
巻
上
／
文
丙
（
総
九
首
）
／
弔
古
三
／
柳
識
「
許

由
先
生
廟
酹
文
」
、
「
弔
夷
斉
文
」
、
袁
皓
「
書
師

曠
廟
文
」
／
雷
霆
一
／
程
浩
「
上
天
鼓
文
」
／
軍

政
一
／
独
孤
及
「
祭
纛
文
」
／
畏
途
一
／
独
孤
及

「
招
北
客
文
」
／
袪
癘
一
／
段
成
式
「
送
窮
文
」

／
責
檄
二
／
王
岳
霊
「
責
亀
文
」
、
樊
鋳
「
檄
曲
江

水
伯
文
」
。

第
三
十
三
巻
下
／
文
丁
（
総
一
十
五
首
）
／
傷
悼
（
題
哀
辞

後
附
）
／
李
華
「
弔
古
戦
場
文
」
、
張
説
「
弔
国
殤

文
」
、
欧
陽
詹
「
弔
九
江
駅
碑
材
文
」
、
舒
元
輿
「
悲

剡
渓
古
藤
文
」
、
李
観
「
弔
韓
弇
没
胡
中
文
」
、
白

居
易
「
哀
二
良
文
」
、
李
商
隠
「
奠
相
国
令
狐
公
文
」
、

李
翺
「
祭
韓
侍
郎
文
」
、
崔
祐
甫
「
祭
独
孤
常
州
文
」
、

柳
宗
元
「
祀
呂
衡
州
化
光
文
」、
梁
粛
「
為
常
州
独

孤
使
君
祭
李
員
外
文
」
、
韓
愈
「
祭
柳
子
厚
文
」
、

皇
甫
湜
「
祭
柳
柳
州
文
」、
李
華
「
祭
亡
友
故
揚
州

功
曹
蕭
公
文
」
、
韓
愈
「
欧
陽
生
哀
辞
」。

内
容
に
よ
っ
て
分
け
る
と
、
一
つ
は
践
祚
、
封
禅
、
祝
寿
、
告

謝
、
徽
号
、
肆
赦
、
戒
励
、
恕
死
、
謚
冊
、
哀
冊
と
い
っ
た
、
君

主
の
儀
礼
に
関
わ
る
文
章
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
弔
古
、
雷
霆
、

軍
政
、
畏
途
、
袪
癘
、
責
檄
、
傷
悼
と
い
っ
た
、
作
者
が
現
実
に

対
し
て
抱
く
心
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
弔
古
、
書

廟
、
祭
旗
、
祭
人
等
も
、
も
と
も
と
は
儀
礼
か
ら
出
て
き
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
儀
礼
は
「
文
」
類
に
お
い
て
特
徴
的
な
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内
容
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
こ
に
選
ば
れ
た
文
章
の
題
に
し
ば
し

ば
「
文
」
の
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
り
、
そ
の
形
式

（
少
な
く
と
も
題
に
お
け
る
）
の
共
通
点
で
あ
る
。「
古
文
」
類
を

設
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
こ
の
「
文
」
と
区
別
す
る
こ
と
か

ら
始
め
た
は
ず
で
あ
る
。
「
文
」
類
は
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
に

お
い
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
文
体
で
あ
る
。
一
方
、「
古
文
」

類
に
お
け
る
作
品
の
分
け
方
は
、
姚
鉉
が
自
ら
考
え
た
も
の
で
あ

り
、「
文
」
類
の
よ
う
に
題
に
特
定
の
文
字
が
付
い
て
い
る
作
品
を

そ
こ
に
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。「
古
文
」
類
で
は
、
例
え
ば

「
原
」
（
韓
愈
「
原
道
」
等
の
五
原
）
や
、
「
言
」
（
李
翺
「
拝
禹

言
」
等
）
や
、「
読
」（
韓
愈
「
読
荀
」
等
）
や
、「
説
」（
韓
愈
「
師

説
」
等
）
や
、
「
対
」
（
柳
宗
元
「
愚
渓
対
」
等
）
や
、
「
弁
」
（
韓

愈
「
諱
弁
」
等
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
数
編
の
作
品
を
一
つ
に
ま

と
め
た
も
の
や
、
一
編
だ
け
を
載
せ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た

形
式
の
題
は
秦
漢
の
も
の
か
ら
取
っ
て
お
り
、
多
く
は
中
唐
以
降

の
文
人
よ
り
始
ま
っ
た
、
古
文
を
真
似
た
文
体
で
あ
る
。
文
章
の

長
さ
も
様
々
で
、
例
え
ば
皮
日
休
の
「
鹿
門
隠
書
六
十
篇
」
の
多

く
は
百
字
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
李
翺
の
「
復
性

書
」
の
よ
う
に
四
千
字
近
い
論
も
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、

「
文
」
類
に
入
れ
ら
れ
る
作
品
は
当
時
も
な
お
一
般
的
で
あ
っ
た

文
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
「
古
文
」
類
に
入
れ
ら
れ
る
文
章
は
よ
り

多
く
古
人
を
真
似
た
り
、
古
人
に
倣
っ
て
自
ら
作
り
上
げ
た
も
の

で
、
姚
鉉
の
時
代
に
も
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
。
細
か

い
分
類
に
目
を
向
け
る
と
、
あ
る
も
の
は
「
五
規
」
、「
二
悪
」
、「
経

旨
」
、「
符
兵
」
、「
論
兵
」
、「
折
微
」
、「
毀
誉
」
、「
時
勢
」
、「
変
化
」

等
の
よ
う
に
、
内
容
に
よ
っ
て
分
け
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
「
五

原
」
、
「
三
原
」
、
「
言
語
対
答
」
、
「
読
」
、
「
弁
」
、
「
解
」
、
「
説
」
等

の
よ
う
に
、
文
章
の
形
式
に
よ
っ
て
分
け
て
お
り
、
ま
た
あ
る
も

の
は
李
翺
「
復
性
書
」
及
び
「
平
賦
書
」
の
よ
う
に
、
名
前
を
付

け
ず
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
細
か
い
分
類
は
何
ら
か
の

基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
各
作
品
の
共
通
点

に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
形

式
が
よ
り
自
由
で
、
先
秦
諸
子
の
論
に
類
似
し
て
い
る
点
で
当
時

よ
く
作
ら
れ
た
論
や
議
の
文
体
と
異
な
っ
て
お
り
、
題
か
ら
は
古

代
の
文
章
を
真
似
た
こ
と
が
窺
え
る
た
め
、
「
古
文
」
と
い
う
類
で

そ
れ
ら
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
作
品
の
出
処
に
つ
い
て
見
る
と
、
唐
人
の
別
集
で
も
、

こ
れ
ら
の
作
品
の
分
類
に
規
則
は
無
い
。
例
え
ば
韓
愈
の
別
集
で

は
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
作
品
は
全
て
「
雑
著
」
類
に
入
れ
ら
れ

て
お
り
、
柳
宗
元
の
別
集
で
は
、
「
対
」
、
「
説
」
、
「
問
答
」
等
は

全
て
そ
れ
ぞ
れ
に
類
が
設
け
ら
れ
、
単
独
で
一
巻
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
こ
う
し
た
文
章
に
つ
い
て
は
、
唐
人
の
意
識
の
上
で

は
っ
き
り
と
し
た
文
体
の
分
類
の
基
準
が
無
い
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
、
時
文
と
は
異
な
る
復
古
や
擬
古
の
特
徴
が
は
っ
き
り
と
現

れ
て
い
る
た
め
に
、
姚
鉉
は
「
古
文
」
と
い
う
類
を
設
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
作
品
に
見
ら
れ
る
唐
人
の
復
古
の
意
識
を
強
調
し
た
の

で
あ
る
。

『
唐
文
粋
』
全
体
の
類
の
立
て
方
か
ら
考
え
る
と
、
「
古
文
」
類

は
「
古
賦
」
、
「
古
歌
調
」
、
「
〔
古
〕
詩
」
類
と
共
通
し
、
対
偶
、

典
故
、
音
律
と
い
っ
た
技
巧
が
定
着
す
る
以
前
の
文
章
の
型
に
よ
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っ
て
古
文
を
作
ろ
う
と
す
る
精
神
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
真
の
古
文
だ
と
言
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

石
介
の
評
語
か
ら
は
、
彼
が
『
唐
文
粋
』
に
取
ら
れ
た
作
品
を
全

て
古
文
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
姚
鉉
の
「
唐
文

粋
序
」
か
ら
は
、
彼
が
韓
愈
の
唱
導
し
た
古
文
を
一
つ
の
文
体
様

式
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
包
括
し
た
体
系
と

み
な
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
古
文
の
特
徴
は
表
面
的
な
美
を
重

視
す
る
時
文
と
は
異
な
り
、
作
者
の
思
想
を
表
明
す
る
こ
と
に
力

を
入
れ
る
態
度
や
精
神
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ

と
は
姚
鉉
の
復
古
の
姿
勢
だ
け
で
な
く
、
彼
の
文
体
に
つ
い
て
の

考
え
方
も
表
し
て
い
る
。
姚
鉉
の
考
え
で
は
、
古
文
と
い
う
も
の

は
柳
開
や
王
禹
偁
が
主
張
す
る
、
古
の
道
を
伝
え
る
規
範
的
文
体

で
あ
る
と
同
時
に
、
直
接
的
に
作
者
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
の
で

き
る
自
由
な
表
現
形
式
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
自
由
な
表
現
形
式
で
あ
る
古
文
の
考
え
方
は
、
宋
人

に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
後
に
呂
祖
謙
『
古
文
関
鍵
』
、
楼
昉
『
崇

古
文
訣
』、
王
霆
震
『
古
文
集
成
』
と
い
っ
た
、
古
文
を
題
と
す
る

選
集
が
多
く
編
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
の
書
は
姚
鉉
の
や
り
方
を
踏
襲

し
て
お
り
、
彼
以
降
、
古
文
は
は
っ
き
り
と
し
た
特
徴
を
持
ち
、

あ
る
程
度
多
く
の
作
品
を
包
括
で
き
る
一
つ
の
文
体
と
し
て
確
立

し
た
と
言
え
る
。

史
縄
祖
（
一
二
四
二
年
在
世
）『
学
斎
佔
畢
』
巻
二
・
唐
遺
文
に

次
の
よ
う
に
あ
る
。

唐
文
多
有
遺
軼
要
切
者
、
如
宋
璟
「
梅
花
賦
」、
皮
日
休
謂
其

清
便
富
艶
、
有
南
朝
徐
庾
体
、
因
効
之
為
「
桃
花
賦
」。
今
皮

之
「
桃
花
賦
」
尚
伝
、
而
宋
之
「
梅
花
賦
」
乃
不
伝
。
又
唐

末
張
曙
中
和
間
挙
進
士
、
避
難
到
巴
州
、
宴
於
郡
楼
坐
中
作

「
撃
甌
賦
」、
極
精
工
。
郡
楼
由
賦
顕
名
、
後
人
遂
命
之
曰
撃

甌
楼
。
而
此
賦
亦
不
伝
。
如
姚
鉉
編
『
唐
文
粋
』
及
『
蜀
本

唐
三
百
家
文
粋
』
、
『
唐
七
十
家
大
全
集
』
及
国
初
館
閣
所
編

『
文
苑
英
華
』「
唐
人
花
木
音
楽
賦
」
各
有
十
余
巻
、
而
此
両

賦
俱
不
在
、
惟
「
撃
甌
」
則
巴
州
郡
楼
尚
有
碑
刻
。

唐
の
文
多
く
遺
軼
要
切
の
者
有
り
、
宋
璟
「
梅
花
賦
」
の
如

き
は
、
皮
日
休
其
れ
清
便
富
艶
に
し
て
、
南
朝
の
徐
庾
体
有

り
と
謂
ひ
、
因
り
て
之
に
効
ひ
て
「
桃
花
賦
」
を
為
る
。
今

な
ら

つ
く

皮
の
「
桃
花
賦
」
尚
ほ
伝
は
る
も
、
宋
の
「
梅
花
賦
」
は

乃
ち
伝
は
ら
ず
。
又
た
唐
末
の
張
曙
中
和
の
間
に
進
士
に
挙

げ
ら
れ
、
難
を
避
け
て
巴
州
に
到
り
、
郡
楼
に
宴
し
て
坐
中

に
「
撃
甌
賦
」
を
作
り
、
極
め
て
精
工
な
り
。
郡
楼

賦
に

由
り
名
を
顕
は
し
、
後
人
遂
に
之
に
命
じ
て
撃
甌
楼
と
曰
ふ
。

而
る
に
此
の
賦
も
亦
た
伝
は
ら
ず
。
姚
鉉
の
編
す
る
『
唐
文

粋
』
及
び
『
蜀
本
唐
三
百
家
文
粋
』
、
『
唐
七
十
家
大
全
集
』

及
び
国
初
に
館
閣
の
編
す
る
所
の
『
文
苑
英
華
』
の
「
唐
人

花
木
音
楽
賦
」
の
如
き
は
各
お
の
十
余
巻
有
る
も
、
此
の
両

賦
俱
に
在
ら
ず
、
惟
だ
「
撃
甌
」
の
み
則
ち
巴
州
の
郡
楼
に

尚
ほ
碑
刻
有
り
。

こ
の
資
料
か
ら
、
南
宋
に
は
唐
人
の
作
品
を
集
め
た
総
集
が
い
く

つ
も
現
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
う
ち
『
文
苑
英
華
』
は
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大
部
で
あ
る
た
め
そ
れ
ほ
ど
広
く
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
『
蜀

本
唐
三
百
家
文
粋
』
や
『
唐
七
十
家
大
全
集
』
に
つ
い
て
は
、
お

そ
ら
く
『
唐
文
粋
』
と
同
程
度
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

う
ち
『
蜀
本
唐
三
百
家
文
粋
』
は
『
唐
文
粋
』
同
様
彭
叔
夏
が
『
文

苑
英
華
』
を
校
訂
す
る
際
に
用
い
た
書
で
あ
る
［

］

が
、
い
ず
れ

30

も
『
唐
文
粋
』
ほ
ど
広
く
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
姚
鉉
の

作
品
の
選
び
方
が
良
く
、
朝
廷
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
の
他
に
、
比

較
的
早
く
抄
本
か
ら
版
本
へ
の
移
行
が
行
わ
れ
、
正
式
に
官
版
と

し
て
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
『
唐
文
粋
』
は

幾
度
も
刊
行
さ
れ
、
多
く
の
版
本
が
世
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
多
く
の
唐
人
の
作
品
は
本
書
に
収
録
さ
れ
て
後
世
に
伝
え
ら

れ
た
が
、
こ
こ
で
幸
運
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
取

り
上
げ
た
選
集
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
抄
本
か
ら
版
本
へ
の
移
行

が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
形
が
変

わ
る
過
程
に
お
い
て
は
、
本
文
を
全
く
同
じ
よ
う
に
作
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
自
然
に
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
の
他
に
、

姚
鉉
の
よ
う
な
人
物
に
よ
る
選
択
と
『
唐
文
粋
』
の
よ
う
な
選
集

の
存
在
が
、
作
品
が
後
世
に
伝
わ
る
か
ど
う
か
に
大
き
く
影
響
す

る
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
、
本
書
は
非
常
に
大
き
な
特
徴
を
持
っ

た
唐
代
詩
文
の
選
集
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
編
者
は
作
品
を
選

択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
駢
文
や
律
詩
中
心
の
時
文
を
尊
ぶ
風
潮
に

抗
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宋
人
が
独
自
の
文
章
の
ス
タ
イ
ル
を

獲
得
す
る
た
め
の
方
向
が
定
ま
っ
た
。
姚
鉉
の
生
き
た
時
代
は
、

ち
ょ
う
ど
宋
代
の
文
化
が
新
し
く
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
最
初
の
時

期
に
当
た
り
、
唐
末
よ
り
主
流
と
な
っ
て
い
た
白
俗
の
詩
風
を
継

承
し
た
後
、
新
た
な
文
学
の
在
り
方
が
模
索
さ
れ
出
し
た
。
そ
れ

は
ま
ず
晩
唐
の
白
居
易
の
詩
風
に
対
す
る
反
動
と
し
て
起
こ
り
、

柳
開
、
王
禹
偁
等
が
韓
愈
の
文
と
杜
甫
の
詩
を
推
奨
し
、
古
文
に

よ
っ
て
時
文
に
欠
け
た
思
想
面
を
高
め
よ
う
と
し
た
。
だ
が
一
方

で
、
楊
億
、
銭
惟
演
等
は
李
商
隠
風
の
典
故
を
多
用
し
た
艶
麗
な

詩
風
に
よ
っ
て
表
現
の
美
し
さ
を
追
求
し
た
。
人
と
の
交
流
、
文

学
上
の
主
張
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
姚
鉉
は
前
者
に
近
い
位
置
に

お
り
、「
唐
文
粋
序
」
及
び
『
唐
文
粋
』
に
お
け
る
作
品
の
選
び
方

か
ら
、
よ
り
正
確
に
は
貞
元
元
和
期
の
作
品
を
重
視
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
か
か
る
作
品
の
選
択
は
西
崑
体
の
志
向
と
は
明
ら

か
に
異
な
っ
て
い
る
。
西
崑
体
の
流
行
は
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇

〇
八
）
の
『
西
崑
酬
唱
集
』
の
刊
行
に
現
れ
て
い
る
が
、
そ
の
動

き
は
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
）
頃
に
す
で
に
あ
り
、
欧
陽
脩
『
六

一
詩
話
』
に
は
「
蓋
自
楊
、
劉
唱
和
、『
西
崑
集
』
行
、
後
進
学
者

争
効
之
、
風
雅
一
変
。
謂
之
崑
体
。
由
是
唐
賢
諸
詩
集
幾
廃
而
不

行
。
」
（
蓋
し
楊
、
劉
唱
和
し
て
自
り
、
『
西
崑
集
』
行
は
れ
、
後

よ

進
の
学
者
争
ひ
て
之
に
効
ひ
、
風
雅
一
変
す
。
之
を
崑
体
と
謂
ふ
。

な
ら

是
れ
由
り
唐
賢
の
諸
詩
集

幾

ど
廃
れ
て
行
は
れ
ず
。
）
と
あ
る
。

ほ
と
ん

当
時
姚
鉉
は
朝
廷
か
杭
州
に
お
り
、
当
然
こ
の
風
潮
に
つ
い
て
知

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
風
潮
に
対
す
る
彼
の
不
満
は
、

ま
た
一
つ
の
具
体
的
な
事
柄
か
ら
窺
え
る
。
そ
れ
は
薛
映
と
の
関

係
で
あ
る
。
『
宋
史
』
の
伝
に
よ
れ
ば
、
彼
は
浙
江
転
運
使
の
任
に

あ
っ
た
時
、
薛
映
は
そ
こ
の
長
官
で
、
年
は
姚
鉉
よ
り
も
十
歳
ほ

ど
上
だ
っ
た
。
姚
鉉
の
や
り
方
に
気
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
の
あ
っ

た
薛
映
は
、
人
を
使
っ
て
姚
鉉
の
仕
事
に
違
法
行
為
が
あ
る
と
密
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告
さ
せ
、
官
を
取
り
上
げ
左
遷
さ
せ
た
。
姚
鉉
も
ま
た
そ
れ
に
対

し
て
、
薛
映
が
人
を
買
収
し
た
こ
と
を
密
告
し
、
彼
を
罰
せ
さ
せ

た
。
こ
う
し
た
官
僚
同
士
の
争
い
は
私
怨
か
ら
生
じ
て
い
る
が
、

ま
た
文
学
上
の
立
場
の
相
異
も
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

薛
映
は
西
崑
派
に
属
し
て
お
り
、『
宋
史
』
の
伝
に
「
映
好
学
有
文
、

該
覧
強
記
、
善
筆
札
、
章
奏
尺
牘
、
下
筆
立
成
。
」
（
映

学
を
好

み
文
有
り
、
該
覧
強
記
に
し
て
、
筆
札
を
善
く
し
、
章
奏
尺
牘
、

筆
を
下
せ
ば
立
ち
ど
こ
ろ
に
成
る
。
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
知
制
誥
、

中
書
舎
人
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る
薛
映
の
文
名
は
、
姚
鉉
に
劣
ら

ず
高
く
、
そ
の
詩
は
『
西
崑
酬
唱
集
』
に
六
首
収
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
異
な
る
文
学
集
団
に
属
す
る
両
者
の
志
向
は
対
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
唐
文
粋
』
に
は
李
商
隠
の
作
品

が
十
一
編
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
詩
は
一
首
も
無
く
、
も
ち
ろ
ん

駢
文
も
無
い
。
姚
鉉
の
李
商
隠
に
対
す
る
評
価
は
西
崑
派
と
は
全

く
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、
「
唐
文
粋
序
」
の

「
止
以
古
雅
為
命
、
不
以
雕
篆
為
工
。
故
侈
言
曼
辞
、
率
皆
不
取
。
」

（
止
だ
古
雅
を
以
て
命
と
為
し
、
雕
篆
を
以
て
工
と
為
さ
ず
。
故

た

に
侈
言
曼
辞
は
、

率

皆
取
ら
ず
。
）
云
々
と
あ
る
の
は
、
た
だ

お
ほ
む
ね

作
品
の
選
択
基
準
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
現
れ
た

ば
か
り
の
西
崑
体
を
批
判
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
『
西
崑
酬
唱
集
』

の
編
纂
が
大
中
祥
符
元
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
唐
文
粋
序
」

が
五
十
巻
本
が
作
ら
れ
た
大
中
祥
符
四
年
に
書
か
れ
た
こ
と
に
も

納
得
が
い
く
。
百
巻
本
の
序
文
執
筆
と
分
類
の
増
加
は
、
お
そ
ら

く
息
子
が
本
書
を
献
上
す
る
際
に
調
整
の
た
め
行
っ
た
こ
と
だ
と

思
わ
れ
る
。

注
［
１
］『
宋
史
』
巻
四
四
一
。

［
２
］
『
宋
史
』
巻
六
三
志
一
六
に
「
大
中
祥
符
八
年
四
月
壬
申
夜
、
栄
王

元
儼
宮
火
、
自
一
鼓
北
風
甚
。
癸
酉
亭
午
乃
止
。
延
燔
左
承
天
祥
符
門
、

内
蔵
庫
、
朝
元
殿
、
乾
元
門
、
崇
文
院
、
秘
閣
、
天
書
法
物
内
香
蔵
庫
。
」

（
大
中
祥
符
八
年
四
月
壬
申
夜
、
栄
王
元
儼
の
宮

火
あ
り
、
一
鼓
自よ

り
北
風
甚
だ
し
。
癸
酉
亭
午
乃
ち
止
む
。
左
承
天
祥
符
門
、
内
蔵
庫
、

朝
元
殿
、
乾
元
門
、
崇
文
院
、
秘
閣
、
天
書
法
物
内
香
蔵
庫
に
延
燔
す
。
）

と
あ
る
。
崇
文
院
の
書
籍
が
焼
失
し
た
の
は
大
中
祥
符
八
年
で
あ
る
た

め
、
姚
鉉
は
開
封
に
い
た
時
ま
だ
そ
の
蔵
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

［
３
］
姚
鉉
は
王
禹
偁
よ
り
も
十
歳
以
上
若
い
が
、
王
禹
偁
と
同
年
に
進

士
に
及
第
し
た
。
王
禹
偁
が
彼
を
称
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
彼
ら

が
志
や
道
を
同
じ
く
す
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
王
禹
偁
は
詩

の
中
で
、
当
時
同
じ
く
復
古
の
志
を
持
っ
た
田
錫
と
と
も
に
姚
鉉
を
取

り
上
げ
て
い
る
。

［
４
］
『
宋
史
』
姚
鉉
伝
に
「
淳
化
五
年
、
直
史
館
。
侍
宴
内
苑
、
応
制
賦

『
賞
花
釣
魚
詩
』、
特
被
嘉
賞
、
翌
日
命
中
使
就
第
賜
白
金
以
奨
之
。」

（
淳
化
五
年
、
直
史
館
た
り
。
宴
に
内
苑
に
侍
り
、
制
に
応
じ
て
「
賞

花
釣
魚
詩
」
を
賦
し
、
特
に
嘉
賞
せ
ら
れ
、
翌
日
中
使
に
命
じ
て
第
に

就
き
白
金
を
賜
ひ
て
以
て
之
を
奨
せ
し
む
。）
と
あ
る
。

［
５
］
『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
六
四
、
『
乾
道
臨
安
志
』
巻
三
に
「
起
居

舎
人
直
史
館
両
浙
転
運
使
姚
鉉
」
と
あ
る
よ
う
に
、
直
史
館
は
姚
鉉
が

常
に
帯
び
て
い
た
官
名
で
あ
っ
た
。

［
６
］
『
文
苑
英
華
』
が
初
め
て
編
ま
れ
た
の
は
九
八
七
年
で
あ
り
、
こ
の
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時
姚
鉉
は
ま
だ
潭
州
湘
郷
県
の
知
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
景
徳
四
年
（
一

〇
〇
七
）
に
『
文
苑
英
華
』
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
時
、
彼
は
す
で
に
左

遷
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
業
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
、

彼
の
地
位
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
文
苑
英
華
』
の
存
在
は
知
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
見
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

［
７
］
周
必
大
「
文
苑
英
華
序
」
に
「
当
真
宗
朝
、
姚
鉉
銓
択
十
一
、
号

『
唐
文
粋
』
。
由
簡
故
精
、
所
以
盛
行
。
」
（
真
宗
朝
に
当
た
り
、
姚
鉉

十
一
を
銓
択
し
、
『
唐
文
粋
』
と
号
す
。
故
精
を
簡
ぶ
に
由
り
て
、
盛

え
ら

行
す
る
所
以
な
り
。
）
と
あ
る
（
『
文
忠
集
』
巻
五
五
）。

［
８
］『
文
苑
英
華
』
巻
八
七
。

［
９
］
『
宋
会
要
輯
稿
』
崇
儒
五
・
編
纂
書
籍
・
文
苑
英
華
に
「
太
平
興
国

七
年
（
九
八
二
）
九
月
、
命
翰
林
学
士
承
旨
李
昉
、
学
士
扈
蒙
、
直
学

士
院
徐
鉉
、
中
書
舎
人
宋
白
、
知
制
誥
賈
黄
中
、
呂
蒙
正
、
李
至
、
司

封
員
外
郎
李
穆
、
庫
部
員
外
郎
楊
徽
之
、
監
察
禦
史
李
範
、
秘
書
丞
楊

礪
、
著
作
佐
郎
呉
淑
、
呂
文
仲
、
胡
汀
、
著
作
佐
郎
直
史
館
戦
貽
慶
、

国
子
監
丞
杜
鎬
、
将
作
監
丞
舒
雅
、
閲
前
代
文
集
、
撮
其
精
要
、
以
類

分
之
、
為
千
巻
。
雍
煕
三
年
（
九
八
七
）
十
二
月
書
成
、
号
曰
『
文
苑

英
華
』
。
昉
、
蒙
、
蒙
正
、
至
、
穆
、
範
、
礪
、
淑
、
文
仲
、
汀
、
貽

慶
、
鎬
、
雅
継
領
他
任
、
続
命
翰
林
学
士
蘇
易
簡
、
中
書
舎
人
王
祐
、

知
制
誥
范
杲
、
宋
湜
与
宋
白
等
共
成
之
。
帝
覧
之
、
称
善
、
降
詔
褒
諭
。

以
書
付
史
館
、
賜
器
幣
各
有
差
。
」（
太
平
興
国
七
年
九
月
、
翰
林
学
士

承
旨
李
昉
、
学
士
扈
蒙
、
直
学
士
院
徐
鉉
、
中
書
舎
人
宋
白
、
知
制
誥

賈
黄
中
、
呂
蒙
正
、
李
至
、
司
封
員
外
郎
李
穆
、
庫
部
員
外
郎
楊
徽
之
、

監
察
禦
史
李
範
、
秘
書
丞
楊
礪
、
著
作
佐
郎
呉
淑
、
呂
文
仲
、
胡
汀
、

著
作
佐
郎
直
史
館
戦
貽
慶
、
国
子
監
丞
杜
鎬
、
将
作
監
丞
舒
雅
に
命
じ
、

前
代
の
文
集
を
閲
し
、
其
の
精
要
を
撮
り
、
類
を
以
て
之
を
分
け
、
千

巻
と
為
さ
し
む
。
雍
煕
三
年
十
二
月
書
成
り
、
号
し
て
『
文
苑
英
華
』

と
曰
ふ
。
昉
、
蒙
、
蒙
正
、
至
、
穆
、
範
、
礪
、
淑
、
文
仲
、
汀
、
貽

慶
、
鎬
、
雅
継
い
で
他
任
を
領
し
、
続
き
て
翰
林
学
士
蘇
易
簡
、
中
書

舎
人
王
祐
、
知
制
誥
范
杲
、
宋
湜
と
宋
白
と
等
に
命
じ
て
共
に
之
を
成

さ
し
む
。
帝
之
を
覧
、
善
し
と
称
し
、
褒
諭
を
降
詔
す
。
書
を
以
て
史

館
に
付
し
、
器
幣
を
賜
ふ
こ
と
各
お
の
差
有
り
。
）
と
あ
る
。
四
年
の

時
を
掛
け
、
動
員
し
た
数
は
二
十
一
人
、
脱
稿
時
は
五
人
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
書
の
規
模
を
考
え
れ
ば
、
や
や
急
い
で
作
ら
れ
た
よ
う
に
も
感

じ
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
の
崇
儒
四
・
勘
書
に
「
（
景
徳
）
四
年
八
月
、

詔
三
館
、
秘
閣
、
直
館
、
校
理
分
校
『
文
苑
英
華
』、
李
善
『
文
選
』、

摹
印
頒
行
。
『
文
苑
英
華
』
以
前
所
編
次
未
精
、
遂
令
文
臣
択
古
賢
文

章
、
重
加
編
録
、
芟
繁
補
闕
換
易
之
。
巻
数
如
旧
。
又
令
工
部
侍
郎
張

秉
、
給
事
中
薛
映
、
龍
図
閣
待
制
戚
綸
、
陳
彭
年
覆
校
之
。
李
善
『
文

選
』
校
勘
畢
、
先
令
刻
板
、
又
命
官
覆
勘
。
未
幾
、
宮
城
火
、
二
書
皆

燼
。
」
（
四
年
八
月
、
三
館
、
秘
閣
、
直
館
に
詔
し
て
、『
文
苑
英
華
』、

李
善
『
文
選
』
を
校
理
分
校
し
、
摹
印
頒
行
せ
し
む
。
『
文
苑
英
華
』

以
前
に
編
次
す
る
所
未
だ
精
な
ら
ず
、
遂
に
文
臣
を
し
て
古
賢
の
文
章

を
択
び
、
重
ね
て
編
録
を
加
へ
、
繁
を
芟
り
闕
を
補
ひ
て
之
を
換
易
す
。

か

巻
数

旧
の
如
し
。
又
た
工
部
侍
郎
張
秉
、
給
事
中
薛
映
、
龍
図
閣
待

制
戚
綸
、
陳
彭
年
を
し
て
之
を
覆
校
せ
し
む
。
李
善
『
文
選
』
の
校
勘

畢
は
り
、
先
づ
刻
板
せ
し
め
、
又
た
官
に
命
じ
て
覆
勘
せ
し
む
。
未
だ

幾
な
ら
ず
し
て
、
宮
城
に
火
あ
り
、
二
書
皆
燼
す
。
）
と
あ
る
。
こ
の

校
勘
本
は
、
火
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
た
め
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
南
宋
の
時
に
周
必
大
が
見
た
『
文
苑
英
華
』
は
、
「
秘
閣
に
本
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有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
舛
誤
あ
り
て
読
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
有
様

で
あ
っ
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
ま
だ
校
訂
さ
れ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
を
写

し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

［

］『
宋
史
』
巻
八
「
真
宗
本
紀
」。

10
［

］
『
涑
水
記
聞
』
巻
三
に
「
景
休
曰
、
夏
竦
（
九
九
五
～
一
〇
五
一
）

11
字
子
喬
、
父
故
銭
氏
臣
、
帰
朝
為
侍
禁
。
竦
幼
学
于
姚
鉉
。
使
為
「
水

賦
」
、
限
以
万
字
。
竦
作
三
千
字
以
示
鉉
、
鉉
怒
不
視
曰
、『
汝
何
不
于

水
之
前
後
左
右
広
言
之
、
則
多
矣
。
』
竦
又
益
之
、
凡
得
六
千
字
、
以

示
鉉
、
鉉
喜
曰
、『
可
教
矣
。』
年
十
七
、
善
属
文
、
為
時
人
所
称
。
挙

進
士
、
開
封
府
解
者
以
百
数
、
竦
為
第
六
、
貢
院
奏
名
第
四
。
」（
景
休

曰
く
、
夏
竦
字
は
子
喬
、
父
は
故
銭
氏
の
臣
に
し
て
、
帰
朝
し
て
侍
禁

と
為
る
。
竦
幼
く
し
て
姚
鉉
に
学
ぶ
。
「
水
賦
」
を
為
ら
し
め
、
限
る

つ
く

に
万
字
を
以
て
す
。
竦

三
千
字
を
作
り
て
以
て
鉉
に
示
す
に
、
鉉
怒

り
て
視
ず
し
て
曰
く
、
「
汝
何
ぞ
水
の
前
後
左
右
に
于
い
て
広
く
之
を

言
ひ
て
、
則
ち
多
か
ら
し
め
ざ
る
」
と
。
竦
又
た
之
を
益
し
、
凡
そ
六

千
字
を
得
て
、
以
て
鉉
に
示
す
に
、
鉉
喜
び
て
曰
く
、
「
教
ふ
べ
し
」

と
。
年
十
七
に
し
て
、
善
く
文
を
属
り
、
時
人
の
称
す
る
所
と
為
る
。

つ
づ

進
士
に
挙
げ
ら
れ
、
開
封
府
の
解
者
百
数
を
以
て
、
竦
第
六
為
り
、
貢

た

院
の
奏
名
第
四
た
り
。
）
と
あ
る
。
姚
鉉
が
両
浙
転
運
使
で
あ
っ
た
時
、

夏
竦
は
潤
州
丹
陽
の
主
簿
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
書
い
た
「
上
両
転
運
使

姚
鉉
書
」
（
『
文
荘
集
』
巻
一
九
）
に
「
某
為
童
之
年
、
嘗
聞
執
事
豁
達

正
直
、
提
斡
吾
道
、
曁
今
処
麾
下
。
」（
某

童
為
る
の
年
、
嘗
て
執
事

た

の
豁
達
正
直
に
し
て
、
吾
が
道
を
提
斡
し
、
今
に
曁
ぶ
ま
で
麾
下
に

お
よ

処
る
を
聞
く
。
）
、
「
執
事
按
行
常
潤
、
某
之
区
区
如
熱
得
濯
。
但
恨
偶

縈
負
薪
之
疾
不
能
興
、
不
及
稽
首
衡
鑑
之
下
。
」
（
執
事
は
按
行
し
て
常

に
潤
ひ
、
某
の
区
区
た
る
は
熱
の
濯
は
る
る
を
得
る
が
如
し
。
但
だ

あ
ら

恨
む
偶
た
ま
負
薪
の
疾
に
縈
ら
れ
興
く
る
能
は
ず
、
衡
鑑
の
下
に
稽

め
ぐ

首
す
る
に
及
ば
ざ
る
を
。
）
、
「
願
執
事
哀
恤
窮
滞
、
聴
察
言
行
。
若
矜

其
廉
慎
、
擢
於
行
伍
。
」（
願
は
く
は
執
事

窮
滞
す
る
を
哀
恤
し
、
言

行
を
聴
察
せ
ん
こ
と
を
。
若
し
其
の
廉
慎
た
る
を
矜
せ
ば
、
行
伍
に
擢

も

せ
よ
。
）
と
あ
る
。
こ
の
書
簡
は
景
徳
二
年
（
一
〇
〇
五
）
頃
、
夏
竦

が
二
十
歳
前
後
の
時
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

［

］
張
達
雅
氏
「
『
唐
文
粋
』
知
見
版
本
考
」（
『
東
海
大
学
図
書
館
館
訊
』

12
巻
八
五
、
二
〇
〇
八
年
十
月
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

『
増
訂
四
庫
簡
明
目
録
標
注
』
「
唐
文
粋
」
の
条
に
、
「
昭
文
張
氏

有
宋
刊
五
十
巻
本
。
十
三
行
、
行
二
十
五
字
、
祇
三
十
四
巻
。
元

和
顧
氏
嘗
校
此
書
、
与
夾
山
金
近
園
同
撰
弁
正
、
欲
刊
行
而
未
成
。
」

（
昭
文
の
張
氏
に
宋
刊
五
十
巻
本
有
り
。
十
三
行
、
行
二
十
五
字
、
祇ただ

三
十
四
巻
の
み
。
元
和
の
顧
氏
嘗
て
此
の
書
を
校
し
、
夾
山
の
金

近
園
と
同
に
弁
正
を
撰
し
、
刊
行
せ
ん
と
欲
す
る
も
未
だ
成
ら

ず
。）
と
あ
る
。

版
木
の
規
格
か
ら
推
断
す
る
と
、
現
存
す
る
姚
鉉
の
序
文
が
、
も
し
毎

行
三
十
一
字
で
、
さ
ら
に
題
目
と
作
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
一
行
を

な
し
て
い
た
な
ら
ば
、
半
葉
が
十
三
行
、
そ
の
う
ち
「
宋
」
や
「
皇
帝
」

と
い
っ
た
こ
と
ば
は
全
て
上
に
突
き
出
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
た
だ

毎
行
の
文
字
数
が
六
字
多
い
だ
け
で
、
序
文
の
大
き
さ
は
い
ず
れ
も
正

文
と
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
五

十
巻
本
の
序
は
、
正
文
か
ら
は
独
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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［

］
張
達
雅
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
書
は
後
世
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
清
代

13
内
府
の
蔵
書
目
録
で
あ
る
『
天
禄
琳
琅
後
目
』
に
二
部
記
録
さ
れ
て
お

り
、
「
此
乃
臨
安
進
士
孟
琪
所
刊
為
『
文
粋
』
一
書
。
初
刻
本
宋
仁
宗

宝
元
二
年
。
…
…
相
其
紙
墨
、
実
為
北
宋
初
印
。
」（
此
れ
乃
ち
臨
安
の

進
士
孟
琪
の
刊
し
て
『
文
粋
』
一
書
と
為
す
所
な
り
。
初
刻
本
は
宋
の

仁
宗
宝
元
二
年
。
…
…
其
の
紙
墨
を
相
る
に
、
実
に
北
宋
の
初
印
な
り
。
）

み

と
あ
る
。
ま
た
瞿
鏞
『
鉄
琴
銅
剣
楼
蔵
書
目
録
』
に
元
刊
本
『
唐
文
粋
』

の
解
題
が
あ
り
、
「
康
煕
中
李
穆
堂
蔵
有
宋
本
、
旧
為
趙
文
敏
、
邵
文

荘
、
季
滄
葦
蔵
書
、
印
記
累
累
。
乃
趙
仁
宗
十
七
年
刻
本
、
有
施
昌
延

後
序
、
為
此
書
初
刻
本
。
」
（
康
煕
中
李
穆
の
堂
蔵
に
宋
本
有
り
、
旧もと

趙
文
敏
、
邵
文
荘
、
季
滄
葦
の
蔵
書
に
し
て
、
印
記
累
累
た
り
。
乃
ち

趙
仁
宗
十
七
年
の
刻
本
に
し
て
、
施
昌
延
の
後
序
有
り
、
此
の
書
を
初

刻
本
と
為
す
。
）
と
あ
る
。
こ
の
本
は
清
代
に
は
残
巻
だ
け
と
な
っ
て

い
た
。
傅
増
湘
『
蔵
園
蔵
書
題
記
』
に
楡
園
の
許
氏
も
北
宋
の
残
本
を

見
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
お
り
、
ま
た
丁
日
昌
『
持
静
斎
書

目
』
に
は
上
海
の
郁
松
年
の
宜
稼
堂
に
も
こ
の
本
が
蔵
さ
れ
て
い
た
と

書
か
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
見
ら
れ
な
い
。

［

］
杭
州
は
建
炎
三
年
に
臨
安
府
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
臨
安
の
進

14
士
と
書
い
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
後
の
出
版
者
が
改
め
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
孟
琪
の
経
歴
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
た

め
、
偽
託
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

［

］
趙
師
民
（
九
八
八
～
？
）
に
つ
い
て
は
、
『
宋
史
』
巻
二
九
四
に
伝

15
が
あ
る
。

［

］
陳
植
鍔
『
石
介
事
迹
著
作
編
年
』
は
、
こ
れ
を
明
道
元
年
（
一
〇

16
三
二
）
石
介
二
十
八
歳
の
時
に
書
か
れ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
（
中
華

書
局
、
二
〇
〇
三
年
、
二
六
頁
）。

［

］
陳
振
孫
『
直
斎
書
録
解
題
』
巻
一
一
に
「
『
麈
史
』
三
巻
、
司
農
少

17
卿
安
陸
王
得
臣
彦
輔
撰
。
嘉
祐
四
年
進
士
。
其
序
称
政
和
乙
未
行
年
八

十
、
自
号
鳳
台
子
。
蓋
王
昭
素
之
後
、
王
銍
性
之
之
伯
父
也
。
『
揮
麈

録
』
詳
載
。
」
（
『
麈
史
』
三
巻
、
司
農
少
卿
安
陸
王
得
臣
彦
輔
撰
。
嘉

祐
四
年
の
進
士
。
其
の
序

政
和
乙
未
行
年
八
十
、
自
ら
鳳
台
子
と
号

す
と
称
す
。
蓋
し
王
昭
素
の
後
に
し
て
、
王
銍
性
之
の
伯
父
な
ら
ん
。

『
揮
麈
録
』
詳
ら
か
に
載
す
。
）
と
あ
る
。
そ
の
他
の
官
職
に
つ
い
て

は
、『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
に
記
載
が
あ
る
。

［

］『
浙
江
通
志
』
巻
一
二
五
、
張
拡
『
東
窓
集
』
巻
十
六
、
周
麟
之
『
海

18
陵
集
』
巻
一
九
に
見
え
る
。

［

］
劉
一
止
『
苕
渓
集
』
巻
一
四
「
挙
陳
之
淵
自
代
状
」
に
「
具
位
臣

19
劉
某
蒙
恩
授
前
件
職
、
准
令
郎
文
侍
従
官
授
訖
三
日
内
挙
官
一
員
自
代

者
。
右
臣
伏
睹
左
従
事
郎
充
臨
安
府
府
学
教
授
陳
之
淵
、
学
問
淹
通
、

文
辞
贍
蔚
。
頃
居
太
学
試
選
、
屢
優
効
官
、
以
来
志
節
弥
励
。
儻
見
録

用
必
有
可
観
、
挙
以
代
臣
。
実
允
公
議
、
謹
録
奏
聞
伏
候
勅
旨
。
」
（
具

位
臣
劉
某

恩
を
蒙
む
り
て
前
件
の
職
を
授
け
ら
れ
、
郎
文
侍
従
官
を

し
て
三
日
を
訖
ふ
る
の
内
に
授
け
て
官
一
員
の
自
ら
代
ふ
る
者
を
挙
げ

を

し
む
る
を
准
さ
る
。
右
臣
伏
し
て
睹
る
に
左
従
事
郎
充
臨
安
府
府
学

ゆ
る

教
授
陳
之
淵
、
学
問
淹
通
に
し
て
、
文
辞
贍
蔚
な
り
。

頃

太
学
に

こ
の
ご
ろ

居
り
て
試
選
す
る
に
、
屢
し
ば
優
れ
て
官
を
効
し
、
以
来
志
節
弥
い

い
た

よ
励
む
。
儻
し
録
用
に
必
ず
観
る
べ
き
有
る
を
見
れ
ば
、
挙
げ
て
以
て

臣
に
代
へ
よ
。
実
に
公
議
に
允
さ
ば
、
謹
し
み
録
し
て
奏
聞
し
伏
し

ゆ
る

て
勅
旨
を
候
た
ん
。
）
と
あ
る
。

ま

［

］
こ
の
書
は
現
在
、
中
国
国
家
図
書
館
に
収
め
ら
れ
る
。

20
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［

］
張
達
雅
氏
に
よ
る
と
、
明
嘉
靖
三
年
姑
蘇
徐
煜
刊
本
、
明
嘉
靖
六

21
年
（
一
五
二
七
）
張
大
輪
校
刊
本
、
明
嘉
靖
五
年
晋
府
養
徳
書
院
刊
本
、

天
禄
琳
琅
閣
所
蔵
明
翻
宋
刻
本
、
明
万
暦
三
年
（
一
五
七
五
）
翻
刻
徐

煜
本
、
明
万
暦
金
応
祥
刻
本
、
明
万
暦
戊
午
（
四
十
六
年
、
一
六
一
八
）

鄧
渼
刊
本
、
崇
禎
三
年
（
一
六
三
〇
）
武
林
刊
本
、
明
崇
禎
三
年
（
一

六
三
〇
）
刻
本
（
書
名
は
『
十
二
家
評
定
唐
文
粋
』
、
百
巻
、
三
十
六

冊
）
と
い
っ
た
多
く
の
版
本
は
、
こ
の
宋
紹
興
本
の
系
統
で
あ
る
。

［

］『
文
忠
集
』
巻
五
五
。

22
［

］
万
暦
四
十
六
年
刊
本
の
鄧
渼
序
に
「
予
故
因
『
文
粋
』
旧
本
稍
而

23
刊
正
訛
謬
」
（
予
故
に
『
文
粋
』
の
旧
本
に
因
り
て
稍
而
訛
謬
を
刊
正

や
や

す
）
と
あ
る
。
こ
の
本
は
毎
葉
十
行
、
一
行
二
十
字
で
あ
り
、
現
在
伝

わ
る
紹
興
本
が
毎
葉
十
五
行
、
一
行
二
十
四
字
乃
至
二
十
七
字
で
あ
る

の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
徐
煜
刊
本
等
の
そ
の
他
の
版
本
の
多
く
は
、

毎
葉
十
五
行
も
し
く
は
十
四
行
、
一
行
二
十
五
字
で
あ
る
。

［

］
袁
逸
「
明
以
前
書
籍
交
易
及
書
価
考
」
（
『
浙
江
学
刊
』
一
九
九
二

24
年
第
六
期
）
参
照
。

［

］
『
天
禄
琳
琅
書
目
』
巻
三
に
記
載
さ
れ
る
北
宋
版
『
唐
文
粋
』
は
四

25
函
四
十
冊
と
な
っ
て
い
る
が
、
明
版
の
多
く
は
二
十
冊
と
な
っ
て
い
る
。

［

］『
文
忠
集
』
巻
一
一
八
。

26
［

］
「
論
文
海
命
名
劄
子
」
（
『
文
忠
集
』
巻
一
〇
四
）
。
た
だ
、
周
必
大

27
は
『
玉
堂
雑
記
』
巻
中
で
「
奏
云
、
『
『
文
選
』
之
後
有
『
文
粋
』
、
已

遠
不
及
。
』
」
（
奏
し
て
云
ふ
、
「
『
文
選
』
の
後
『
文
粋
』
有
る
も
、
已

に
遠
く
及
ば
ず
」
と
。
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
評
価
は
『
文
選
』

ほ
ど
は
高
く
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

［

］『
全
唐
文
』
巻
四
九
。

28

［

］『
河
東
集
』
巻
一
「
応
責
」
。

29
［

］
清
・
顧
広
圻
「
唐
文
粋
跋
」
に
「
『
文
苑
英
華
』
屢
引
『
川
文
粋
』
、

30
而
其
間
毎
為
『
文
粋
』
不
載
之
篇
。
疑
不
能
明
久
之
。
頃
読
彭
叔
夏
『
弁

証
』
第
五
巻
名
氏
条
、
有
云
、
『
近
世
眉
山
成
午
編
『
唐
三
百
家
名
賢

文
粋
』
、
乃
知
『
川
文
粋
』
指
此
。
』
」
（
『
文
苑
英
華
』
屢
し
ば
『
川
文

粋
』
を
引
き
て
、
其
の
間
毎
に
『
文
粋
』
載
せ
ざ
る
の
篇
と
為
す
。

つ
ね

疑
ふ
も
明
ら
か
に
す
る
能
は
ざ
る
こ
と
之
を
久
し
く
す
。

頃

彭
叔

こ
の
ご
ろ

夏
『
弁
証
』
第
五
巻
名
氏
の
条
を
読
む
に
、
云
ふ
有
り
、
「
近
世
眉
山

の
成
午
『
唐
三
百
家
名
賢
文
粋
』
を
編
み
、
乃
ち
『
川
文
粋
』
は
此
れ

を
指
す
を
知
る
」
と
。
）
と
あ
る
。
按
ず
る
に
、
現
行
本
『
文
苑
英
華
』

巻
七
六
五
賈
至
「
貢
挙
議
並
序
」
に
「
至
有
外
戚
窃
位
、
強
臣
擅
権
、

弱
主
臨
朝
『
文
粋
』
作
「
孤
立
」
、
『
川
文
粋
』
作
「
外
立
」
、
母
后
専

政
。
」
と
あ
る
。
彭
叔
夏
『
文
苑
英
華
弁
証
』
で
は
、『
唐
文
粋
』
は
『
川

文
粋
』
の
前
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
唐
文
粋
』
は
『
川
文
粋
』

よ
り
も
前
に
編
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
顧
広
圻
や
張
滌

華
先
生
が
『
唐
文
粋
』
は
『
川
文
粋
』
を
底
本
と
し
て
編
ま
れ
た
と
し

て
い
る
説
は
誤
り
と
な
る
。

ま
た
、
『
文
献
通
考
』
巻
二
四
八
に
「
『
唐
三
百
家
文
粋
』
四
百
巻
、
眉

山
成
叔
陽
編
、
後
村
劉
氏
序
。
略
曰
、
『
往
時
有
『
唐
文
粋
』
百
巻
、

姚
鉉
之
所
銓
纂
、
已
倍
於
古
。
』
今
眉
山
成
君
乃
増
益
之
至
三
百
家
為

四
百
巻
。
嗚
呼
、
何
其
多
也
。
文
之
多
者
可
以
察
治
、
言
之
富
者
可
以

観
徳
。
眉
山
郷
多
蔵
書
、
叔
陽
所
以
尽
力
乎
其
間
。
豈
徒
然
哉
。
叔
陽

薦
於
郷
、
既
成
此
書
丐
余
序
之
。
」
（
『
唐
三
百
家
文
粋
』
四
百
巻
、
眉

山
成
叔
陽
編
、
後
村
劉
氏
序
。
略
に
曰
く
、
「
往
時
『
唐
文
粋
』
百
巻

有
り
、
姚
鉉
の
銓
纂
す
る
所
に
し
て
、
已
に
古
に
倍
す
」
と
。
今
眉
山
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の
成
君
乃
ち
之
を
増
益
し
て
三
百
家
に
至
り
四
百
巻
と
為
す
。
嗚
呼
、

何
ぞ
其
れ
多
き
や
。
文
の
多
き
者
は
以
て
治
を
察
す
べ
く
、
文
の
富
む

者
は
以
て
徳
を
観
る
べ
し
。
眉
山
の
郷

蔵
書
多
き
は
、
叔
陽
の
力
を

其
の
間
に
尽
く
す
所
以
な
り
。
豈
に
徒
に
然
ら
ん
や
。
叔
陽

郷
に
薦

め
ら
れ
、
既
に
此
の
書
を
成
し
て
余
に
之
を
序
せ
ん
こ
と
を
丐
ふ
。
）

こ

と
あ
る
。「
後
村
」
は
「
後
渓
」
の
誤
り
。
明
・
曹
学
全
『
蜀
中
広
記
』

巻
一
〇
〇
に
「
後
渓
劉
氏
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
後
渓
劉
氏
」
は
劉

光
祖
（
一
一
四
三
～
一
二
二
二
）
を
指
す
。
字
は
徳
修
、
後
渓
と
号
す
。

南
宋
の
孝
宗
、
光
宗
、
寧
宗
期
の
人
で
、
嘉
定
十
五
年
（
一
二
二
二
）

に
没
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
『
唐
三
百
家
文
粋
』
は
早
く
と
も
孝
宗
期
に

入
っ
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
書
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
『
唐
文
粋
』

よ
り
二
百
年
近
く
後
で
あ
る
。

※
本
稿
は
校
勘
及
び
統
計
に
お
い
て
は
李
由
氏
（
南
京
大
学
博
士

課
程
、
現
在
九
州
大
学
に
交
換
留
学
中
）
の
、
資
料
の
閲
覧
に

つ
い
て
は
甲
斐
雄
一
博
士
の
協
力
を
仰
い
だ
。
こ
こ
に
感
謝
申

し
上
げ
る
。
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日
本
中
世
禅
林
に
お
け
る
杜
詩
受
容

―
忠
孝
へ
の
関
心
（
中
期
の
場
合
）
・
詩
文
詠
出
の
様
相
―

太

田

亨

は
じ
め
に

禅
僧
が
杜
甫
の
忠
孝
心
に
つ
い
て
称
揚
し
て
い
た
こ
と
は
、
既

に
朝
倉
尚
氏
が
「
禅
林
に
お
け
る
杜
甫
像
寸
見
―
『
文
章
一
小
技
』

と
『
杜
甫
忠
心
』
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
［
１
］
。
そ
の
中
で
氏
は
、

禅
僧
の
詩
文
集
と
抄
物
（
『
杜
詩
続
翠
抄
』
は
除
く
）
の
中
か
ら
、

杜
甫
と
忠
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
抽
出
し
、
禅
僧
が
杜
甫

と
忠
心
の
関
係
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
観
念
を
抱
い
て
い
た
か
に

つ
い
て
考
証
し
て
い
る
。

筆
者
は
、
朝
倉
氏
が
中
世
禅
林
の
作
品
集
を
一
纏
め
で
扱
っ
て

考
証
し
て
い
る
の
に
対
し
、
氏
の
論
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
初
期

（
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
末
期
）
・
中
期
（
南
北
朝
時
代

末
期
か
ら
応
仁
の
乱
頃
）
・
後
期
（
応
仁
の
乱
頃
か
ら
室
町
時
代
末

期
）
の
作
品
集
に
分
類
し
、
各
期
ご
と
に
杜
甫
の
忠
義
が
ど
の
よ

う
に
詠
出
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
証
を
進
め
て
い
る
。
既
に

初
期
に
お
い
て
、
日
本
禅
僧
が
杜
甫
の
為
人
、
特
に
忠
孝
に
着
目

し
、
自
身
の
詩
文
に
そ
れ
を
詠
出
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
を

論
じ
た
［
２
］
。

初
期
禅
僧
の
詠
出
時
の
特
徴
と
し
て
、「
杜
甫
」
や
「
忠
孝
」
と

い
っ
た
語
句
を
直
接
に
詠
出
す
る
の
で
は
な
く
、
忠
孝
に
関
す
る

杜
甫
の
逸
話
や
杜
詩
句
を
間
接
的
に
詠
じ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
逸
話
に
関
し
て
言
え
ば
、
杜
甫
は
母
の
諱
が
「
海

棠
」
で
あ
っ
た
た
め
、「
海
棠
」
を
詠
じ
な
か
っ
た
こ
と
を
引
き
合

い
に
出
し
て
、
孝
行
心
を
詠
出
し
て
い
る
。
こ
の
逸
話
は
晩
唐
の

薛
能
が
唱
え
始
め
、
宋
代
以
降
も
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

杜
詩
句
に
関
し
て
言
え
ば
、
杜
甫
の
「
杜
鵑
」
詩
や
「
奉
贈
韋
左

丞
丈
二
十
二
韻
」
詩
に
お
け
る
忠
義
を
表
す
代
表
的
な
詩
句
等
を

引
用
し
、
忠
義
心
を
詠
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
中
国

の
詩
話
や
、
諸
注
釈
書
に
お
い
て
、
杜
甫
の
忠
義
を
示
す
代
表
句

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

初
期
の
詠
出
状
況
を
呈
し
た
背
景
に
は
、
渡
来
僧
を
始
め
と
し

て
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
高
僧
と
し
て
処
遇
さ
れ
た
諸
僧
が
、
三
教

一
致
の
思
想
を
唱
え
、
既
に
儒
教
が
必
須
の
教
養
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
禅
林
は
武
家
の
庇
護
下
に
あ
り
、


